


襷をつなぐ 

―僕が考え，やってきたことと，これから―

弁護士　　　　　

酒　井　邦　彦

　僕はこれまで法整備支援に関わってきましたが，それはとても幸せな経験で，今振り返っ

ても楽しい思い出しか残っていません。でも支援の真っただ中においては，悩み考え進む

といったことの繰り返しでした。法整備支援は，「法の支配」の実現という，果てしなく

遠いゴールを目指す駅伝のようで，それをみんなで襷をつないで進んでいくようなものだ

と思います。襷を掛けて走っている間に，僕が考え，やってきたことについては，あまり

知られていないこともあるかもしれないので，少しでも参考になればと思い，襷をつなぐ

ために，筆をとることにしました。

ベトナム

　僕が法整備支援に関わるようになったのは，ＪＩＣＡの初めての法整備支援プロジェク

トが始まった１９９６年からで，法務大臣官房秘書課企画室長のときのことです。その時

は，森嶌昭夫先生が拓いた，ベトナムが市場経済に移行するのをお手伝いするための民法

を中心とする支援でした。僕も，手の空いたときには，研修が行われている教室に顔を出

して，議論を聞いていましたが，とにかく驚くことばかり，率直にいってこれは大変なこ

とだなと思いました。ベトナムは社会主義国家ですので，所有権は全人民に帰属するとい

うことで，我が国や欧米諸国の「所有権」とは全く概念が異なり，どういうものか僕には

良く理解できず，こんなことで，本当に意思疎通ができるのだろうか？と頭がくらくらと

してきました。

　そうであるとすると，「言葉」というものがたいそう大切であり，したがって，通訳は，

法整備支援に決定的に重要な役割を果たすということも分かりました。当時は，ベトナム

から帰化された素晴らしい通訳の方がおられましたが，毎日朝から晩まで一人でずっと通

訳をされていて，もし彼女が過労で倒れたらプロジェクトもおしまいだなと危機感を持ち

ました。そのように綱渡りのようにして，法整備支援は始まったのです。それでは，ベト

ナム人の法律家に日本の法律を日本語で学んでもらおうということで，ＪＩＣＡの長期専

門家のような形で我が法務省に来て駐在していただきました。しかし，来日後まもなくホー

ムシックにかかってしまい，僕もベトナムレストランにお連れするなどして慰めたのです

が，結局帰国されてしまいました。お気の毒なことをしたという思いがまだ残っています。

通訳の重要性は，今でも全く同じで，良質の支援をしようと思ったら，まず，最優秀の通

訳を確保し，さらに育てることです。現地に駐在するＪＩＣＡの長期専門家は，できるだ

け現地語で法律を語れるようになるべきだと思います。また，日本語・現地語の通訳より，
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英語・現地語の通訳の方が質量ともに勝っていることがあるので，ときには英語を使うこ

とも考えたらいいと思います。法整備支援＝アジア＝英語不要という式は成立しないので

す。後でお話するように，ミャンマーの支援の開始に当たっては，法務長官府長官とのさ

しでのやり取りは，すべて長官の堪能な英語で行いました。

　また，この時の経験を通じて，法律というのは政治制度であり，いやもっと深く，文化

そのものであり，法整備支援は文化交流で，日本が貢献できるということは，誇るべき日

本の文化を理解してもらい，その国に取り入れてもらえることなんだということを肌で感

じました。そう考えると，法整備支援は，単なる「技術」協力ではないことがお分かりい

ただけると思います。そして，もう一つ感動したのは，研修で来られている人たちの真剣

なまなざしです。日本でいえば建国の志に燃えた維新のころの，いわばベトナムの穂積陳

重たちの国を背負って学ぶ姿を見て，背筋を正しました。そのように，日本とベトナムが

手探りで始めた協力と信頼関係が，時代を下って国の最高法規である憲法の改正に対する

協力要請につながっていくのです。

カンボジア

　カンボジアとの関りは，１９９８年に派遣されたＪＩＣＡ事前調査団の一員として参加

してからで，このプロジェクトの先鞭をつけられたのも森嶌先生でした。このプロジェク

トは，民法，民事訴訟法の起草を支援するというものですが，実は，民事訴訟法について

は，旧宗主国のフランスが準備草案を用意していました。しかし，その準備草案は，カン

ボジア国内の実情を踏まえたものと言えず，いわば「上から目線」で作成されたものだっ

たので，草案は司法省の事務次官が机の引き出しに放り込んだまま眠っていて，あらため

て日本に支援を求めてきたものです。

　そこで日本では，起草支援のため，民法，民事訴訟法の作業部会を設置したのですが，

そのメンバーは，民法，民事訴訟法で我が国を代表する人たちばかりで，そんな多忙な先

生方が，２００回も会合を重ねて起草作業を進めてくださりました。民事訴訟法作業部会

の部会長を一橋大学名誉教授の故竹下守夫先生にお願いしたのですが，実は同じ時期に，

法務省が設置し，今の法テラスに繋がる改革の礎となった，「法律扶助研究会」の座長も

お願いし，法務省と日弁連が鋭く対立する中での調整役を務めていただくなど大変なご苦

労をお掛けしていたものですから，竹下先生と顔を合わせるといつも，「人使いの荒い酒

井さん」と笑顔で言われていました。しかし，このベトナム，カンボジアの法整備支援を

通じて，①相手国のオーナーシップを大切にし，②その国のニーズと実情に応じたテー

ラーメイドの支援を，③法律起草だけでなく，実施制度の整備と人づくりまで，④オール

ジャパンで最高の人材を投入して行うという我が国の法整備支援の不滅の原則がすでに出

来上がったのです。

　ところで，カンボジアにおける法整備支援については，最近カンボジアでは，最大野党

が非合法化されて幹部が逮捕され，２０１８年の総選挙では与党が全議席を取るという一

党独裁の状態になるなど，民主主義が後退していますが，それをとらえて，日本の法整備
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支援が意味をなしていないので援助を停止すべきではないかという批判を耳にすることが

あります。しかし，僕はこの考えには反対です。僕たちの法整備支援の究極の目標は，「法

の支配」があまねく行き渡ることだと思っています。そして，この「法の支配」とは，法

の優位，法の前の平等などをその中核的な価値とするもので，必ずしも民主主義を内包す

るものではありません。もともと「法の支配」の考え方は，絶対王政下のイギリスで発展

したものですし，法整備が民主化も目指すものだとすると，そもそも社会主義国である中

国やベトナムに対する支援などは成立しないことになってしまいます。民主化支援という

のは政治参加のプロセスなどに焦点を当てた，より即物的な支援で，例えばカンボジアに

対する民主化支援ということであれば，我が国は，２０１５年に選挙改革のための技術協

力を行っています。他方，僕たちが行う法整備支援というのは，もっと深く，個人の尊厳

などを礎とし，法の下の平等や法による権利の実現を通じて，より豊かな社会の実現を目

指すもので，数十年かけていわばその国の文化を変えていく作業です。それが長い目でみ

れば民主主義の発展につながることに疑いはありませんが，比較的短期間に変容する政治

状況を反映する選挙結果という視点で一喜一憂するものではないと思います。より深いの

は，「法の支配」であって，そのことは，最近，民主主義と言われている国においても，

ポピュリズムが跋扈していることをみれば分かると思います。

ラオス

　僕のラオスとの出会いは，１９９６年に司法大臣が来日され，我が国に支援の要請をさ

れたときで，これまでベトナム，カンボジアとやってきましたので，隣国ラオスも当然支

援の対象とすることとなり，１９９８年からＪＩＣＡの本邦研修等が始まりました。その

後，私は，法務省の他の部局に異動しましので，傍らから眺めているといった感じでした

が，ラオスへの支援は，法律の起草に力を置いたベトナム，カンボジアとはまた一味違っ

て，人づくりに重点を置いたユニークな取り組みだなと感じていました。法律家を育てて，

その人たちが今度は国民に法を広めていくというのは，「法の支配」を目指す究極の姿だ

と思います。ただし，人材の育成，法の国民への浸透というのは，気の遠くなるような時

間がかかるものです（例えば，今回の我が国の日本の民法改正を国民の方はどれほど内容

をご存知でしょうか）。

　他方，ＪＩＣＡは，税金を使って事業を行っていることから，その事業の効果等につい

て，国民に対する説明責任があるため，多かれ少なかれ目に見える形での成果物が求めら

れるところであり，それはそれでやむを得ないところがあると思います。しかしながら，

人づくりというのは，法律家のリーガルマインドを育てるということですが，身体を切り

開いて心を見ることはできませんので，一見すると何も実りがないようにも見えなくあり

ません。日本においても，一人前の法律家になるには，大学教育を入れれば優に１０年以

上かかります。ですから，ＪＩＣＡのプロジェクトの業績評価を行うに当たっては，目に

見える形での成果物で評価するのではなく，何をやってきたのかのプロセスに対する評価

を行う必要性が高いと思います。

ICD NEWS　第82号（2020.3） 3

ICD82G-01.indd   3 2020/02/08   9:02:27



　僕が，ラオスの支援に戻ってきたのは，法務総合研究所の所長となった２０１２年のこ

とで，当時実施していたラオス「法律人材育成強化プロジェクト」は２０１４年に終了予

定とされていました。たしかに同プロジェクトは，一見するとこれといった成果を上げて

いないように見え，僕でさえもどかしく思ったほどです。でも実は，ラオスの司法省など

４つの機関とＪＩＣＡ長期専門家との間で，気の遠くなるような忍耐をもって議論を尽く

しながら民事・刑事手続きのフローチャートづくりを行っていて，参加メンバーのリーガ

ルマインドは飛躍的に向上していたのです。それに加えて，２０１２年からは，いよいよ

民法起草を始めることとなり，日本に支援を求めてきていました。そんな中での支援打ち

切りはあってはならないといことで，僕も現地に行って，駐ラオス日本大使にプロジェク

トの継続を強くお願いしました。

　幸いにして，プロジェクトはフェーズ２ということで，継続されることになりましたが，

ラオスでは，法律家の養成だけでなく，国立司法研修所を中心に，国民に対する法律の普

及活動にも力をいれるようになりました。民法の起草も，カンボジアのそれとは趣を異に

し，日本からの専門家は起草から適度な距離を置いた分，ラオスの人々の手づくり感のよ

り強いものになっていると思います。その民法が，６年をかけて，２０１８年１２月６日

に成立しました。出来上がった民法を見ると，例えば第１条に，この法律は社会の平等，

正義などを保障し，個人の権利を守り，社会経済を発展させるものであることを高らかに

謳っているなど，民法に込める心意気が溢れていて，どこの国の民法とも違うまさにラオ

スの人々の民法だなと感動しました。そして記念セレモニーでは，なんと「ラオス民法典

の完成おめでとう」という歌を披露してくれました。これは，民法を国民に広めるための

もので，歌詞は，この法律はラオスを発展させ，繁栄させると高らかに宣言するとともに，

例えば第５編には契約内債務が書かれていますよなどと法律の内容を紹介するもので，私

は，これを聞いて，またまた感動してしまい，「法の支配」に関しては，むしろ日本はラ

オスから学んだ方がいいのではないかと思いました。

ＯＤＡについて

　これまでお話した，ベトナム，カンボジア，ラオスに対する法整備支援は，いってみれ

ば先方から頼まれたものであって，支援の内容はともかくとして，案件を形成する上では

さしたる苦労はないのですが，これからお話しするミャンマーとインドネシアに対する支

援は，こちらから戦略的に取りにいったもので，また別の苦労がありました。

　ところで，２０１０年代半ばころから，法整備支援の目的に，日本企業の海外進出の推

進が加えられるようになり，これが一部の方から，このような見返りを期待するのは「不

純」であり，法整備支援は「無私の愛」で行うべきであるとの批判があります。しかし，

このような批判は間違っています。日本のＯＤＡはこれまでも，これからも，常に「国益」

を念頭に行われるもので，それは，国民の税金を使って行う以上，むしろ当然のことなの

です。最初のベトナムに対する支援も市場経済への移行を支援するものでしたが，これも，

背景には，日本企業による投資促進がありました。それは，すでに２００３年に日・ベト
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ナム経済連携協定を締結していることからも明らかです。そもそも開発援助というものは，

援助者，被援助者がウィンウィンの関係にあるというのが基本ですし，経済だけでなく，

もっと生臭いとも言える「安全保障」的な考えは，ＯＤＡに深く根ざしています。「平和

で安定し繁栄する国際社会の構築は我が国の国益と分かちがたく結びついている」（平成

２７年１１月２日，開発協力大綱）のです。

　また，日本の法整備支援は，民法，民事訴訟法などの基本法を対象に行うべきであると

いう批判も聞きますが，これも間違いです。どのような分野において協力を行うかについ

ては，まずなによりも相手国のニーズが優先します。それに加え，その国における各種制

度の整備状況，その国の優先度，他のドナーとの関係などいろいろな要素を考えながら支

援分野を決めていきます。例えば，ミャンマー，インドネシアでは，知的財産分野を対象

としていますが，この分野は，ＷＩＰＯ（世界知的所有権機関）を中心としてグローバル

化が著しく，知的財産権保護の推進は，国際社会の健全な発展にとって不可欠であり，両

国からも強い要望が寄せられたのです。

　それでは，今後，いろいろなプロジェクトを立ち上げるときの参考として，ミャンマー，

インドネシアへの支援につき，僕がどんなことを考え，どのように進めたのかをお話しま

す。

ミャンマー

　まず，ミャンマーです。ミャンマーを支援の対象国に決めたことについては，ＩＣＤ　

ＮＥＷＳ第５２号の巻頭言にも書きましたので参考にしてください。まず，ミャンマーは

「最後のフロンティア」と言われているように，労働力，市場，資源などいずれをとって

も経済的に魅力的な国で，さらに，中国とインドという大国の間に位置するという地政学

的にも極めて重要な国です。そして，長い間の軍政支配と欧米の経済制裁を経て，２０１

１年についに民政化に移行し，テインセインが大統領に就きました。もちろん，国会議員

の議席の２５％は国軍が指名できる憲法が存在するなど，国軍の影響は色濃く残るものの，

テインセイン大統領は就任演説で，「良い統治と汚職のない政府を創る」ことを明言し，「法

の支配」の重要性にも言及し，改革への思いが真剣であることが分かりました。また，中

国の影響も気になりましたが，もともとこの国は，イギリスの植民地支配を受けたことも

あり，大国嫌いで，独立自尊の気風が高く，軍事政権が中国企業に開発の許可を与え建設

中のミッソンダムを「世論が反対している」という理由で中止を発表したことにも注目し

ました。そして，日本と同じ仏教国で，国連等の場では常に日本の立場を支持してくれて

いた親日国です。法体系も，イギリスの植民地ではあったものの，コモンローそのものと

は異なるなど，日本との親和性も高いことも分かりました。個人的なことを申し上げると，

私は，１９９０年代から，当時ビルマと呼ばれたこの国に惹かれていて，この国の少数民

族カチン族の独立軍に従軍した日本人ノンフィクションライターの書いた「森の回廊」（吉

田敏浩）をむさぼるように読みながら，いつかこの国と一緒に仕事ができることを夢想し

ていました。
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　これだけ魅力に富んだ国ですので，欧米諸国が放っておくはずはありません。法務総合

研究所の国際協力部ＩＣＤもしっかりと調査団を派遣し，協力の可能性を探っていました。

私は，民政化移管の翌２０１２年に法務総合研究所の所長になり，できるだけ早く協力関

係を確立すべきだと考えてＪＩＣＡと相談しましたが，ＪＩＣＡは法整備支援については

すでに当時アジアで展開していた国々で予算・人員が手一杯であり，すぐに新たな本格的

な技術協力プロジェクトを立ち上げることは難しいとのことでした。しかし，このタイミ

ングを逃すと，欧米諸国の後塵を拝することは明らかでしたので，総理官邸や外務省局長

のところに行って，ミャンマーとの司法協力の重要性を説明して理解を得て，所長になっ

て間を置かずミャンマーを訪れて，ウー・トゥン・トゥン・ウー最高裁長官及びウー・トゥ

ン・シー法務長官とお会いして，日本との協力関係の樹立について話し合い，すぐその年

に最高裁長官をお招きして我が国の司法の実情を視察していただき，翌年には法務長官に

も来日していただいて，具体的な協力の在り方につき協議しました。

　協力の在り方を模索する中で，気を付けたことの一つは，これからの支援は，経済社会

のグローバル化に対応した法整備も必要になるところ，新しい分野はいろいろな省庁が管

轄を持っているために，カウンターパートの省庁との間で縄張り争いが起きないように，

あるいはプロジェクトがカウンターパートの既得権益化してきて，他省庁の関与に拒絶反

応を示すことがないように，フレキシブルな枠組みを築く必要があるということでした。

幸運なことに，法務長官府は，検察などの本来の所管のほかに，日本の内閣法制局のよう

に全省庁の法令審査を所管していました。したがって，法案に関しては，全省庁の法律を

扱えるわけです。プロジェクトにおいて全省庁の所管案件に関与できることをより明確に

しておくために，トゥン・シー法務長官にお願いして全省庁を指揮下に治めるテインセイ

ン大統領の直接の了解を取り付けていただきました。これには大統領の法務長官に対する

信認が厚かったことも幸いしました。

　もう一つ気を使ったのは，ドー・アウンサンスーチー国家顧問のことです。同氏は，２

０１２年４月に行われた連邦議会の補欠選挙に当選し，国会議員になりました。そして，

同氏は英国オックスフォード大学に留学し，英国人と結婚するなどの背景もあり，むしろ

法整備は旧宗主国である英国の支援を受けるべきであると考えているようでした。しかし，

２０１５年に行われる予定の総選挙では，同氏の率いる国民民主連盟（ＮＬＤ）の圧勝が

予測されていましたので，同氏の納得を得られないままでのプロジェクトでは成功は覚束

ないと思いました。そこで，２０１３年４月に２７年ぶりに来日されたので，超多忙なス

ケジュールを縫って，法務省にお招きし，谷垣法務大臣から我が国の行う法制度整備支援

の意義について説明していただき，その了解を得ることができました。また，同氏は人権

問題にも関心が高いことから，同氏の「国家転覆防御法」違反の裁判が行われたヤンゴン

市内のインセイン刑務所内を含む刑務所改革支援を行うことも検討し，こちらの方は，国

連ＵＮＯＤＣのプロジェクトとして実施しました。このような経緯を経て，世界に先駆け

て，２０１３年８月に我が国との間で法整備支援プロジェクトの合意がなされたのです。
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インドネシア

　インドネシアは，国民，国土，資源などあらゆる面で，ひと際大きな存在です。この国

に対しては，我が国の国連アジア極東犯罪防止研修所（アジ研）が，５０年にわたって，

裁判官，検察官，警察官などの研修を行ってきました。この国から司法改革支援の要請が

なされたので，私は，２００２年に当地を訪れ，バギルマナン最高裁長官から改革の意欲

などをうかがいましたが，このときは，プロジェクト化にはいたりませんでした。その後，

２００７年から，「インドネシア和解・調停プロジェクト」が開始されましたが，これは

２００９年に終了し，以後はプロジェクト不在の状況でした。

　しかし，インドネシアは，ある経済予測では，２０５０年には日本を抜いて世界第４位

の経済大国に成長するとされ，民主的な憲法改正，数度にわたる大統領選挙を経て，民主

化も定着するなど， 経済的にも政治的にもアセアンのリーダーで盟主といえる存在です。

日本にとっても最重要のパートナーで，長らくＯＤＡの支出額は一番でした。私は，その

ようなインドネシアとともに手を携えて「法の支配」という価値を共有する意義は，イン

ドネシアにとっても我が国にとっても，さらにアセアン全体にとっても，安全保障上の見

地からも経済発展からも，この上なく重要なものであると信じていました。また，我が国

との協力で得た経験を，より発展途上にある国への，いわゆる南・南協力にも生かしても

らえればと思っていました。

　そこで，何としても法制度整備支援プロジェクトを復活したいと思いましたが，インド

ネシア最高裁判所では，すでに司法改革のブループリント（２０１５-２０３５）を作っ

ており，また，各国，各機関の多くのドナーが様々な分野で改革のプロジェクトを進めて

いました。しかし，何とかそこに入り込む余地はないかを探るため，私は，ＩＣＤやアジ

研の教官に何度もインドネシアに行ってもらい，ニーズ調査を行いました。そして，私自

身も２０１３年にインドネシアに行き，世界銀行等他のドナーも訪問し，ドナーのコーディ

ネーションをし，また，法務人権省，最高裁判所，汚職撲滅委員会（ＫＰＫ）などを回っ

て，いわば御用聞きのようなことをしました。そのとき，こちらから用意してオファーし

たのは，①知的財産権に関する裁判官の養成，②アクセス・トゥ・ジャスティス（法律援

助），③汚職防止，④法律，規則，条例などの整合性向上などで，このうち，法律援助は，

２０１４年の大統領選挙における有力候補者であったウィドド現大統領が，貧富の差の拡

大に伴うセーフティネットの整備の必要性を提唱していたので，それを踏まえたものです。

その他は，いずれもインドネシアの投資環境整備のために両国にとって重要な課題で，結

局数度の協議を経て，このうち，①と④が採られ，２０１５年にプロジェクトの合意がな

されました。将来的には，②，③についても取り上げていただきたいと思っています。

新しいフォーラムの設立へ

　僕は，２０１７年に検事を退官して弁護士になり，政府の側から法整備支援に関わるこ

とはなくなりましたが，今度は，日頃から企業との接点の多い弁護士という立場から，貢

献を続けたいと願っています。法整備支援については，これだけ長きにわたる関係者の努
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力により，これだけ大きな成果を挙げながら，その存在はあまり知られておらず，特にそ

の恩恵を受けているはずの企業の皆様の理解は乏しいものと言わざるを得ません。また，

政府にとっては，グローバル化の進展に伴い，市場環境や法制度，企業活動が目まぐるし

く変わる中，相手の国における法整備の真のニーズを把握することは，ますます困難となっ

てきています。そこで，私が理事を務めている公益財団法人国際民商事法センター（ＩＣ

ＣＬＣ）などのご協力を得て，政府，企業，法律家らが集い，法整備支援やビジネスロー

から人権まで，広くアジアの法と実務についての知識を共有し，語り合う「広場」として

「アジアビジネスローフォーラム」（ＡＢＬＦ）を設立いたしました。誰でもご参加いた

だける非常にゆるいフォーラムとしていますので，参加にご関心のある方は，ＩＣＣＬＣ

（http://www.icclc.or.jp）にお問い合わせください。

不易流行

　これは，「ふえきりゅうこう」と読みます。松尾芭蕉が唱えた俳句の理念で，いつまで

も変化しない本質的なものを忘れない中にも，新しく変化を重ねているものをも取り入れ

ていくことを意味します。この考えは，いろいろな場面で当てはまりますが，特に法整備

支援では常に心すべきだと思います。先にお話ししたベトナム，カンボジア等に対する支

援は，開始からすでに２０年以上経過しています。オーナーシップの尊重などは，まさに

「不易」です。しかし，この間，世界は大きく変わり，現在はさらに加速度がついて，凄

まじい速さで経済社会がどんどん進んでいます。私たちがやっている法整備は，この経済

社会を良くするためにやっているのですから，そのスピードに遅れないよう，不断の見直

しが必要になります。それが「流行」です。私は，現在のプロジェクトを詳しく知らない

ので，具体的なコメントをできる立場にありませんが，カウンターパートの見直しを含む

プロジェクトの枠組み，支援の対象分野，支援の方法等について，今のままでよいという

ことは考えにくいと思います。私たちは，いつまでも過去の成功体験にしがみついていて

はだめなのです。もちろん改革には痛みや抵抗を伴いますが，様々な障害を乗り越えて進

まなければ新たな地平は開けないのです。それは，最近始めたミャンマー等も同じで，構

わないのでどんどん改革してください。「新しい酒は新しい革袋に盛れ」（新約聖書マタイ

伝９章）です。

　法整備支援は，軍隊を持たない日本が，「専制と隷従，圧迫と偏狭を地上から永遠に除

去しようと努めてゐる国際社会において，名誉ある地位を占める」（憲法前文）ための偉

大な試みです。それに携わる僕たちも夢と勇気を持って，どんどん進みましょう。
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オスでは弁護士の人数が極めて少なく，弁護士会の組織力も脆弱であることもあり，

研修参加者は，日本の弁護士会が新規登録弁護士を対象に実施している研修制度の

充実ぶりに大いに刺激を受けている様子であった。

　　⑻　その他

　　　　当職において，研修初日の導入講義として，日本の法曹養成制度に関する講義を

実施した。

　　　　また，当部鈴木一子教官（裁判官出身）において，裁判官の研修に関する講義を

実施したほか，事実認定問題集に関する意見交換の導入講義として，裁判官から見

た事実認定及び判決作成に関する講義を実施した。

【大村敦志（学習院大学大学院法務研究科教授・東京大学名誉教授）（左）と松尾
弘先生（慶應義塾大学大学院法務研究科教授）（右）による対談】

　２　意見交換（民事・刑事事実認定問題集について）

　　⑴　事実認定問題集については，教育・研修改善ＳＷＧのメンバーを民事グループ，

刑事グループの２つに分けてそれぞれ同時並行で執筆を進めており，今回の意見交

換においても，民事と刑事の２つのグループに分けて実施した。

　　⑵　民事グループでは，佐竹亮長期派遣専門家が作成した事例問題２題（貸金返還請

求に関する事例，売買代金支払請求に関する事例）について，刑事グループでは，

伊藤淳ＪＩＣＡ長期派遣専門家が作成した事例問題３題（被害者証言の信用性が問

題となる事例，犯人識別供述の信用性が問題となる事例，殺意の立証が問題となる

事例について，それぞれ，研修開始までにあらかじめ提出された第一次草案をたた

き台として意見交換を実施した。民事グループの意見交換には，中央大学大学院法

務研究科教授の山田八千子先生及び弁護士の志賀剛一先生に，刑事グループの意見

交換には，元裁判官で，現在弁護士である波床昌則先生及び法務総合研究所研修第

一部田澤博司部長にそれぞれ御参加いただき，研修参加者が事実認定に関する理解

を深め，第一次草案について改良を重ねる上で大変有用となるコメントをいただい

た。

　　⑶　現在，佐竹専門家及び伊藤専門家を中心に，この意見交換を踏まえて，ラオス独
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自の事実認定理論及びそのトレーニング方法の確立について検討中であるほか，設

例や草案の内容についても検討を重ねているため，本稿においては，意見交換の内

容や詳細を説明することは差し控え，若干の指摘にとどめることとする。

　　　　まず，民事グループについては，研修開始当初，各契約が定める要件を整理しな

いまま請求権の存否等に関する検討を行うなどの問題もみられたが，事実認定の考

え方についての総論的な講義を受けた後に集中的に議論したことによって要件を整

理することの意味を理解できたようであり，意見交換を重ねるにつれて徐々にコツ

を掴んでいく様子が見てとれた。また，刑事グループについては，研修開始当初，

証人の証言が信用できるか否かを判断するための具体的要素や着眼点について十分

に検討できていなかったが，意見交換を重ねるにつれて，多角的な視点からその要

素を挙げ，それを踏まえた説明ができるようになるなど，具体的事例を通じて徐々

に事実認定に関する理解を深めていく様子が見て取れた。

【意見交換会の様子（民事グループ）】 【意見交換会の様子（刑事グループ）】

　３　総括質疑

　　　総括質疑では，研修参加者から，「今回の研修では，法学教育，法曹養成研修，継

続的実務研修といったそれぞれの段階毎に，何をどこまで，また，どのような方法で

それを教えるべきかを学ぶことができ，大変有意義であった。」，「講義を通じて，き

ちんとした法理論を構築してこそ良い実務の運用が可能となるのだということが改め

て分かった。」「事実認定に関する意見交換では，事実認定に関する考え方について日

本の先生方から大変貴重なヒントをいただいた。今後は，今回の研修を踏まえて事実

認定問題集の草案を改良していくとともに，設例数を増やしていきたい。」などといっ

た積極的な意見が多く出された。

第４　おわりに

　　今回の研修期間を通じて，研修参加者からは，日本が有する知見・経験を積極的に学

び取ろうとする強い熱意がうかがえたことに照らすと，今回の研修を実施した意義は大

きかったと考える。

　　今後，研修参加者が研修を受けたことに満足するのみならず，各自が学んだ内容を，
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ラオスの法学教育，法曹養成研修及び継続的実務研修の改善に実際に結び付けるべく，

より深い問題意識の下，カリキュラム内容の調査や事実認定問題集の執筆等を継続する

とともに，その成果をラオスの法・司法界の関係者に普及していただくことを願いたい。

　　最後に，今回の研修にご協力いただいた講師の先生方，訪問見学を受け入れていただ

いた機関をはじめとする関係者の皆様に対し，この場を借りて改めて御礼を申し上げた

い。
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　　　　　　　　　　　　　　　別紙１

月 曜 9:30 14:00

日 12:30 17:00

12

1

12 9:30 11:30 12:00                   12:30 14:00 17:00

ICDオリエンテーション

2 YIC YIC ＩＣＤ氷室教官 YIC

12 10:00 12:00 13:30 17:00

3 赤レンガ第1教室 赤レンガ第1教室

12 9:30 12:30 13:40 17:45

講義④（日本の刑法学の確立）

4 慶応義塾大学 慶應義塾大学

12 9:30 12:00

5 赤レンガ第5教室

12 9:30 12:00 14:30 17:00

移動

6 福井地方検察庁 金沢大学法科大学院

12

7

12

8

12 9:30 12:00 13:50 17:00

9 YIC 神奈川県弁護士会

12

10 ICD ICD

12

11 YIC YIC

12

12 YIC YIC

12 9:30 12:30 12:45 13:15

JICA講評，評価会、修了式

13 YIC ＹＩＣ

12

14

波床弁護士，山田教授
前田教官，氷室教官，鈴木教官

民事・刑事事実認定問題集作成に関する今後の活動計画について

民事・刑事事実認定問題集について

／

／

／

刑事グループ：波床弁護士，前田教官，氷室教官
民事グループ：鈴木教官

刑事グループ：波床弁護士，前田教官，氷室教官
民事グループ：志賀弁護士，鈴木教官

民事・刑事事実認定問題集について

木

意見交換⑥

講義③（日本の法学教育)

帰国

／

／

／

／

刑事グループ：波床弁護士，前田教官，氷室教官
民事グループ：志賀弁護士，鈴木教官

月

意見交換③

火

意見交換①

金

土

／

／

金

／

／

意見交換②

意見交換④

民事・刑事事実認定問題集について

民事・刑事事実認定問題集について

総括質疑応答（意見交換⑦）

                    
意見交換会

刑事グループ：波床昌則弁護士，，法務総合研究所研修第一部田
澤博司部長，ICD前田佳行教官，氷室教官
民事グループ：中央大学大学院　山田八千子教授，鈴木教官

民事・刑事事実認定問題集について

入国

JICAオリエンテーション

講義②（裁判官の研修）

講義①「日本の法曹養成制度」

佐藤裕弁護士，今井史郎弁護士，坂本正之弁護士

講義⑨（弁護士会における実務修習・研修の実情）

刑事グループ：波床弁護士，田澤部長，前田教官，氷室
教官
民事グループ：山田教授，鈴木教官

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       福井へ移動

東京大学名誉教授　内田貴弁護士

水

日

月

土

火

ICD鈴木教官

講義⑥（検察官研修のカリキュラム、教材開発）

講義⑧（裁判官から見た事実認定及び判決作成）

水

訪問見学①（実務修習の実情）

刑事グループ：波床弁護士，前田教官，氷室教官
民事グループ：山田教授，鈴木教官

民事・刑事事実認定問題集について

ＩＣＤ鈴木教官

　

講義⑦（法科大学院のカリキュラム、教授法）

学習院大学法科大学院　大村敦志教授（東京大学名誉
教授）
慶応義塾大学法科大学院　松尾弘教授

講義⑤　（ラオス民法典を踏まえてラオス民法学をどのように確立するか）

法務総合研究所研修第一部教官

金沢大学大学院　舟橋秀明准教授

ラオス第4回本邦研修（教育・研修改善）　日程
[ 教官：氷室隼人，前田佳行，鈴木一子　専門官：執行優里 ]

意見交換⑤

                                                                                      
中央大学法科大学院　井田良教授
(慶應義塾大学名誉教授)

10:00                                                                                           12:30 14:00                                                                                                17:00

09:30                                                                                           12:30 14:00                                                                                                17:00

09:30                                                                                           12:30 14:00                                                                                                17:00

木

日／

／

／
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57 歳

1 Mr.

59 歳

2 Mr.

54 歳

3 Mr.

34 歳

4 Ms.

33 歳

5 Ms.

38 歳

6 Mr.

45 歳

7 Ms.

47 歳

8 Ms.

40 歳

9 Mr.

49 歳

10 Ms.

39 歳

11 Mr.

41 歳

12 Mr.

37 歳

Ms.

別紙２

ラオス第４回本邦研修（教育・研修改善）

ヴィエンヴィライ・ティエンチャンサイ

Viengvilay THIENGCHANHXAY

ラオス国立大学法政治学部学部長

ブンティアン・ポンマチャン

Bounthieng PHOMMACHANH

ラオス国立大学法政治学部副学部長

ヴィサイ・シーハパンヤ

Vixay SYHAPANYA

ラオス国立大学法政治学部民事学科長

ヴィライ・ランカーヴォン

Vilay LANGKAVONG

ラオス国立大学法政治学部政治学科長

ドゥアンマラ・カムソンカ

Douangmala KHAMSONGKA

ラオス国立大学法政治学部教務課長

ブンリエン・ヴォンサンパン

Bounlieng VONGSAMPHANH

ラオス国立大学法政治学部刑事法学科刑事訴訟法グループ長

ペッサマイ・サイモンクン

Phetsamay XAYMOUNGKHOUNE

ケンペット・セーントーンカム

Khemphet SENGTHONGKHAM

司法省国立司法研修所国際協力課職員

オナノン・ルアンパイ

Onanong LUANGAPHAY

司法省国立司法研修所副所長

パタナ-・ブンペン

Patthana BOUNPHENG

司法省国立司法研修所技術管理課長

司法省人事組織課次長

スッカンヤー・チャンタヴォンサ

Soukanya CHANTHAVONGSA

司法省国立司法研修所司法研修課次長

ダブサダチャン・ヴォンサイ

Dabsadachanh VONGXAY

最高人民検察院検察官研修所副所長

ブアカム・パダプディー

Bouakham PADAPDY

最高人民検察院監査局副局長

13

別紙2
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43 歳

14 Ms.

38 歳

15 Ms.

31 歳

16 Mr.

37 歳

17 Mr.

30 歳

18 Mr.

33 歳

19 Ms.

29 歳

20 Mr.

29 歳

21 Mr.

33 歳

22 Mr.

33 歳

23 Ms.

33 歳

24 Ms.

33 歳

25 Ms.

【研修担当/Officials in charge】

ラオス弁護士会　弁護士

ヴィライポーン・ウォンサワット

Vilayphone VONGSAVATH

最高人民裁判所研修所裁判官補

ダヴォン・カムシー

Davone KHAMSY

マニチャン・ピラパン

ピーヤー・ポンセーナー

Piya PHOLSENA

最高人民検察院民事事件検査局民事・労働事件検査課長

センスダー・シーパサー

Sengsouda SYPASEUTH

最高人民検察院検察官研修所カリキュラム研究・情報課長

ブンシー・ブーロム

Bounsy BOULOM

最高人民検察院民事事件検査局副局長

カンパコン・トンパトゥン

Khamphakone THONGPATHOUM

最高人民検察院国際協力計画局国際協力課テクニカルスタッフ

プッタソン・タンマウォン

Phouthasone THAMMAVONG

最高人民裁判所研修所技術課次長

Manichanh PHILAPHANH

最高人民検察院検察官研修所テクニカルスタッフ

スクサワーット・ブンマーセン

Souksavath BOUNMASENG

最高人民裁判所研修所所長

ティッパソーン・ラッウォンサイ

Thipphasone LADVONGXAY

教官 /  Professor　前田佳行（MAEDA Yoshiyuki），氷室　隼人（HIMURO Hayato)，鈴木一子（SUZUKI Ichiko）

国際専門官 / Administrative Staff 執行 優里（SHIGYO Yuri)

最高人民裁判所研修所裁判官補

最高人民裁判所研修所副所長

カンパイ・サイヤスック

Khamphay XAYASOUK

最高人民裁判所研修所技術課長

チャンスック・カンプー

Chansouk KHAMPHOU
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【国際協力人材育成研修】

２０１９年度国際協力人材育成研修

国際協力部教官　

小　島　麻友子

第１　はじめに

　　２０１９年１１月１０日から同月２１日までの間（移動日を含む），国際協力人材育

成研修を実施しました。

　　この研修は，法制度整備支援に携わる人材を育成するため，法制度整備支援に関心を

持つ法務・検察職員を対象に，法制度整備支援の理解を深め，将来法制度整備支援業務

に従事する場合に必要となる知識及び技術の一端を習得させることを目的として，２０

０９年から毎年１回実施している研修です。

　　令和元年度は，東京都昭島市内にある国際法務総合センターでの国内研修のほか，ミャ

ンマー連邦共和国（以下「ミャンマー」という。）及びラオス人民民主共和国（以下「ラ

オス」という。）で国外研修を実施しました。

　　本稿では，研修参加者がどのような研修を受けたのか，研修の概要を御紹介します。

第２　研修参加者

　　この研修には，法務省民事局の遠藤啓佑局付，法務省民事局総務課登記情報第２係の

金久保拓郎係長，東京法務局訟務部の岡崎華里訟務官，盛岡地方検察庁一関支部の及川

裕美検事，横浜地方検察庁の山内賢志検事，福岡地方検察庁の伊藤みずき検事，大阪地

方検察庁の瀧谷明日香検察事務官の合計７名が参加しました。

第３　研修概要

　　研修は，別添「２０１９年度国際協力人材育成研修日程表」のとおり実施しました。

　１　国内研修前半

　　　法務省が実施している法制度整備支援の概要に関する講義や国際協力部で働く国際

専門官の業務に関する講義を実施したほか，国際協力部教官がそれぞれ自身の担当す

る国の法制度整備支援の概要について講義をしました。

　　　さらに，国際協力部長からは，国際協力部教官に求められる能力，日本の法制度を

理解することの重要性，各国の法制度などについて講話がありました。

　　　また，「長期派遣専門家の仕事」に関する講義においては，独立行政法人国際協力

機構（ＪＩＣＡ）の長期派遣専門家としてラオスで法制度整備支援に従事した経験を

持つ国際協力部副部長から，長期派遣専門家の役割，ラオスで行った法制度整備支援

活動の内容，長期派遣専門家に必要な知識や能力，法制度整備支援の魅力等について

お話がありました。
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　２　海外研修

　　⑴　ＪＩＣＡプロジェクトの現状説明及び長期派遣専門家との意見交換

　　　　ミャンマー及びラオスのいずれにおいても，ＪＩＣＡプロジェクトオフィスを訪

れ，現地で活動している長期派遣専門家からプロジェクトの現状について説明を受

け，また，長期派遣専門家と意見交換をしました。

【ミャンマーＪＩＣＡプロジェクトオフィスにて
長期派遣専門家の説明を聞く研修参加者】

　　⑵　研修参加者による講義

　　　　この研修が始まる前，遠藤局付，金久保係長，岡崎訟務官は，日本の権力分立と

立法過程について，また，及川検事，山内検事，伊藤検事，瀧谷事務官は，日本の

法曹人材育成について，それぞれミャンマーやラオスでの権力分立や立法過程，法

曹人材育成制度と比較しながら講義をすることができるよう準備するという事前課

題に取り組みました。

　　　　そして，実際に，ミャンマーでは，連邦法務長官府（ＵＡＧＯ）とのミニセミナー

で講義をし，ラオスでは，国立司法研修所で研修生に対して講義をしました。

【ラオスの国立司法研修所での研修参加者による講義風景】
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　　⑶　裁判傍聴

　　　　ミャンマーにおいても，ラオスにおいても，刑事裁判を傍聴しました。

　　　　ミャンマーでは，殺人事件や薬物事件など，合計４件の審理の一部や判決宣告を

傍聴しました。

　　　　また，ラオスでは，合計３件の薬物事件の審理及び判決宣告を傍聴しました。

　　　　いずれの国においても，傍聴後，担当した裁判官からそれぞれの事件の概要や手

続について説明を受けました。

　　　　ミャンマーでは，裁判官から，原則として裁判官は１人で審理をする旨の説明が

あったのに対し，ラオスでは，「最新の裁判所法では，裁判官一人で裁判を行うこ

とも可能となったが，実施に向けて訓練中，準備中であるため，単独で審理された

事件は未だ一件もない。」旨の説明がありました。

　　　　また，ミャンマーの法廷は，裁判中であっても自由に出入りができ，裁判官は，

傍聴席で会話をする傍聴人がいても注意をすることはなかったのに対し，ラオスの

法廷では，私語はもちろん，傍聴席で足を組むこと，自由に出入りすることすら許

されませんでした。

　　⑷　ＪＩＣＡ事務所訪問

　　　　ＪＩＣＡミャンマー事務所及びＪＩＣＡラオス事務所をそれぞれ訪れ，ＪＩＣＡ

がそれぞれの国で実施している支援の概要などについて説明を受けました。

　　　　ＪＩＣＡミャンマー事務所では，ＪＩＣＡがミャンマーで行っている初等教育カ

リキュラムの作成の支援，病院に設置されている錆びた医療用酸素ボンベを新しく

する取組の支援などについて紹介がありました。また，人身取引被害者支援能力向

上・協力促進プロジェクトのチームリーダーである北林春美氏から同プロジェクト

に関する講義を受けました。この講義では，国際労働機関（ＩＬＯ）などが出して

いる人身取引被害者の推計結果，人身取引の定義や類型，人身取引が多い要因1，人

身取引撲滅のためにＪＩＣＡが実施している支援2などについて説明がありました。

　　　　ＪＩＣＡラオス事務所では，ＪＩＣＡがラオスで行っているヴィエンチャン国際

空港の運営・維持に関する支援やヴィエンチャンバス公社の運営改善に関する支援，

小学校の算数のカリキュラムを改訂する支援，医療現場に免許制を導入する支援な

どの紹介がありました。

　　⑸　在ミャンマー日本国大使館訪問

　　　　ミャンマーの元長期派遣専門家であり，現在，在ミャンマー日本国大使館で勤務

されている國井弘樹一等書記官から，ミャンマーにおいて官民によってなされてい

る法分野における国際協力や日本が法制度整備支援を行う理由について説明を受け

1 北林氏は，人身取引が多い要因として，貧困，武力紛争の存在，自然災害が少なくないこと，汚職に
より人身取引に対する適切な対応がなされていないことなどを挙げました。
2 北林氏より，ＪＩＣＡでは，被害者の社会復帰や再被害の防止に取り組む人材の育成を支援している
旨の説明がありました。
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ました。また，國井一等書記官が長期派遣専門家だった当時に実施した法制度整備

支援活動や現在大使館において法曹として果たしている役割などについてもお話を

伺いました。

　　⑹　ラオス最高人民検察院訪問

　　　　ラオス最高人民検察院副長官を表敬し，その後，国際協力・計画局副局長のカン

ペット・ソムヴォラチット氏から日本のラオスに対する法制度整備支援に関する説

明を受けました。

　　　　カンペット氏からは，これまでの日本の支援に対する感謝の言葉が述べられ，Ｊ

ＩＣＡの民法制定の支援過程において，先進国の法理論を学ぶことができ，民法制

定に携わったサブワーキンググループメンバーの考察方法が変わってきたこと，ラ

オスにおいては法曹養成のための教育の質が十分でなく，法制度整備支援のニーズ

がまだ存在すること，民法制定3を支援したアドバイザリーグループの先生方に対

しては，「先生でありながら，両親みたいな気持ち」を抱いていること，日本の法

制度整備支援は，提案をラオス側に押し付けることなく，ラオス側の要望に従い，

必要な情報を共有してくれるという伝統があることなどにつき言及がありました。

　　　　研修参加者からは，日本の法制度整備支援の特徴について他の国の支援と比較し

て良い面と悪い面を教えてほしい，民法典の成立過程において法案提出前にどのよ

うに意見を聴取し，また，法案提出後どのように理解を得て法案の承認に至ったか

に関して手続や苦労を教えてほしいとの質問がありました。

　　⑺　ラオスにおける刑事法サブワーキンググループ会合の傍聴

　　　　証拠法Ｑ＆Ａ集の作成に取り組んでいるサブワーキンググループの会合4を傍聴

しました。

　３　国内研修後半

　　　研修参加者が自ら設定したテーマに基づき発表を行いました。

　　　遠藤局付は「ミャンマー・ラオスにおける立法過程について（？）」，金久保係長は

「法整備支援の対象国を知る」，岡崎訟務官は「法整備支援の普及活動について」，及

川検事は「ミャンマー・ラオス間のワーキンググループの相違及びその要因」，山内

検事は「ミャンマー・ラオス両国で裁判に関する研修を受けて」，伊藤検事は「日本

だからこそできる法整備支援」，瀧谷事務官は「法整備支援の普及について」をテー

マとし，それぞれ発表しました。

3 ラオスでは，２０１８年１２月に民法が成立しました。
4 ２０１９年１１月２１日及び同月２２日に，サブワーキンググループで作成したＱ＆Ａ集（案）につ
いて，合同調整会議のメンバー等へ説明し，意見を伺う会議が予定されており，今回は，その会議に
備えるための会合でした。
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第４　おわりに

　　研修実施前の私の心の片隅には，わずか１０日間ほどの研修で法制度整備支援につい

てどこまでを伝えることができるのだろう，そんな不安がありました。

　　しかし，研修が進むにつれてその不安はなくなりました。研修参加者からの質問の数

は増え，また，興味を持って見聞きしているというのがその表情，言動から伝わってき

ました。

　　また，研修最終日に行った研修参加者の発表は，この研修を通して伝えたかったこと

が少なからず研修参加者に伝わっているということが感じられるものでした。

　　研修参加者は，この研修に参加し，何を考え，何を感じたのでしょうか。このＩＣＤ

ＮＥＷＳ３月号には，研修参加者が寄稿した研修に関する記事を掲載していますので，

是非お読みください。

　　最後に，この研修に御協力くださいました関係者の皆様に，心より感謝申し上げます。
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月 午前 12:00 午後 18:00

日

11

/ 日

10
東京泊

11
10:35 10：45　講義「法務省の法整備支援」 12:00 15:50 16:00　講話 17:00

/ 月

11 国際協力部 国際協力部教官 国際協力部 国際協力部 国際協力部長 　国際協力部
東京泊

11
9:45　講義｢国際専門官の業務」　 10:40 12:00 15:50 16:00　海外研修オリエンテーション 17:00

/ 火

12 国際協力部 国際協力部 　国際協力部
東京泊

11

/ 水

13
ネーピードー泊

11
10:00 12:00 14:00 16:30

/ 木
ネーピードー
－ヤンゴン

14 連邦法務長官府
ヤンゴン泊

11 10:00 12:15 13:30 16:30 17:00 18:00

/ 金

15 日本国大使館
ヤンゴン泊

11

/ 土

16
ヴィエンチャン泊

11

/ 日

17
ヴィエンチャン泊

11
10:15 12:00 14:00 16:30

/ 月

18 ラオスＪＩＣＡプロジェクト事務所 最高人民検察院
ヴィエンチャン泊

11
13:30　刑事法SWG会合傍聴 16:00 17:00

/ 火

19 ラオスＪＩＣＡプロジェクト事務所
機内泊

11

/ 水

20
東京泊

11
9:45　課題発表・総括質疑応答 12:30 13:30　閉講式

/ 木

21 国際協力部

ヴィエンチャン発
（20:30）

（バンコク経由）

羽田空港（10:35)発-（バンコク経由）－ネーピードー（19:20)着

国際協力部
専門官

ヤンゴン東地方裁判所

国立司法研修所 国立司法研修所

12:30

原庁へ

国際協力部

10:00 裁判傍聴

JICAラオス事務所

羽田（6:55)着 資料整理・レポート作成

16:10　JICAラオス事務所訪問

10:00  研修員自己紹介

13：00  講義「各国法整備支援の概要２」

JICAプロジェクト事務所
（連邦法務長官府内）

国際協力部
各国担当教官

国際協力部
各国担当教官

国際協力部副部長国際協力部

13:00　講義｢各国法整備支援の概要１」

2019年度国際協力人材育成研修日程表

曜 備考

法務総合研究所宿泊棟（国際法務総合センター内）入寮

ミャンマープロジェクトの現状及び長期派遣専門家との意見交換 連邦法務長官府(UAGO)とのミニセミナー

ヤンゴン東地方裁判所訪問・裁判傍聴等

ヤンゴン（10:30)発－（バンコク経由）－ヴィエンチャン（18:50）着

9:00  ラオスプロジェクトの現状

  及び長期派遣専門家
   との意見交換

13:00 国立司法研修所長表敬 14:00　国立司法研修所における参加者による講義

ヴィエンチャン首都裁判所

11:00　講義「長期派遣専門家の仕事」

国際協力部担当教官
国際協力部担当専門官

在ミャンマー日本国大使館訪問
 JICAミャンマー事務所訪問・講義
（ミャンマーにおけるJICAの活動及び人身取引対策プロジェクト）

JICAミャンマー事務所

10:30　最高人民検察院表敬及び協議

ミャンマー
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２０１９年度国際協力人材育成研修に参加して

法務省民事局登記情報センター室　

金久保　拓郎

１．ご挨拶

　　ＩＣＤ　ＮＥＷＳ読者の皆様，こんにちは。法務省民事局の金久保と申します。平成

２１年４月に法務省に採用されて以来，主に登記関係の業務に従事してきました。今回，

国際協力人材育成研修に参加させていただき，日本が行っている法整備支援について現

地で勉強させていただきましたので，この研修で学んだこと，感じたこと等について，

寄稿させていただきます。法整備支援については，元々，法務省職員として最低限のレ

ベルで知ってはいましたが，正直，具体的にどのようなことを行っているのかは知りま

せんでした。法曹資格者でもないし語学が堪能なわけでもない私がそんな状態でこの研

修に参加することは図々し過ぎる気もしましたが，国際協力という分野には非常に興味

があり，滅多にない機会であると割り切り，思い切って参加させていただきました。そ

んな私が書く本稿なので，法整備支援に詳しい方には何の面白味もないと思いますが，

「法整備支援ってどんなものなんだろう」という興味を持っている方に，より強い興味

を持っていただく契機になれば幸いです。

２．研修の概要

　　研修の行程や内容等については，色んなところで詳しく書かれていると思うので，こ

こでは本当に概要だけ記載しますが，本研修は，研修参加者に支援活動の現場を直接見

聞させること等により，日本の法整備支援活動をより具体的に理解させること等を目的

に行われるものであり，２０１９年度は，①入寮，②研修参加者同士の顔合わせ会（有

志での懇親会），③国内研修（法整備支援対象国の担当教官からの各国の活動状況の講

義等），④ミャンマー訪問（現地事務所で長期派遣専門家との意見交換，日本で言う法

務省職員との意見交換，裁判所職員との意見交換，裁判傍聴，ＪＩＣＡ事務所職員によ

るミャンマーでの活動紹介，日本大使館訪問等），⑤ラオス訪問（現地事務所で長期派

遣専門家との意見交換，日本で言う最高検職員との意見交換，国立司法研修所における

講義実施，裁判傍聴，裁判所職員との意見交換，ＪＩＣＡ事務所職員によるラオスでの

活動紹介等），⑥帰国後，個別に設定した課題報告という流れで実施されました。

３．本研修を通じて考えたこと

（１）法整備支援の意義

　　　法整備支援とは，言うまでもなく，「開発途上国や市場経済への移行を進める国な

どに対して，それらの国々が進める法制度の整備を支援すること」ですが，その意義

をどう捉えるかは，人によって差があるのかと思います。端的に言えば，「税金を使
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用している以上，日本国の利益になるように戦略的に実施すべきだ」という方と，「国

際協力は，目先の利益に捕らわれず，真に相手国のために行うべきであり，これによ

り培った相手国との信頼関係が日本国にとって何よりの財産になる」という方とがい

ると思います。そして，法整備支援に深く携わっている方ほど，後者の気持ちが強い

ように感じました。実際，私も，研修に参加する前は，前者の気持ちが強かったと思

いますが，実際にミャンマー，ラオスに行って，現地の方々に接すると，法整備支援

の最大の成果は現地の方々の日本のこれまでの法整備支援活動に対する強い信頼にあ

るのではないかと感じ，後者の気持ちが強くなったと思います。今後，日本企業の国

際展開は益々活発化していくことが予想され，そのときに，事業を行う上で必要不可

欠な法制度が整備されている必要があるのはもちろんですが，法整備支援を通じて得

た日本への信頼は，日本企業にとって極めて心強いものになるだろうと思います。ま

た，国としても，国際社会のプレゼンスを高めていくに当たり，発展途上国からの信

頼を得ることは極めて重要な要素になるはずです。さらに，発展途上国の法制度が整

備されること等を通じてこれらの国が発展し，社会状況が安定することは，日本国の

みならず，世界中の全ての人々の利益に資するものです。一行政官として仕事をして

いると，普段は，中々世界に目を向ける機会がなく，偏狭な（自分の係のためだけの）

観点を持つようになってしまいがちですが，本研修で，このようなことではいけない

なと強く感じ，普段から，広い視野を持って仕事をしようと心に決めました。

（２）寄り添い型支援の徹底

　　　日本の法整備支援活動について，寄り添い型の支援（相手国の状況を把握し，選択

肢を与え，相手国が望む支援を行うこと）を行っているというのは，なんとなく聞い

たことがありましたが，教官や長期派遣専門家など，法整備支援に携わっている全て

の方が，日本の法整備支援は寄り添い型で行うんだという共通の認識を持っているこ

とに，感銘を受けました。寄り添い型支援では，自国の制度を当てはめて終わるよう

な押しつけ型の支援と比べて，①目に見える成果が出るのに時間がかかる，②必ずし

も支援国の思い通りの結果にならないなどのデメリット（あくまで比較の問題ですが）

があるかと思います。しかし，寄り添い型支援を実施してきた歴史こそが，日本が強

い信頼を得ることになった最大の要因なんだろうと思います。また，①法整備支援の

成果は，支援対象国に根付き，支援対象国の発展に繋がってこそ意味があるものであ

ること，②上記（１）に記載したように，寄り添い型支援を実施することによる信頼

関係の構築は，昨今の国際情勢を踏まえると今後に向けて大きな意味があると考えら

れること等から，寄り添い型の支援を継続していくべきだと強く思います。寄り添い

型支援を行うためには，支援対象国を知ることが最も重要だと考えます。そして，支

援対象国を知るためには，何よりも，現地に行くことが最も効率的だと思います。日

本では当たり前のこととして考えていた，政治体制（いくらでも批判できる等），宗

教観（無宗教の人も多い等），賄賂（不要），貧困との無縁さなどは，そもそも歴史が

異なるので当たり前ですが日本とは異なる点ばかりで，座学でもある程度のことは勉
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強できると思いますが，帰国後に記憶に残っているのは，やはり現地で見たこと，聞

いたことによるものが圧倒的に多いです。その意味で，寄り添い型支援を実施するに

当たり，現地に常駐する長期派遣専門家の役割は非常に大きいものがあると感じまし

た。

（３）適切な目標設定の必要性

　　　国内研修で色々な国の法整備事業の現状を教えていただいたり，ミャンマーとラオ

スに行って両国を比較したりした結果，法整備支援の活動の内容は国によってだいぶ

違うことを知りました。考えてみたら当たり前なのですが，支援対象国の状況によっ

て必要な支援は異なるはずで，例えば，民事法か刑事法か，その中でも，基本法を起

草する段階か，知財法等の個別の法律の整備が必要な段階か，運用ルールを統一する

ためのガイドブック等を作成する段階か，ガイドブック等を使用して効率的・効果的

に実務家を養成する段階か等の違いがあり，相手国の状況によってその内容は千差万

別です。そうなると，支援対象国が求める支援を実施するために大事なことは，適切

な目標設定を行うことであり，支援する側としては，支援対象国が適切な目標設定を

行うために有益な選択肢を提示することが重要だと考えます。目標設定の流れについ

て，あまり詳しくは分かりませんが，支援対象国の政府方針等を踏まえて，日本とし

ての大きな支援方針を定め，それに基づき，法整備支援等の各活動の支援方針を定め，

その後，具体的なプロジェクト目標が定められていくようでした。寄り添い型支援を

行うためには，方針決定の各段階において，適切に選択肢を提示することが不可欠な

要素であり，法務省として，積極的に関わっていく必要があると考えました。

（４）語学の必要性

　　　一般的に，法務省職員が法整備支援に携わる可能性があるのは，ＩＣＤで教官等に

なるか，長期派遣専門家として現地に派遣されるかのどちらかだと思います。私は，

法曹資格者ではないので，長期派遣専門家になることはないと思われますが，ＩＣＤ

で教官等になる可能性はなくはないと思っているものの，語学に堪能であるとはおよ

そ言えない私には，ＩＣＤに対して壁というか後ろめたさのようなものを感じている

のが実情です。私は本研修に参加するまで，２回しか外国に行ったことがなく，しか

もその内の１回はハワイで（ハワイが外国じゃないとは言いませんが・・），あまり

外国慣れしていない上に，私が主に携わってきた登記の分野は，基本的にドメスティッ

クな世界であったこと等から，語学の勉強を本気でやったのは中学生で最後かなとい

う語学レベルでした。このような状況でも，現地での買い物や飲食等は，ジェスチャー

を交えて，なんとかなりました。しかし，現地の方々との会話は，主に英語で行われ

ており，当然のように英語で自己紹介されても，ほとんど聞き取れず，ニコニコしな

がら平常心を保つのが精一杯でした。さらに，法整備支援活動を行うに当たっては，

現地の言語（ラオスだったらラオス語等）を把握していないとなんともならない場面

（「代理」に関する条文を検討しようにも，現地の言語では「代理」という言葉自体

がないなど）もあり，一般的なやり取りをするための英語に加えて専門的なやり取り
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をするための現地語も勉強しなければならないのは，私にとってはかなりハードルが

高いことです。一方で，英語その他の外国語を勉強することで，色々な世界が開ける

ことに対して，大きな期待を膨らませている自分がいることも否定できません。この

ような状況を踏まえ，帰国後は，とりあえず一般的な会話ができる程度まで英語を勉

強することに決めました。ただし，本稿を執筆時点（帰国後約２か月後）では，まだ

始めていません（英語を勉強するのに適していると噂のアプリは検索済み）。なお，

私事で恐縮ですが，私はこれまで，息子の教育方針等の場面で，妻に対し，「これか

らの時代，通訳アプリがどんどん進化するので，英語の勉強なんて無意味である」と

いう過激な主張をしてきました。そんな私が英語の勉強をして，しかもあまり上達し

なかった場合には，「自分が苦手だっただけじゃないか」というそしりを受けざるを

得ないので，英語の勉強は，秘密裏に行いたいと思います。

（５）国際協力への今後の関わり方

　　　ミャンマーで，夕食後にタクシーに乗っているときに，４～５歳くらいの女の子が，

深夜にもかかわらず，１人で（親も隠れて近くにいたのかもしれませんが），裸足で，

信号待ちをしているタクシーに向かってきて，花を売ろうとしていました。私には溺

愛している２歳の娘がいるのですが，生まれた国が違えば，娘に，深夜に１人で裸足

で花売りをさせなければならなかったかと考えたら，涙が止まらなくなってしまいま

した。今後，法整備支援に職務として携わることがあれば，職務を通じて国際協力に

尽力するのは当然ですが，職務として携わることがなくても，一個人として，どのよ

うな形で国際協力に貢献できるかを，常に模索して生きていきたいと考えました。

４．最後に

　　雑駁ではありますが，以上が研修報告になります。本研修は，法整備支援の活動を具

体的に理解するために大きく役立つとともに，一緒に現地を過ごした研修参加者等との

時間がとにかく楽しかったです。最後に，本研修を実施していただいた法総研の教官，

国際専門官を始めとしたＩＣＤ職員各位，現地で何から何までお世話していただいた長

期派遣専門家の皆様，そして大規模なシステム更改が目前に迫り極めて多忙である中で

も快く研修に送り出していただいた登記情報センター室職員各位に感謝を申し上げて，

終わりにさせていただきます。
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２０１９年度国際協力人材育成研修に参加して

東京法務局訟務部民事訟務部門　

岡　崎　華　里

第１　はじめに

　　私は，令和元年１１月１０日から２１日までの１２日間，法務省法務総合研究所国際

協力部（ＩＣＤ）により実施された国際協力人材育成研修（以下「本研修」という。）

に参加させていただいた。

　　本研修は，法務省が今後も開発途上国に対する法制度支援活動を適切に推進していく

ために，これに携わる人材を育成するものである。

　　国内において法務総合研究所国際協力部による法制度整備支援に関する講義を受けた

上，支援対象国（ミャンマー及びラオス）を訪問し，支援活動の現場を直接見聞させる

ことで，法整備制度支援を具体的に理解させ必要な知識及び技術を学ばせることを目的

としている。

　　本報告では，国内研修及び国外研修の概要並びに私の所感について報告させていただ

くものである。

第２　国内研修（国外研修前）

　　国内研修では，法制度整備支援の基本的知識を得るために法制度整備支援，日本の法

制度整備支援の特徴，法制度整備支援に欠かせない長期専門家の仕事，国際協力部の活

動等の講義を受講した。その上で，教官による各国における日本の法制度整備支援並び

に今回訪問予定のミャンマー及びラオスの法制度整備支援について講義を受けた。

　　法制度整備支援は，支援対象国で支援方法に違いがあり，以前に成功した方法が別の

国では必ずしもうまくいくとは限らないことが分かった。また，日本の支援は，日本の

法制度や価値観を押しつけるのではなく，相手国との対話を通じて，実情に合った法制

度を共に考える，寄り添い型の法制度整備支援であることを学んだ。海外研修では，寄

り添い型の支援とはどのようなもので支援対象国との関係はどのようなものか見聞した

いと思った。

　　国際協力部の部長及び副部長からは，現在に至るまでの法制度整備支援に関与されて

きた経験を講義していただき，海外研修に参加する上で大変参考となるものであった。

第３　国外研修

　１　ミャンマー

　　⑴　ミャンマー長期派遣専門家との意見交換

　　　　長期派遣専門家によるミャンマープロジェクトの現状について講義を受けた。国

内研修での講義でも触れられていたが，現在，調停について力を入れていることが
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よくわかった。カウンターパートである連邦法務長官府（ＵＡＧＯ）の協力により，

調停に関する広報ビデオ等の作成にも携わり，調停を導入しただけでなく，ミャン

マーで調停の利用率を上げるための普及活動にも力を入れていた。普及活動は，日

本が，ミャンマーへ調停を導入したことをミャンマー国内で示す機会でもあり，今

後の支援を継続するためにも重要なものであった。

　　　　支援国（ドナー）との間では，支援するプロジェクトについて競争が激しいこと

が分かった。日本も，競争に負けて断念したプロジェクトがあるとのことであった。

このようなことにならないために，支援国の価値観を押し付けるのではなく，支援

対象国と対話をし，支援対象国の信頼を得ることの重要性を感じた。また，支援対

象国との対話を通じて実情を知り，共に考えることで，今度どのようなプロジェク

トについて支援が必要か把握と準備ができ，現プロジェクトが終了しても，次のプ

ロジェクトへつなげていけることが分かった。

　　　　ミャンマー長期派遣専門家との意見交換によって，支援国間の競争，寄り添い型

の支援の重要性を実感した。海外研修を通じて，支援対象国と日本との関係性等に

ついて，見聞したいと思った。

　　⑵　連邦法務長官府（ＵＡＧＯ）とのミニセミナー

　　　　連邦法務長官府を訪問し，「日本の権力分立と立法過程」及び「日本の法曹人材

育成について」をテーマとして講義を行った。

　　　　その後，連邦法務長官府のメンバーからミャンマーに関する歴史的経緯の講義が

あった。この講義は，ミャンマーの法制度の歴史が，現在に至るまでどのような変

遷を経ているのかまとまっているものであった。ミャンマーで法整備制度支援に関

与するためには，押さえておくべき内容だと感じ，海外研修の初日に受けられたの

は大変有意義となった。

　　⑶　ヤンゴン東地方裁判所訪問及び裁判傍聴等

　　　　ヤンゴン東地方裁判所における事件の傾向やミャンマーの裁判における当裁判所

での役割や手続等の説明を受けた後，刑事事件を３件傍聴した。

　　　　日本の法廷と大きく違い，法廷内への出入りが開放的で，傍聴席でも自由に雑談

していた。弁護士，裁判官の法廷服も独自のものであった。特に驚いたのは，証人

尋問についてその場で文書化し，傍聴席からも見ることができる程度の画面に映し

出し，代理人等に間違いないかその場で確認する手続が行われていたことであった。

通訳はなかったので内容はわからなかったが，日本との違いを肌で感じることがで

きた。

　　⑷　ＪＩＣＡミャンマー事務所訪問及び講義

　　　　ＪＩＣＡミャンマー事務所を訪問し，ミャンマーにおけるＪＩＣＡの活動につい

て説明を受けた後，「ミャンマーにおける人身取引問題とＪＩＣＡの協力」につい

て講義を受けた。

　　　　ＪＩＣＡ事務所を訪問して，法制度整備支援はミャンマーに対する支援の一部で
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あり，最重要プロジェクトではないことが分かった。法制度整備支援の側面から見

ていた場合には，法整備することは何よりも重要だと思っていたが，生命身体に危

険があるような状況では，法制度整備支援は後回しになることは，講義を受けて当

然だと思った。

　　　　ＪＩＣＡ事務所との協力は欠かすことができないので，法制度整備支援は，他の

ＪＩＣＡプロジェクトを進める上でも必要であること，他のプロジェクトとも整合

性を取ることを理解してもらい，ＪＩＣＡ事務所の協力を得ていく必要性を感じた。

　　⑸　在ミャンマー日本国大使館訪問

　　　　在ミャンマー日本国大使館を訪問し，國井書記官から法曹による国際協力につい

て説明を受けた後，意見交換を行った。

　　　　国際協力をする上で①相手国の時間の流れを意識し，現地の人と会うときは自分

の発言で相手が何を思うか意識することが重要であること，②法制度整備支援は短

期的に成果は出ないので，支援について広報活動が重要であること，③法制度整備

支援は現地で一緒に働き原因を共有することで分かることが多いので，長期専門家

の派遣は重要であることの３点が印象に残った。

　　　　大使館を訪問するという貴重な機会をいただき，大変有意義なものとなった。

　２　ラオス

　　⑴　ラオス長期派遣専門家との意見交換

　　　　長期派遣専門家によるラオスプロジェクトの現状について講義を受けた。現プロ

ジェクトはフェーズ３（２０１８年～２０２３年）に入り，フェーズ１及びフェー

ズ２の成果である教材を，ラオス国内で普及することにも意識して活動していた。

　　　　ラオスはミャンマーよりも法制度整備支援の開始が早く支援期間が長いので，

ミャンマーとの類似点や相違点を意識したいと思った。

　　⑵　最高人民検察院表敬

　　　　最高人民検察院を表敬し，副長官らと意見交換を行った。

　　　　日本のラオス法制度整備支援が２０年を迎えたこと，今までの支援内容について

説明があった。その上で，今日までの支援について深く感謝を述べられ，今後も支

援を続けてほしいとの強い要望があった。また，今後の支援について，ラオス側の

要望を説明するだけでなく，日本側からラオスが足りない点があれば積極的に提案

をしてほしいと述べられたことが印象的であった。このような発言はミャンマーで

は見られず，法制度整備支援を通してラオスと深い信頼関係を構築していることの

表れだと感じた。この信頼関係は，日本がラオスと対話を通じて，ラオスの実情に

合った法制度を共に考えて支援してきたからこそ得られたものだと思った。

　　⑶　国立司法研修所における参加者による講義

　　　　国立司法研修所を訪問し，同研修所の学生に「日本の権力分立と立法過程」及び

「日本の法曹人材育成について」をテーマとして講義を行った。

　　　　通訳を介しての講義であったが，学生は講義内容をよく理解しているように感じ
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た。いくつか質問があり，「裁判の透明性をどのように確保しているのか。」との質

問では，学生の意図がなかなか伝わらない場面があった。質問の意図は「賄賂を受

けてないのか。」とのことであった。透明性との言葉で，日本とラオスで捉え方，

感じることが違うことから，法制度整備支援で日本側の意図を伝えること，支援対

象国の意図を捉えることは難しいと感じた。その中で，２０年にもわたり支援を続

け，信頼関係を構築しているラオスプロジェクトの偉大さを感じた。

　　⑷　裁判傍聴

　　　　ヴィエンチャン首都裁判所において，薬物事件の裁判を傍聴した後，担当した裁

判体による当該事件の説明を受け，意見交換を行った。

　　　　日本の刑事裁判を傍聴したことがなく，日本との比較が十分にできなかったが，

被告が傍聴席の１番前に座っていたこと，複数の事件を同時に裁判していること，

弁護人がいないことなどセキュリティーや手続面での違いを感じた。ミャンマーと

も比較ができたので，有意義なものであった。

　　⑸　刑事法ＳＷＧ会合傍聴

　　　　刑事法ＳＷＧが，完成した証拠法Ｑ＆Ａ集（問題集）を最終確認し，合同調整委

員（ＪＣＣ）に報告するための会合の様子を傍聴した。

　　　　会合冒頭で，まず伊藤専門家（長期派遣専門家）から，本日の会合目的，進行方

法及び完成した問題集の改善すべき点の提案があった。ＳＷＧは伊藤専門家の提案

で会合が進められており，長期派遣専門家への信頼が厚いことを感じた。また，伊

藤専門家の提案や進行は，会合に対して押しつけるものではなく，ＳＷＧの進行を

手助けするために意見を述べるものということがうかがえた。また，会合は想像し

ていたよりも自由なものであり，会合中にもかかわらず，退席や雑談等が始終行わ

れていた。日本で行われる会議とは違ったものであった。その中で，伊藤専門家が

運営委員会（ＭＣ）からの指摘を正確に伝えたり，会合が順調に進むように調整し

ていたことは印象的であった。伊藤専門家の発言は，会合を調整しているが，押し

つけるものではなく，ＳＷＧ会合の意思を尊重したものとなっていたので，伊藤専

門家の役割は誰にでもできることではないと思った。

　　⑹　ＪＩＣＡラオス事務所訪問

　　　　ＪＩＣＡラオス事務所を訪問し，ラオスにおけるＪＩＣＡの活動について説明を

受けた。

　　　　ミャンマーＪＩＣＡ事務所同様に必ずしも法整備制度支援が最重要プロジェクト

ではないことを感じた。大きなプロジョエクトではあるが，ラオスでは保健医療分

野が整っておらず，他の援助機関（ＷＨＯ）とも連携して支援する必要があった。

保健医療が整ってないことは，現地に来て説明を受けて分かった。ミャンマーでは

問題とされていなかったので，法制度整備支援をする上でも，支援国の状況に興味

を持ち，情報収集することの必要性を感じた。
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第４　国内研修（国外研修後）

　　帰国翌日に，各研修参加者が，国外研修を受けるに当たって各々設定した研究テーマ

について，国際協力部の部長，副部長及び教官の前で発表を行った。

　　各研修参加者が本研修をどのように感じていたか分かり，有意義なものであった。

第５　所感

　　本研修に参加するまでは「法制度整備支援」について，法務省の業務の一つであると

いうことしか知識がなかったので，国外研修前の国内研修は貴重かつ有意義なもので

あった。各国の支援状況を学び，日本の最大の特徴である寄り添い型の日本の支援とは

どのようなものか意識して国外研修に参加することができた。また，ミャンマーとラオ

スの２か国を訪れ比較ができたことは，短期間で法制度整備支援を見聞するのに大変有

意義なものであった。

　　国外研修で共通して感じたことは，日本は支援対象国から感謝され，とても良好な関

係を築いていたことであった。長期派遣専門家は，支援対象国に何が必要か，何を求め

ているか常に意識して活動しており，寄り添い型の日本の法制度整備支援は，各々の支

援対象国で評価されていると感じた。

　　支援対象国から信頼を得ていると実感した中で，日本が支援国間の競争で負け，途中

で断念したプロジェクトもあることに驚いた。日本の支援の特徴である寄り添い型の支

援でも，支援対象国の信頼を得ることは簡単でないことを実感した。今後も更なる信頼

を得て，法制度整備支援を継続していくために，法律を整備するだけでなく，整備した

後に，どのように支援対象国に広めて定着させるか支援対象国と共に考えていくととも

に，日本が支援に関わってきたことを支援対象国に周知することも重要であることを見

聞することができた。

　　２か国で感じた大きな違いは，ラオスにおいて，日本からの積極的な提案を要望され

た点である。ミャンマーではなかった意見だったので印象的であった。この意見交換か

ら，支援対象国のために，どのような提案ができるのかとの視点からも考えることとなっ

た。このような視点を得られたのも国外研修を受けたから実感できたものであるので，

国外研修はとても有意義なものであった。

　　ＪＩＣＡ事務所との関係では，法整備制度支援が必ずしも最重要プロジェクトではな

いので，法整備の必要性と同時に短期的に効果がでるものではないことを今後も理解し

てもらうことが必要であると感じた。

　　いずれの国，機関とも好意的で良好な関係を築いていることは肌で感じることができ

たので，法整備制度支援に関わることができたら，良好な関係を引き続いていきたいと

思った。

第６　終わりに

　　本研修は，法整備制度支援に今まで関与がなかった私にとって，法整備制度支援を直
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接感じることができ，得がたい経験となった。今後，私自身が法整備制度支援に関与す

る機会があるか分からないが，同僚や後輩にも本研修で得たこと及び法制度整備支援に

ついて伝えていきたい。

　　最後に，本研修の準備を含めて多大な時間をかけていただいた国際協力部の皆様，ミャ

ンマー・ラオス長期派遣専門家及びＪＩＣＡプロジェクト事務所の皆様には大変お世話

になり厚く御礼申し上げたい。

　　また，業務多忙の中，２週間ものの間，本研修に送り出していただいた東京法務局訟

務部の皆様に感謝を申し上げたい。
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２０１９年度国際協力人材育成研修に参加して

横浜地方検察庁検事　

山　内　賢　志

１　はじめに

　　私は，令和元年１１月１０日から同月２１日までの１２日間，２０１９年度国際協力

人材育成研修（以下「本研修」という。）に参加した。

　　私が法制度整備支援に関心を持つようになったきっかけは，私の検察修習時の指導担

当検事が長期派遣専門家として派遣されたことだった。それまでは，検事に任官して法

制度整備支援という分野が存在することは分かっていたものの，せっかく検事になった

のだから捜査公判の分野で活躍できるようになりたいという思いが強く，法制度整備支

援の分野に対して消極的な考えを持っていた。しかし，自分が御世話になった検事が長

期派遣専門家として派遣されたことをきっかけとして法制度整備支援に関する情報を意

識して目にするようになったことで，法制度整備支援がぐっと身近なものになり，開発

途上国の人々のために尽力することに格好良さを感じ，漠然といつか自分もこの分野に

携わってみたいと思うようになった。

　　しかし，時が経つに連れ，日々の検事としての仕事に充実感を感じ，また，家庭の状

況が変わっていったため，次第に法制度整備支援への興味が薄れ，ここ数年は，自分が

法整備支援の分野に携わることはないだろうと思うようになっていた。

　　そのような中，本研修に参加する機会を得られたことを知らされたわけである。なぜ

このタイミングなのかというある種の憂鬱さと研修に参加して何か得られるだろうかと

いう不安しかなく，研修に前向きな気持ちになれない自分は将来の法制度整備支援に携

わる人材として育成される者としてふさわしくないだろうという思いから，そもそも研

修に参加するかを悩んだ。しかし，最終的には，「与えられたチャンスは自己の成長の

糧にしよう。」との妻のひと言に背中を押されて，本研修に参加することに決めた。

　　結論から言えば，本研修に参加して良かったのひと言に尽きる。本研修の各プログラ

ムは，いずれも新鮮で，興味深く，刺激的であった。本研修に参加しなければ考えなかっ

たことや見えなかったことが数多くあった。本研修に参加したことで得られた貴重な出

会いもあった。

　　以下，特に印象に残ったプログラムを中心に，本研修を通じて感じたことなどを述べ

たい。なお，私の理解不足等により，不正確な表現があるかもしれないが，その点は御

容赦いただきたい。

２　研修準備

　　本研修に参加するに当たり，事前準備として，７名の研修参加者を２班に分け，Ａグ

ループが「日本の権力分立と立法過程」，Ｂグループが「日本の法曹人材育成」をテー
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マとして，国外研修で予定されている現地学生等への講義資料を作成するという課題が

あった。

　　私は，Ｂグループとなり，メンバーと協力しながら，「日本の法曹人材育成」のテー

マで，日本において法曹になるための過程・方法と法曹三者それぞれに対してどのよう

な教育がなされているかをまとめたが，その際，法科大学院，司法試験，司法修習等の

馴染みのある事柄についても，その根拠規定や制度趣旨を一通り確認し，裁判所，検察

庁，弁護士会における教育制度等を調査した。また，講義にメリハリをつけるため，ミャ

ンマー及びラオスの法曹人材育成との違いを考慮するよう指示があったため，過去の

ＩＣＤ ＮＥＷＳのミャンマー及びラオスに関連する記事やその他のウェブサイト等を

検察し，ミャンマー及びラオスの司法制度，法曹人材育成制度を調査し，講義内容に盛

り込んだ。

　　正直に言うと，講義の相手が決まっておらずゴールがイメージできなかったことに加

え，日々の業務の合間を縫ってやらざるを得なかったため，恥ずかしながら，この課題

の意義について疑問を持ちながら作業していた。しかし，この疑問については，研修に

参加して法制度整備支援の考え方や実情を学ぶことによって解消されていったのである

が，この点については後述する。

３　国内研修

　　国内研修は，国際法務総合センターにおいて，講義「法務省の法整備支援」（小島Ｉ

ＣＤ教官），講義「各国法整備支援の概要」（ＩＣＤ各国担当教官），講話（森永ＩＣＤ

部長），講義「国際専門官の業務」（今村ＩＣＤ専門官），講義「長期派遣専門家の仕事」

（伊藤ＩＣＤ副部長）等が実施された。

　⑴　講義「法務省の法制度整備支援」

　　　本研修の担当教官の小島教官による法制度整備支援一般についての講義であり，法

制度整備支援について初めて体系立てて学んだ機会となった。

　　　同講義では，法制度整備支援の目的について，開発途上国において，法の支配を実

現し，グッドガバナンスを確立すること，取引に関する法律，紛争解決制度の整備等

の法整備支援を行うことによって，経済発展，投資環境整備を促すことにあると教わっ

た。日本が開発途上国に対してヒト・カネを費やして法制度整備支援を行う以上，そ

の目的を正しく理解することが国益に資する支援につながることを意識させられた。

　　　また，日本の法制度整備支援の特徴について，①寄り添い型法制度整備支援，②人

材育成の重視，③日本の経験・知見を活かした支援，④多様かつ充実した支援体制に

あると教わった。特に，①寄り添い型の支援については，日本の法制度や価値観を押

し付けず，相手国との対話を通じて実情に合った法制度を共に考えることが大切で

あって，それによって，相手国に制度を定着させることが可能になるとのことであり，

この言葉は，その後の講義・講話，国外研修の各長期派遣専門家との意見交換等の場

でも度々耳にすることになる言葉であった。
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　⑵　講義「各国法制度整備の概要」

　　　各国担当のＩＣＤ教官から，支援対象国毎に，各国における法制度整備支援の流れ

やプロジェクトの概要に関する講義を受け，各国の事情によって支援内容が異なるこ

と，歴史的・文化的背景を正確に把握していなければ適切な支援ができないことを教

わり，各国の法制度整備支援の実情を垣間見ることができた。

　　　この講義を受けるまでは，「法制度整備支援＝長期派遣専門家」という意識が強かっ

たが，各ＩＣＤ教官が日本国内にいながら，支援対象国の人材を対象とした日本国内

での研修や現地セミナー等を企画・実施するなどして，法制度整備支援に携わってい

ることを知った。

　⑶　森永ＩＣＤ部長による講話

　　　森永ＩＣＤ部長より，約２時間にわたって法制度整備支援について講話をいただき，

長きにわたり法制度整備支援の分野に携わってこられた御経験と豊富な知識に圧倒さ

れた時間となった。同講話を通じて，支援対象国の歴史的背景や法制度を理解するこ

とはもちろんのこと，「日本には様々な法制度を試してきた歴史があるがゆえに，日

本が採り入れた点，採り入れなかった点を分析して，支援対象国に対して，適切なア

ドバイスを送ることができる」とのことであって，法制度整備支援に携わるに当たっ

て，自国の歴史を含めた法制度をきちんと理解しておくことの重要性を学んだ。自国

の制度を理解するためにも，日常の業務において，右から左に流していくのではなく

立ち止まって考える癖をつけることの大切さも教えていただいた。

　　　同講話を聞きながら，本研修の事前準備の課題の意義について得心した思いになっ

た。ミャンマー及びラオスとの比較を盛り込みながら，日本の法制度の講義をすると

いうことは，支援対象国の法制度を理解した上で，日本の制度に対する正確な理解が

なければできないことであって，スケールの違いはあれど，法制度整備支援の基本を

経験する場なのだと。

　⑷　講義「長期派遣専門家の仕事」

　　　伊藤ＩＣＤ副部長は，かつて長期派遣専門家としてラオスに派遣されており，その

経験に基づいた長期派遣専門家の仕事の内容とその魅力を講義してくださった。ちな

みに，伊藤ＩＣＤ副部長こそが，私の検察修習時の指導担当検事であり，私が法制度

整備支援に対する関心を持つきっかけを与えた方である。

　　　同講義を通じて，法制度整備支援の多くの魅力を伝えていただいた。特に「国の基

盤を作り，発展させようとする熱意ある人々と共にする仕事であり，自らの知識・経

験を生かして有形・無形さまざまな貢献ができる」という魅力は，検事としての通常

業務からは絶対に得られないダイナミックな魅力であり，一度は経験してみたいと思

わせられた。

４　国外研修～ミャンマー

　　国内研修での講話・講義を踏まえて，ミャンマー及びラオスでの国外研修に飛び立っ
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た。

　　ミャンマーにおいては，２日間で，長期派遣専門家との意見交換会，法制度整備支援

のカウンターパートの一つである連邦法務長官府（ＵＡＧＯ）とのミニセミナー，ヤン

ゴン東地方裁判所での裁判官との意見交換及び裁判傍聴，ＪＩＣＡミャンマー事務所で

の講義，在ミャンマー日本国大使館訪問の各プログラムが実施された。

　　ＵＡＧＯとのミニセミナーでは，研修前に準備したパワーポイントを使って講義を

行った。時間の関係上，ミャンマーと日本との違いに絞った短時間の講義であったが，

ＵＡＧＯ側の参加者の講義を聞く姿勢は真剣そのものであり，講義をしているこちらが

過剰に緊張してしまうほどであった。講義終了後の質疑では，ＵＡＧＯ側から，日本の

司法試験制度が変わり，法科大学院→新司法試験という制度が始まったことについて，

なぜ制度を変えることになったのかなどの質問が出た。私としては，司法制度改革の真っ

只中に司法試験を受験していたこともあり，その改革の趣旨を理解していたつもりでい

たが，いざ回答しようとしたところ，簡潔に答えることができなかった。結局長期派遣

専門家に回答を引き取ってもらうことになってしまい，情けない思いをしたが，その一

方で，自国の法制度に対する理解の重要性を実感する貴重な経験となった。

　　在ミャンマー日本国大使館訪問では，國井一等書記官の話を伺うという貴重な機会を

得た。國井一等書記官は，元はＪＩＣＡの長期派遣専門家としてミャンマーの法制度整

備支援に携わられた経験があり，いわばミャンマーを知り尽くしている方であった。國

井一等書記官からは，なぜ他国の法制度整備支援をするのか，ミャンマーでどのような

法制度整備支援活動をしているのかなどのテーマのお話しを通して，法制度整備支援の

魅力等を伝えていただいた。その中でも，法制度整備支援担当者個人のメリットとして，

日本での検事としての仕事と異なり，ゴールを見据えてどうやって効率的に進んでいく

のかをじっくり考えながら対応することができること，外国人の考え方に触れることで，

考え方が変わり，知見が広がることを挙げられていたことが印象的であり，私もそのよ

うな経験をしてみたいと感じた。

５　国外研修～ラオス

　　ラオスにおいては，長期派遣専門家との意見交換，最高人民検察院表敬及び協議，国

立司法研修所での講義，ヴィエンチャン首都裁判所での裁判傍聴，刑事法サブワーキン

ググループ会合傍聴，ＪＩＣＡラオス事務所訪問の各プログラムが実施された。

　　国立司法研修所での講義では，国立司法研修所の学生（大学３，４年生）に対して，

研修前に準備をしたパワーポイントを使って講義をした。行政法を学んでいる学生とい

うこともあって，私が担当した法曹人材育成制度についてはそれほど関心がなかったよ

うであるが，「権力分立と立法過程」についてはいくつか質問が出た。その中で，ある

学生の「裁判官の独立というが，どうやって裁判の透明性を確保するのか。」という質

問が印象に残った。

　　私は，「透明性の確保」という質問の趣旨が分からず，裁判の公平性をどうやって確
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保するのかという趣旨の質問だと理解して回答したが，学生の反応はいまいちであった。

その後，通訳の方が「もしかしたら汚職の話かもしれませんね。」と言って，学生に確

認したところ，先ほどの質問はどうやって裁判官の汚職を防ぐのかという趣旨であった

ことが分かった。裁判官の汚職は日本では通常考えられないものであり，どうやって汚

職を防ぐのかということは考えたこともなかったことなので，自国の常識が外国では通

用しないということとともに，相手国の常識を十分に理解することが法制度整備支援で

は大切だということを実感できた貴重な経験となった。

６　終わりに

　　以上，簡単にではあるが，１２日間の研修を振り返ってみて印象に残ったことを中心

に述べてきたが，特に国外研修に関する内容が薄くなってしまった。これは，国外研修

で学び得たものがなかったということではない。例えば，裁判傍聴では，ミャンマー，

ラオスのそれぞれの裁判所の構造，裁判制度に実際に触れて，日本との違いを実感する

ことができたし，長期派遣専門家との意見交換やＪＩＣＡ事務所訪問では，両国での日

本の支援の概要を知ることができた。ラオスでは，刑事法サブワーキンググループの会

合を傍聴し，会合中に携帯電話で話をするなどラオスの人々のおおらかさを目の当たり

にして，長期派遣専門家の苦労も実感できた。また，ミャンマーの長期派遣専門家は，

執務の際，ミャンマーの民族衣装であるロンジーを着用していた。長期派遣専門家の現

地に溶け込む姿勢が，専門家個人に対する信頼だけなく，日本に対する信頼につながり，

継続的な法制度整備支援を可能にしているのだろうと感じた。

　　本研修の成果としては，ありきたりかもしれないが，ミャンマー及びラオス両国に実

際に足を運び，現地の空気を吸い，その雰囲気を感じたこと，長期派遣専門家，現地事

務所のスタッフの方々，両国の法曹関係者等と会い，時間を共有したこと，法制度整備

支援に携わる方々の熱意に触れたことである。また，１２日間という短期間ではあった

が，法務検察では異なる立場を有する研修参加者が共通の目標を持って行動し，濃密な

時間を過ごせたことも貴重な経験であった。

　　今後法制度整備支援に携わることができるかどうかは分からないが，もし携わる機会

があれば，本研修を修了した者として本研修で学んだことを活かしていきたい。

　　ＩＣＤの森永部長，伊藤副部長を始め，各教官，各専門官の方々の御尽力のお陰様で，

充実した研修となった。特に，小島教官，今村専門官には，研修中でだけでなく研修の

前後を通じて迷惑をかけっぱなしであった。また，快く送り出してくださった原庁の皆

様のおかげで充実した研修に参加することができた。全ての皆様にこの場を借りて感謝

申し上げたい。ありがとうございました。
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２０１９年度国際協力人材育成研修に参加して

福岡地方検察庁検事　

伊　藤　みずき

第１　はじめに

　　今回，２０１９年度国際協力人材育成研修（以下「本研修」という。）に参加させて

いただく機会を得られたことは，私にとってまさに「願ったり叶ったり」であった。法

整備支援に携わりたいという希望を検事任官当初から抱いていた私にとって，その現場

の空気を直接肌で感じることができるこの上ない機会である上，しかも，その行き先が

ミャンマーとラオスである。

　　数年前，その２か国をそれぞれ旅行で訪れた際，現地で出会った人々の信仰の深さや

穏やかさにいたく感動し，それ以来，私の中でのもう一度行きたい国ランキング同率１

位は，ミャンマーとラオスであった。

　　本研修に参加できると知った日から，研修開始日を指折り数えて心待ちにしていた。

　　本研修では，日本国内，ミャンマー及びラオスにおいて，実に多くの関係者の方々か

ら講義等をしていただく機会があり，２週間弱という短期間ではあったが，研修を通じ

て普段の検察官としての業務の中では得難い貴重な経験をさせていただいた。

　　振り返ってみると，それぞれどの場面を切り取っても学びや気づきを得られたことを

実感するが，その全てに触れることは紙面の都合上叶わないため，ここでは，特に印象

に残った点に絞って報告させていただくことにする。

第２　国内研修

　　研修開始から二日間の国内研修においては，国際協力部の各教官による講義，伊藤副

部長及び森永部長による講義をしていただいた。

　　小島教官の講義の中で，日本の法整備支援の特徴について説明があった。

　　すなわち，①寄り添い型であること，②人材育成を重視すること（法整備だけではな

く，それを運用する人材育成をする），③日本の経験・知見を活かした支援をすること（フ

ランス法，ドイツ法，英米法を取り込んで融合・発展させた日本の経験や比較法研究の

知見を活かした支援），④多様かつ充実した支援体制であること（長期派遣専門家が常駐，

研究者や法曹が日本国内でアドバイザリーグループを構成するなどして支援）の４点が，

日本の法整備支援の特徴であるとのことであった。

　　研修初日に学んだこの日本の法整備支援の特徴については，その後の現地での研修の

中で，様々な場面で実感することとなった。

　　先ほどの４点の中でも，日本の法整備支援の根幹は，前記①の「寄り添い型」，つまり，

日本の法制度や価値観を押しつけるのではなく，相手国の実情に合った法制度を相手と

共に考える点にあると感じた。
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　　そのような寄り添い型の法整備支援を実現するには，日本や各国の法制度について深

く理解していることが必要であることはもちろん，相手国の歴史，社会，文化等につい

ても理解を深め，相手国のニーズがどこにあるのか，その解決のために実効的な方法は

何かを考える必要があるということは，国内研修での各講義のみならず，本研修全体を

通じて感じたことであり，その難しさを想像するとともに，そのような難しい課題に挑

戦することのやりがいはとても大きいだろうと思った。

　　伊藤副部長は，ご自身が長期派遣専門家としてラオスの法整備支援を担当された経験

を踏まえた講義の中で，ラオ語を使って現地の方々と議論している様子の写真を見せて

くださり，「相手国の課題を解決するためには，相手国のことをよく理解する必要がある」

という副部長の言葉の説得力の強さを感じた。

　　日本語（や英語）で使われる用語に対応する言葉が現地語にはない場合も珍しくなく，

法整備をするにあたって苦慮することがあるということであったが，通訳がいるとはい

え，長期派遣専門家が現地語を理解していれば，より的確な翻訳が可能になるであろう

し，現地の専門家らとの議論を深め，問題に適切に対処するために大きな意義があるだ

ろうと想像した。

　　このように現地語を習得する重要性を想像するのは容易だが，実際に習得することは

相当に難しいということもまた想像に難くなく，ラオ語を知らない私のような者からす

れば何かの呪文のように見えるあのラオ文字をマスターし，ラオ語を習得された伊藤副

部長の「ラオス愛」の深さに感服し，法整備支援に携わる者としての覚悟を教えていた

だいた。

　　森永部長の講義の中で，「法整備支援に関われば，普段，検察官がいかに狭い世界で

仕事をしているかが分かる。現地では，驚きの連続だと思うが，驚くだけではだめで，

それが自分にどう返ってくるか，どう活かせるのかが重要だ。」という趣旨のお話があっ

たが，その後の国外研修において，至るところで，自分自身がいかに狭い視野で「法」

を扱う仕事をしていたのかということを実感し，その都度，このときの森永部長の講義

の意味を改めて考え，反省の連続であった。

第３　国外研修（ミャンマー）

　１　長期派遣専門家の業務風景

　　　ミャンマーのネピドー空港に到着後，出迎えてくださったのは，ミャンマーの伝統

衣装であるロンジー（巻きスカートのようなもので，伝統衣装であると同時に，ミャ

ンマーの人々にとっては普段着でもある。）姿の，検事出身の岩井長期派遣専門家だっ

た。

　　　ロンジーをはきこなす岩井専門家の姿は，ミャンマーの風景に完全に馴染んでいて，

ミャンマーの人々からも親しみを持って受け入れられているのだろうと感じた。

　　　空港でお会いしたときには，日本から来た私たちにミャンマーの文化を紹介するた

めにロンジー姿を披露してくださったのかと思ったが，その翌日にＪＩＣＡプロジェ
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クト事務所を訪問し，全くそうではないことが分かった。

　　　事務所で働く方々は，日本人もミャンマー人も同様に皆ロンジーを着て仕事をする

のが日常の風景なのだそうだ。

　　　ミャンマー人スタッフと机を並べ，同じようにロンジーを着て業務にあたっておら

れる日本の長期派遣専門家等の姿を見て，ここにも日本の「寄り添い型」法整備支援

の精神が表れていると感じた。

　　　相手に寄り添うということは，相手に対するリスペクトが必要不可欠であり，その

リスペクトなくして相互の信頼関係を築くことはできないはずだ。

　　　ロンジーが生活の一部であるミャンマーの人々にとって，ロンジーを着て一緒に仕

事をしている日本人の姿は，日本がミャンマーに対するリスペクトを持って支援して

いるというメッセージとして受け止めてもらえているのではないかと思った。

　２　ヤンゴン東地方裁判所訪問

　　　ヤンゴン東地方裁判所では，刑事事件の公判傍聴をし，裁判官と質疑応答をさせて

いただく機会を得た。

　　　傍聴したのは殺人事件や薬物事件であったが，ミャンマーでは，日本ならば法定合

議事件となる殺人事件のような重大犯罪でも，裁判官が単独で審理するということで

あった。

　　　また，法廷には，被告人と思われる者が複数名いたため，共犯事件なのだろうと想

像していると，単に次に開廷される別事件の被告人が同じ法廷で待機しているとのこ

とであり，被告人の待機場所ひとつにしても，日本との大きな違いを感じた。

　　　そのほか，同裁判所を訪問し，日本との違いに驚いた点の一つは，裁判官の女性比

率の高さであった。

　　　ヤンゴン東地方裁判所にいる裁判官２０名のうち，実に１５名が女性であるとのこ

とであり，同裁判所の裁判官によれば，裁判官という職業は女性に人気が高いとのこ

とであったが，前日に訪問したネピドーの連邦法務長官府でも女性比率の高さが目

立っていたため，法曹全体の女性比率が総じて高いのだと感じた。

　　　調べてみると，ミャンマーでは，女性の社会進出が進んでおり，国家公務員全体に

占める女性比率が５０％を超えているという事実を知った（なお，平成３１年度に採

用された日本の国家公務員に占める女性比率は約３５％であり，当然，全体の女性比

率は更に低い。）。

　　　世界経済フォーラムが発表した２０１９年のジェンダーギャップ指数のランキング

を見てみると，日本は，１５３か国中１２１位，ミャンマーは１１４位，ラオスは４

３位であり，この３か国の中では日本は最下位である。

　　　この数字は何を意味するのだろうか。

　　　法曹全体に占める女性比率が２割程度にすぎない日本よりも，ミャンマーやラオス

の方が女性が働きやすい社会なのかもしれない。

　　　支援の相手国から日本が学ぶべきことも多くあるように感じた。
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　３　ＪＩＣＡミャンマー事務所訪問

　　　ＪＩＣＡミャンマー事務所では，ミャンマーにおけるＪＩＣＡの業務について講義

をしていただいた。

　　　講義の中で，日本は，ミャンマーに対する支援を長年にわたって行ってきたことを

背景に，ミャンマーからの信頼が厚く，国にとって極めて重要な教育カリキュラムを

策定するプロジェクトをＪＩＣＡが実施していることは，継続的に支援してきた日本

をミャンマーが信頼していることの証左であるとの説明があった。

　　　これまでに日本が行ったミャンマーに対する支援活動には，数え切れないほど多く

の関係者が関わっていたのであり，その個々人が携わってきた活動の一部だけ切り

取っても成果が目に見えづらいこともあるだろうが，それらの全ての積み重ねによっ

て両国の信頼関係が築かれていったのだと感じた。

　４　在ミャンマー日本国大使館訪

　　　ヤンゴンの日本国大使館では，検事出身の國井一等書記官から，ミャンマーでの法

整備支援の長期派遣専門家として勤務された経験や，一等書記官として大使館に勤務

されている経験を踏まえて講義をしていただき，法務検察随一のミャンマーの専門家

から最新のミャンマー情勢についても伺うことができた大変貴重な機会であった。

　　　その中で，ミャンマーの日本に対する信頼が厚く，友好関係が築かれていることを

大使館の業務の中でも実感されていること，そして，ミャンマーと信頼関係を築くこ

とができたのは長年にわたる日本の支援の成果であり，そのように相手国と友好関係

を築くことに繋がるという点に，日本が他国の法整備を支援する最も大きな意義があ

るというお話があった。

　　　私自身，旅行でミャンマーを訪れたとき，偶然乗ったタクシーの運転手さんは，私

が日本人であることを知ると，「日本のＪＩＣＡの支援には本当に感謝しているんだ。」

と嬉しそうに話して親切にしてくれ，その他にも，ミャンマー滞在中にミャンマーの

人々の親日ぶりを感じる場面が何度もあり，日本の他国への支援は，回り回ってその

国を旅行する日本人にも恩恵をもたらすものなのだと気づかされたことがあったた

め，その経験を思い出して実感をもってお話を伺うことができた。

第４　国外研修（ラオス）

　１　ＪＩＣＡプロジェクト事務所訪問

　　　ヴィエンチャンのＪＩＣＡプロジェクト事務所では，検事出身の伊藤長期派遣専門

家からラオスにおける法整備支援の概況について講義をしていただき，法律人材育成

を強化し，普及させるためのプロジェクトを実施していることなどについて説明して

いただいた。

　　　そのプロジェクトの中で，ラオスの法曹教育では，学生に条文を素読させるのに終

始するような講義があるなど，法律の理論についての教育が不十分であるとの問題意

識があることから，具体的事例に則して事実認定を学ぶための教科書（日本で言うと
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ころのいわゆる「白表紙」のようなもの）等を作成したことなどの紹介があった。

　　　さらに，そのような事実認定の教科書を作成したとしても，法曹を養成する側がそ

の効果的な使い方を学ばなければ意味がないということで，法学教育や法曹養成の在

り方についての検討も必要であるとのことであった。

　　　伊藤専門家は，ラオスで「法」に対するイメージを共有することの難しさを感じ，

近代化の中で日本がなぜ西洋の思考様式である法学をうまく受容して発展できたのか

に関する内田貴教授の研究に触れ，日本の成功例がラオスにおいても参考になるので

はないかと考え，内田教授に講義を依頼したことを教えてくださった。

　　　伊藤専門家をはじめ，長期派遣専門家の方々が，日夜悩みながらこのような様々な

工夫をし，その国の法学教育改善に尽力しておられる姿を拝見し，このような法整備

支援を行うには，そもそも「法」とは何か，「法学」とは何かということを深く考え

ることを避けて通れないのだろうと感じ，一法曹として，そのようなことを深く考え

ることもないまま，漫然と日々の業務に追われていただけであった自分を恥ずかしく

思った。

　２　最高人民検察院訪問

　　　最高人民検察院では，最高人民検察院長官をはじめ，幹部の方々とお会いし，国際

協力局副局長から日本の法整備支援についてお話を伺う機会を得た。

　　　質疑応答の際，他国と比較して日本の法整備支援の特徴は何だと感じておられるか

と質問をさせていただくと，副局長は，４点を挙げてくださった。

　　　すなわち，その４点は，①日本の法整備支援は，日本のやり方を押しつけるのでは

なく，ラオスの意向を尊重してくれる。②法を整備するだけではなく，人材育成を重

視する。法を使う側の考え方を変えなければ，法を変えても意味がないため，人材育

成を重視するのは日本の法整備支援の強みである。③長期派遣専門家がいて，現地で

ラオス側と話し合いをし，一緒に仕事ができる。他にそのような国はない。④日本の

司法分野の様々な機関が関わっている，というものであった。

　　　副局長は，研修参加者からその場で出た質問に答える形で，このような説明をして

くださったのであるが，副局長自身が説明された日本の法整備支援の特徴は，本研修

初日に学んだそれとほぼ同じであることに気づき，驚くとともに，日本側とラオス側

が問題意識を共有して同じ方向を向いて，相互に信頼し合いながら法整備が行われて

いることを感じ，胸が熱くなった。

　３　ヴィエンチャン首都裁判所での裁判傍聴

　　　ヴィエンチャン首都裁判所においては，薬物所持事件等の刑事事件３件を傍聴し，

傍聴した裁判を担当した合議体の裁判官３名に質疑応答の時間をいただいた。

　　　ラオスでは，原則として裁判官は合議体で裁判を担当するとのことで，近年裁判官

が単独で裁判を行う手続が法定されたものの，その数は少ないとのことであり，重大

事件であっても裁判官が単独で裁判を行っていたミャンマーとは大きく異なることが

分かった。
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　　　また，ラオスの刑事裁判では，裁判官は，あらかじめ事件記録を検討した上で審理

に臨むことになっており，起訴状一本主義を採用し，刑事裁判における検察官の役割

が極めて大きい日本の法制度と大きな違いがあることが分かった。

　　　日本との法制度の違いによって，ラオスの法曹三者が公判で担う役割は日本の法曹

とは異なるのであるから，求められる能力や視点についても，日本とは異なる部分が

少なからずあることが想像でき，ラオスの法曹人材育成を支援するに際して，その違

いが影響してくることもあるのではないかと考え，改めて法整備支援の奥の深さを感

じた。

第５　最後に

　　実は，本研修を受ける前は，他国への法整備支援においては，日本の税金を使って支

援する以上，日本の国益を最優先にすることが求められる場面が多いのではないかと想

像していた。

　　しかし，研修を終え，国際協力部の教官や長期派遣専門家の方々など，法整備支援に

関わる方々全員に共通していることが分かったのは，「相手国ファースト」の精神であっ

た。

　　法整備支援の現場に足を踏み入れ，その現場では，支援の相手国にとって何が最善の

法整備なのかという点を最も重視し，「寄り添い型」の姿勢が貫かれていることを肌で

感じることができた。

　　また，本研修を通じて，これまで自分がいかに無知であり，多くのことに対して無関

心であったかということを痛感し，狭い視野で世界を見ていた目（というより，ほとん

ど何も見えていなかったような気すらする）をこじ開けられたように思う。

　　このような研修を受ける機会を与えていただいた法務省，繁忙庁から研修に送り出し

ていただいた福岡地検の皆様には，心から感謝申し上げたい。

　　そして，何より，この研修をこんなにも有意義なものにしてくださった小島教官，心

理学の専門家出身でありながら旅行会社顔負けのきめ細やかなマネージメントをしてく

ださった今村専門官，日中の研修のみならず夜の宴席までお付き合いいただいた長期派

遣専門家の方々をはじめ，本研修を支えてくださった全ての方々に，この場を借りてお

礼を申し上げる。
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２０１９年度国際協力人材育成研修に参加して

盛岡地方検察庁一関支部検事　

及　川　裕　美

第１　はじめに

　　私は，２０１９年１１月１０日から同月２１日までの間，法務省法務総合研究所国際

協力部（以下「ＩＣＤ」という。）により実施された国際協力人材育成研修（以下「本

研修」という。）に参加する機会をいただいた。

　　本研修では，研修参加者に対し，東京都昭島市にあるＩＣＤにおいて法制度整備支援

に関する講義を受けさせた上，アジアの支援対象国であるミャンマー連邦共和国（以下

「ミャンマー」という。）及びラオス人民民主共和国（以下「ラオス」という。）を訪問

し，支援活動の現場を直接見聞させることにより，日本の法制度整備支援活動をより具

体的に理解させ，必要な知識及び技術を学ばせることを目的とするものであった。

　　私は，２０１５年１０月１４日から同年１１月１８日までの間，国連アジア極東犯罪

防止研修所により実施された第１８回汚職防止刑事司法支援研修に参加する機会を頂い

たことをきっかけに，法務省等が行う国際協力全般に関心を抱くようになった。

　　もっとも，私は，本研修参加前は，法制度整備支援について理解しているとは言いが

たく，特に，長期派遣専門家が支援対象国において日々どのように業務を行っているか

漠然としたイメージしか有していなかった。

　　また，本研修に参加するに当たり，ミャンマーの首都がネピドーであり，ラオスの首

都がヴィエンチャンであることを初めて知るほど，両国に対する知識も持ち合わせてい

なかった。

　　そのため，私は，次の２点を意識して，本研修に臨むこととした。

　　まず，１点目は，法制度整備支援の具体的内容を把握し，長期派遣専門家が支援対象

国において実際にどのような業務を行っているかを直接見聞等することによって，法制

度整備支援の理解を深めるということだった。

　　２点目は，ミャンマー及びラオスの法制度整備支援の内容，両国の刑事手続等につい

て類似点，相違点等を把握することにより，両国における法制度整備支援の在り方を理

解することであった。

　　かかる２点の観点から本研修に臨み，本研修で有意義であったと特に感じた点等を報

告する。

第２　支援活動の内容

　１　ミャンマー・ラオスの支援活動の相違

　　⑴　ミャンマー及びラオスのいずれにおいても，独立行政法人国際協力機構（以下「Ｊ

ＩＣＡ」という。）の技術協力事業の一環として，法制度整備支援が実施されてい
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るが，ミャンマーとラオスにおける支援の内容が大きく異なることに驚いた。

　　⑵　ミャンマーにおける法制度整備支援の現在のプロジェクトの目的は，「市場経済

化・外国投資の促進に資する司法インフラの改善，法務・司法及び関係機関の能力

向上，迅速かつ適切な紛争解決を図る司法制度の構築」にあり，具体的な支援とし

て，新知的財産四法（商標法，意匠法，特許法，著作法）及び同法関連の規則等制

定の支援が数年に渡り実施されていた。

　　　　かかるプロジェクト設定の背景には，ミャンマーの，海外からの投資及び海外企

業の進出を誘致したいという思惑が反映されている。

　　　　ミャンマーは昨今目覚ましい発展を見せ，ミャンマー最大の商業都市で前首都の

ヤンゴンは，東南アジアの商業都市特有の喧噪と熱気に包まれていた。

　　⑶　一方，ラオスの法制度整備支援の現在のプロジェクトの目的は，「ラオスの法・

司法分野の中核人材が，基本法令の法理論の構築研究，同理論に基づく運用・執行，

法令及び実務の改善の各能力を身に付け，研究成果を同分野の関係者に共有すると

ともに持続的な活動実施体制を具体化し，法学教育・法曹等養成の担当者が質の高

い法律実務家を養成する能力を身に付けること」にある。

　　　　ラオスでは，法制度整備支援の一つとして民法典の起草支援がなされ，２０１８

年１２月に民法が制定し，本研修時点では，法制度整備支援の具体的活動として，

刑事訴訟法の「証拠法Ｑ＆Ａ集」の作成等が行われていた。

　　　　ミャンマーと異なり，ラオス訪問時は，一度も「知的財産」という言葉を耳にし

なかったように思う。

　　　　ラオスの首都ヴィエンチャンは，ヤンゴンと異なり，どこか牧歌的な空気が流れ，

未だにマクドナルドもスターバックスも進出していなかった。

　　⑷　よくよく考えてみれば，各国の政策が異なるように，法制度整備支援の内容も各

国ごとに異なるのは当然であるとも思われるが，法制度整備支援の具体的な内容を

知らなかった私には，法制度整備支援の内容が各国でこれほどまでにも違うのかと

いう驚きがあった。

　２　人材育成支援

　　⑴　私は，本研修に参加する前は，法制度整備支援とは，支援対象国の法律等の立案

及びその普及というイメージがあった。

　　　　しかし，本研修に参加して，法制度整備支援がそれにとどまらず，法曹等の人材

育成支援にも及び，長期派遣専門家及びＩＣＤ教官がかかる支援のために大変な尽

力をされているということを知った。

　　⑵　本研修で訪問したミャンマー及びラオスの両国における法学教育及び法曹人材育

成は，いずれも，あまりにも後進的であり，愕然とした。

　　　　両国の法学教育は条文の暗記中心であり，法的思考を学ばせる機会がないという

ことであった。

　　　　しかも，ミャンマーでは，日本のような，統一的な法曹養成のための司法研修所
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が存在せず，事実認定の勉強の機会がないということであった。

　　　　現在，ミャンマーでは，法制度整備支援の一環として，事実認定に関する研修の

教材作成，新任検事研修の教官用の刑事訴訟法のテキスト作成，ビジネス法関係に

関する裁判官向けのテキスト作成等を行っているということであった。

　　　　一方，ラオスでは，２０１５年１月，統一的な法曹養成制度を国立司法研修所に

おいて開始し，法制度整備支援の一環として，刑事及び民事の白表紙テキストを作

成したが，法的思考を学んでいないため，教官も白表紙の使い方が分からず，ラオ

スの国立司法研修所は，日本の司法研修所のような充実した内容にはなっていない

とのことである。

　　　　ラオスでは，刑事及び民事の双方において，事実認定に関するテキストもなく，

今後，法制度整備支援の一環として，ラオスの事実認定に関する情報を収集し，日

本の要件事実論がラオスに妥当するかを検討し，刑事及び民事の事実認定に関する

テキストを作成する予定ということであった。

　　　　本研修において，ラオスの最高人民検察院を表敬訪問する機会をいただき，同幹

部と協議をする場をいただいた。

　　　　その際，同幹部は，ラオスの法学教育・法曹養成の問題として，①法理論が確立

されていないことと②法曹になるための教育が不十分であることを指摘されていた。

　　⑶　司法試験受験のために各論点の学説を勉強し，司法研修所で白表紙と格闘した私

にとって，ミャンマー及びラオスの法曹実務家が，条文暗記中心の勉強のみで，捜

査及び公判に携わっていることが衝撃であった。

　　　　いったいどうやって事実認定をしているのか甚だ疑問に思った。

　　　　その一方で，法制度整備支援が法律の立案等に限らず，白表紙や各テキストの作

成等まで行い，各支援対象国の人材育成に深く関与していることを知り，法制度整

備支援のやりがいとは多岐にわたるものだと感じ，法制度整備支援への関心を深め

た。

　３　支援対象国との接し方

　　　ミャンマー及びラオスのいずれにおいても，法制度整備支援は，各支援対象国の実

施機関が参加するワーキンググループを設けて行われている。

　　　ミャンマーでは，ワーキンググループの活動を傍聴する機会はなかったものの，１

１月１９日，ラオスにおいて，刑事法サブワーキンググループの会合（以下「本会合」

という。）を傍聴させていただいた。

　　　本会合の傍聴時，長期派遣専門家が支援対象国において実際にどのような業務を行

い，実施機関とどのように接しているかを直接見聞することができたので，以下紹介

したい。

　　　刑事法サブワーキンググループでは，当時，「証拠法Ｑ＆Ａ集」の作成に取り組ん

でおり，本会合では，同月２１日から同月２２日の間に合同調整委員会（ＪＣＣ）に

提出する「証拠法Ｑ＆Ａ集」のドラフト案の最終確認がなされた。
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　　　刑事法サブワーキンググループは，司法省，最高人民検察院，最高人民裁判所及び

ラオス国立大学のメンバーで構成されており，本会合においても，同各機関のメンバー

２０名弱が出席した。

　　　本会合の司会進行役は，検事出身の伊藤淳長期派遣専門家であった。

　　　進行の具体的内容は，伊藤専門家からラオス側に対して，「証拠法Ｑ＆Ａ集」のド

ラフト案に対する合同調整委員会等の意見が紹介され，それに対して，ラオス側の各

担当者が回答するという形であった。

　　　伊藤専門家は，「証拠法Ｑ＆Ａ集」のドラフト案に対する意見をラオス側に紹介す

る際「こういう意見があるので，こう修正すべきではないですか。」というような問

いかけではなく，「こういう意見がありますが，どのようにしますか。」というような

問いかけをしており，あくまでラオス側の意向を尊重するという姿勢であった。

　　　ラオス側の担当者が端的に回答しない場合でも，伊藤専門家は，強引に進行を進め

ることをせず，懇切丁寧に対応されていた。

　　　私は，伊藤専門家が進行される様子を拝見して，長期派遣専門家が日々の業務にお

いて現地の実施機関に対応する際の姿勢を初めて具体的にイメージすることができた。

　　　また，本会合においては，進行中であるにもかかわらず，携帯電話をいじるメンバー

が少なからずいた上，自分の担当分野以外の内容になると隣の人物と会話を始める姿

も見受けられ，日本とは異なる会合の雰囲気に驚いた。

　　　私が長期派遣専門家として支援対象国に赴任した際，このような会合の進行を務め

ることができるのか不安を覚えるとともに，長期派遣専門家には，コミュニケーショ

ン能力，忍耐力，調整力等が求められるのを目の当たりにし，本会合の傍聴は大変有

意義に感じた。

第３　両国の刑事手続

　１　ミャンマー及びラオスで，それぞれ，刑事裁判を傍聴する機会をいただいた。

　　　法制度整備支援をするに当たっては，支援対象国の刑事手続を理解することは不可

欠であるので，ミャンマー及びラオスの双方において，刑事裁判を傍聴できたことは

非常に有意義であった。

　２　私は，実際に両国で刑事裁判を傍聴するまでは，両国とも，職権主義的な刑事手続

を採用しているので，両国の刑事手続は類似していると予想していた。

　　　しかし，両国の刑事手続には多くの相違点があり，驚きであった。

　　　例えば，ミャンマーでは，検察官に捜査権限がないため，検察官面前調書はそもそ

も存在せず，警察官面前調書についても，実質証拠として使用することは原則として

禁止されており，検察官立証の柱は証人尋問である。

　　　一方，ラオスでは，検察官に捜査権限がある。

　　　しかし，日本と異なり，裁判官は開廷前に証拠を見ることができ，裁判官が立証が

不十分と判断したときは，公判段階においても，検察官に事件を差し戻せる。
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　　　また，ミャンマーでは，殺人事件等の重大事件も含め，原則として単独法廷である

のに対し，ラオスでは原則として合議制である。

　３　ミャンマーの刑事裁判傍聴で一番驚いたのは，証人尋問の途中で，裁判官が一人で

ぶつぶつと何かをつぶやき続け，書記官らしき人物がパソコンにタイピングをすると

いう場面であった。

　　　タイピングした内容は，傍聴席に向けられたモニターで確認することができた。

　　　初見の私には異様な光景に見えたが，後で確認したところ，法廷の場で，裁判官が

口授らしいことを行い，裁判官面前調書を作成していたとのことであった。

　　　一方，ラオスでの一番の驚きは，法廷に弁護人がいなかったということであった。

　　　ラオスでは，殺人事件等一定の事件のみが公判段階における国選弁護対象事件とい

うことであり，私が傍聴した覚せい剤事案は国選弁護非対象事件であった。

　４　このように，ミャンマー及びラオスにおいて，日本とは大きく異なる刑事裁判を実

際に傍聴し，驚きの連続であったと同時に，「なぜ，日本の法制度はミャンマーやラ

オスと異なり，○○となっているのだろう。」などと自問自答することが多々あり，

その結果，日本の司法制度の趣旨等をいかに理解していないかを痛感した。

第４　所感

　　本研修において，長期派遣専門家として法制度整備支援に関わる仕事の苦労も垣間見

ることができた。

　　例えば，異なる言語及び文化を有する支援対象国とのコミュニケーションはもちろん

のこと，法制度に精通している通訳人の確保，国内の地方セミナー等における長時間移

動等に加え，日常面においても，後進的な保健衛生事情，医師国家試験がないラオスの

医療事情，食事事情等，日本の生活とは異なる様々な事情がある。

　　しかし，それでも，本研修の全体を通じて最も感じたことは，ＩＣＤの仕事，長期派

遣専門家の仕事は非常にやりがいのある仕事だということだった。

　　私は検事に任官して１０年になるが，検事としての仕事は，既に発生した事件の真相

を解明することにあり，誤解を恐れずに言えば，ある意味，将来を見据えたものではな

い。

　　しかし，本研修に参加して，ＩＣＤ教官及び長期派遣専門家の業務は，ＪＩＣＡの法

制度整備支援プロジェクトの目的の設定にまで及び，その目的実現のための法制度の構

築，ワーキンググループのテーマ設定等支援対象国の制度の制定及び普及をし，さらに

は法制度を支える人材育成支援を日々行うというものであり，支援対象国の将来の一翼

を担っていると言っても過言ではないということを理解することができた。

　　また，日本の法制度整備支援は，対象支援国において大変信頼されている点でも，非

常にやりがいを感じた。

　　本研修で表敬訪問したラオスの最高人民検察院において，同副長官を始めとする多く

の方々が，研修参加者という立場の我々に対して大変な歓迎をしてくださり，同副長官
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が日本の法制度整備支援に繰り返し謝意を述べた上で，法制度整備支援のさらなる発展

のために最高人民検察院に日本からの法曹を常勤させたいとまで述べられていたのが非

常に印象的であった。

　　本研修に参加して，実際に支援対象国を訪問し，長期派遣専門家の業務を目の当たり

にし，対象支援国の実施機関の皆様から直接お話を伺えたからこそ，法制度整備支援に

ついて理解を深めることができたのであり，本研修に参加しなければ，法制度整備支援

のやりがいについて，ここまで理解できなかったと思う。

　　本研修を終えて，日々研鑽を積み，いつの日か法制度整備支援に携わりたいという思

いを強くした。

第５　さいごに

　　本研修を支えてくださった小島麻友子教官及び今村佳織国際協力専門官を始めとする

国際協力部の皆様，ミャンマー及びラオスの長期派遣専門家を始めとするＪＩＣＡプロ

ジェクト事務所の皆様，本研修に送り出してくれた盛岡地方検察庁の皆様に感謝申し上

げる。
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２０１９年度国際協力人材育成研修に参加して

大阪地方検察庁　検察事務官　

瀧　谷　明日香

第１　はじめに

　　本研修は，東京にある法務総合研究所国際協力部において法制度整備支援に関する講

義を受講した上，アジアの支援対象国（ミャンマー連邦共和国及びラオス人民民主共和

国）を訪問し，支援活動の現場を直接見聞きすることにより，日本の法制度整備支援活

動をより具体的に理解し，必要な知識及び技術を学ぶことを目的としているものである。

　　また，本研修は，法務省が今後も開発途上国に対する法制度整備支援活動を適切に推

進していくために，将来，法制度整備支援活動に携わる可能性のある法務・検察職員を

対象に短期間の研修を実施するものである。

第２　研修の概要

　１　研修期間

　　　２０１９年１１月１０日～１１月２１日（移動日を含む。）

　２　研修場所

　　　国内　法務総合研究所国際協力部

　　　　　（東京都昭島市もくせいの杜２丁目１番１８号）

　　　海外　ミャンマーＪＩＣＡプロジェクト事務所等

　　　　　（ミャンマー連邦共和国ネーピードー市及びヤンゴン市）

　　　　　　ラオスＪＩＣＡプロジェクト事務所等

　　　　　（ラオス人民民主共和国ビエンチャン市）

　３　研修内容（概要）

　　⑴　国内研修（２０１９年１１月１１日，１２日，２０日，２１日）

　　　ア　法務省による法制度整備支援の概要に関する講義

　　　イ　各国における法制度整備支援の概要に関する講義

　　　ウ　国際協力部長による講話

　　　エ　国際専門官の業務に関する講義

　　　オ　長期派遣専門家の仕事に関する講義

　　　カ　海外研修オリエンテーション

　　　キ　資料整理，研修レポート作成

　　　ク　課題発表，統括質疑応答

　　⑵　海外研修（２０１９年１１月１３日ないし１９日）

　　　ア　ミャンマー連邦共和国

　　　　・ＪＩＣＡ長期派遣専門家との意見交換
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　　　　・連邦法務長官府とのミニセミナー

　　　　・ヤンゴン東地方裁判所訪問・裁判傍聴

　　　　・ＪＩＣＡミャンマー事務所訪問・講義

　　　　・在ミャンマー日本国大使館訪問

　　　イ　ラオス人民民主共和国

　　　　・ＪＩＣＡ長期派遣専門家との意見交換

　　　　・最高人民検察院表敬及び協議

　　　　・国立司法研修所表敬及び参加者による講義

　　　　・ビエンチャン首都裁判所における裁判傍聴

　　　　・ラオスプロジェクト事務所における刑事法ＳＷＧ会合傍聴

　　　　・ＪＩＣＡラオス事務所訪問・講義

第３　参加結果

　１　国内研修前半

　　⑴　２０１９年１１月１１日（月）

　　　ア　講義「法務省の法整備支援」

　　　　　国際協力部小島教官から，国際協力部の組織及び業務説明，法務省による法整

備支援の目的，特徴などの説明を受けた。

　　　イ　講義「各国法整備支援の概要１」

　　　　　国際協力部の前田佳行，小谷ゆかり教官からインドネシア及びベトナムへの日

本の法整備支援の現状等の説明を受けるとともに，下道良太教官からは，インド

ネシア及びネパールへの日本の法整備支援の現状等，裁判官としての支援国への

関わり方などの説明を受けた。

　　　ウ　講話

　　　　　森永太郎国際協力部長から，御自身の国際協力部教官時代の経験から培われた

法整備支援に対する熱い情熱や国際情勢について常日頃から情報収集しておくこ

との必要性についてなどの講話を受けた。

　　⑵　２０１９年１１月１２日（火）

　　　ア　講義「国際専門官の業務」

　　　　　国際研修事務部門の今村国際専門官から，パワーポイントを使用しながら，同

部の日常業務について時系列に沿って説明を受けるとともに，国際専門官にとっ

て必要な能力や気質，やりがいなどについての講義を受けた。

　　　イ　講義「長期派遣専門家の仕事」

　　　　　伊藤国際協力部副部長から，かつて長期派遣専門家としてラオスで勤務されて

いた経験を基に，現地で一緒に肩を並べて仕事することの重要性，現地の法整備

支援を進める上で，日本と支援国の言葉，歴史，文化などの背景の違いをきちん

と把握する必要があるとともに，支援国主体の法整備支援の重要性についての説
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明を受けた。

　　　　　また，伊藤国際協力部副部長は，現地の方に少しでも近づくためにラオス語を

勉強されていたことや，自らの法整備支援の経験から，長期派遣専門家に必要な

知識及び能力，法整備支援の魅力について語られた。

　　　ウ　講義「各国法整備支援の概要２」

　　　　　国際協力部の小島麻友子，氷室隼人，高梨未央，村田邦行の各教官から，カン

ボジア，モンゴル，ラオス，中国，バングラデシュ，ウズベキスタン，ミャンマー

への日本の法整備支援の現状等の説明を受けた。

　　　エ　海外研修オリエンテーション

　　　　　小島教官及び今村国際専門官から，国外研修における心構えや注意事項等の説

明を受けた。

　２　国外研修

　　⑴　２０１９年１１月１４日（木）

　　　ア　ミャンマー長期派遣専門家との意見交換

　　　　　ＪＩＣＡプロジェクト事務所を訪問し，検事出身の岩井長期派遣専門家，裁判

官出身の高木長期派遣専門家及び弁護士出身の小松長期派遣専門家が現地の伝統

衣装であるロンジェを腰に巻いて，現地スタッフと一緒に仕事をしている雰囲気

を見学しながら，ミャンマーが抱える問題点やそれに対する日本の法整備支援の

取組内容などの説明を受けた上で，研修参加者が長期派遣専門家に質問するなど

意見交換を行った。

　　　イ　連邦法務長官府（ＵＡＧＯ）とのミニセミナー

　　　　　連邦法務長官府を訪問し，ミャンマー側と日本側が対面する形で，岩井長期派

遣専門家司会の下，ミニセミナーが開催された。

　　　　　まず，日本側が事前に用意してきた「日本の権力分立と立法過程」及び「日本

の法曹人材育成について」のテーマについて，ミャンマー語に翻訳したパワーポ

イントを使用しながら，研修参加者の遠藤民事局付及び山内検事が通訳人を介し

て，それぞれのテーマに関するミャンマーと日本の違いについて説明を行った後，

質疑応答を行った。

　　　　　次に，ミャンマー側からも，パワーポイントを使用しながらミャンマーの歴史

的背景を交えつつ，現在のミャンマーの上記テーマに関する制度の説明があった

後，質疑応答を行った。

　　⑵　２０１９年１１月１５日（金）

　　　ア　ヤンゴン東地方裁判所訪問・裁判傍聴等

　　　　　ヤンゴン東地方裁判所を訪問し，実際に裁判を傍聴する前に，裁判官から，年

間を通じて刑事・民事事件の件数が３，０００件程度あること，主に刑事事件で

は薬物事件が多く，民事事件では土地関係に関する契約違反，金銭貸借違反事件

などが多いことなどの事前説明を受けた上，質疑応答を行った。
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　　　　　事前説明等を受けた後，実際に４つの刑事事件を傍聴し感じたこととしては，

ミャンマーでは殺人事件などの重大事件でさえ，単独制を採用していること，法

廷内に法廷が開かれている事件とは全く関係がない次の事件の被告人が同じ法廷

内に傍聴人から見える形で待機していること，法曹関係者は，法曹関係者ごとに

色が指定された帽子を被って裁判に臨んでいることなど日本の裁判との違いを実

感することができた。

　　　イ　ＪＩＣＡミャンマー事務所訪問・講義

　　　　　ヤンゴン市内にあるＪＩＣＡミャンマー事務所を訪問し，ミャンマーの歴史的・

社会的背景，産業等の概要説明を受けた後，ＪＩＣＡがミャンマーにおいて実施

している支援活動について具体的な説明を受けた。

　　　　　特に，ミャンマーにおいては，売春や強制労働などの搾取を伴う人身取引が深

刻な社会問題となっており，その解決に向けて，ＪＩＣＡは，多機関連携ネット

ワークを通じて，人身取引対策に従事する中核人材を育成したり，人身取引被害

者情報センターの機能強化を通じて被害者保護・帰還，社会復帰の活動を重点的

に行っているという説明を受けた。

　　　ウ　在ミャンマー日本国大使館訪問

　　　　　在ミャンマー日本国大使館を訪問し，自らもミャンマー長期派遣専門家として

勤務された経験を持つ國井弘樹一等書記官と面会し，日本の法整備支援の内容及

び大使館での業務内容などの説明を受けた。

　　　　　特に，日本の法整備支援の特徴は，現地の方と同じ職場で日々一緒に仕事をし

ているからこそミャンマーの法整備が抱える問題点を把握することができる上，

日本側からのアドバイスにも耳を傾けてくれること，法整備支援をすることで，

日本の企業がミャンマーに進出しやすくなり，ミャンマー国内の雇用を生み，ミャ

ンマーの経済発展に資すること，日本のマーケット市場や友好国が増えることな

どが挙げられることの説明を受けた。

　　　　　國井一等書記官は，ミャンマーの法整備支援に関わることは，自らの検察官時

代には味わえなかったすばらしい仕事であることを実感されていた。

　　⑶　２０１９年１１月１８日（月）

　　　ア　ラオス長期派遣専門家との意見交換

　　　　　ＪＩＣＡプロジェクト事務所を訪問し，検事出身の伊藤長期派遣専門家から，

ラオスにおける日本の法整備支援のプロジェクト内容についての説明を受けた。

　　　　　具体的には，法律人材育成強化プロジェクトの一環として，刑事訴訟法・民事

訴訟法のチャート，契約内債務法・契約外債務法ハンドブック，刑事訴訟法・民

事訴訟法ハンドブック，実際の事件を取り上げた刑事・民事の模擬事件記録など

を作成した旨の説明を受けた。

　　　　　今後の目標としては，ベトナムにおいて，ベトナムの法律をまとめた「ベトナ

ム六法」が作成されたことに伴い，ラオスにおいても「ラオス六法」を作成する
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動きがあり，一般への普及を軸として，関係各署に対しアンケートを実施した上

で，その意見を吸い上げ，実用に即したものを作成する予定があること，また，

自白法則，違法収集証拠排除法則などの問題を中心として，同じ問題について，

ラオス，ドイツ，アメリカ，日本，ベトナムの各国の法律を適用した場合の回答

をまとめた証拠法 Q&A 集の作成に取り組んでいる旨の説明を受けた。

　　　イ　最高人民検察院表敬及び協議

　　　　　最高人民検察院を訪問し，ラオスの伝統的なお菓子を頂きながら，ラオス側か

ら，日本が長きにわたり長期専門家を現地に派遣してくれていること，あくまで，

ラオス側主体の法整備支援に徹してくれていることに非常に感謝していることを

伝えられた。

　　　　　また，今年で日本のラオスに対する法整備支援が２０周年に当たる年であり，

今後も法整備に関して日本からの支援継続を希望していることを伝えられた。

　　　　　その後，協議を行い，ラオス側が今後改善していく必要のある事項として，ラ

オスにおける法曹教育のカリキュラムが，法律一般者向けと実務家向けが混在し

ていることを挙げられた。

　　　ウ　国立司法研修所表敬及び参加者による講義

　　　　　国立司法研修所を訪問し，１００人くらいの学生に対して，ラオス語に翻訳さ

れたパワーポイントを使用しながら，同時通訳で，日本側が事前に用意してきた

「日本の権力分立と立法過程」については，研修参加者の遠藤民事局付が講義を

行い，「日本の法曹人材育成について」については，山内検事と伊藤検事が講義

を行った。

　　　　　講義後，学生から日本側に質問があり，具体的には，日本の場合，「良い憲法」

をどのように考えるか，軍事や行政関係の事案の場合，その事案の公平性はどの

ように担保されるのか，裁判の独立性は，どのようにして透明性を確保できるの

か，裁判官の汚職対策はどのようなものかというものであった。

　　　　　これらの質問に対して活発な議論が交わされた後，日本側からも学生に対して，

ラオスの裁判システムについてどのような考えを持っているのかを尋ねたとこ

ろ，ラオスにおいて裁判が遅延していることが正義に反すること，法に対して不

信感を持っていること，裁判官の保障が不十分であることなど問題意識を持って

いることが分かった。

　　⑷　２０１９年１１月１９日（火）

　　　ア　ビエンチャン首都裁判所訪問・裁判傍聴等

　　　　　ビエンチャン首都裁判所を訪問し，薬物事件の裁判を傍聴した。

　　　　　ラオスの裁判は，日本の裁判と構造が似ている部分もあるが，ラオスの法廷は，

法廷と傍聴席との間にバーがなく，被告人が傍聴席に座っていること，裁判は原

則３人の裁判官で行っていることなど日本の裁判との違いを認識した。

　　　　　裁判傍聴後，３人の裁判官から説明を受けた上，日本側から質問をする機会が
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設けられたことで，ラオスにおいては，法律上，裁判が始まるまでに訴訟記録を

裁判官が事前に見ることができること，傍聴席に被告人が座っている点について，

被告人が逃走したり，暴れる危険性の判断は事前に記録を見ることで判断してい

ることから，傍聴席に被告人が座っていることについては問題がないことなど日

本との違いを認識することができた。

　　　イ　刑事法ＳＷＧ会合傍聴

　　　　　ラオスプロジェクト事務所で行われている，証拠法の Q&A 集に関するワーキ

ンググループの会合の様子を見学した。

　　　　　今回の会合の目的としては，伊藤長期派遣専門家から，作成した上記 Q&A 集

の最終チェック及び合同調整委員会（JCC）への報告会議で提示され得る可能性

のある質問事項を予測し，それに備えるための会合をしている旨の説明を受けた。

　　　　　会合は，ラオス主導で行いつつ，伊藤長期派遣専門家が JCC から事前に提示

されている質問にどう対応するべきか，また，上記 Q&A 集の体裁面を統一する

必要があること，プライバシー保護の観点から判例集の人物名をマスキングする

必要があるなどのアドバイスを行っていた。

　　　ウ　ＪＩＣＡラオス事務所訪問

　　　　　ＪＩＣＡラオス事務所を訪問し，ラオスの概況及びラオスにおけるＪＩＣＡ事

業の概要についての説明を受けた。

　　　　　ＪＩＣＡが支援しているラオス各地の特産物である，サイニャブリの象の形を

した藍染のコットン製品のキーホルダー及びウドムサイの手織りのハンカチを購

入した。

　　　　　どの製品も，手作りでかわいくて，機能的にもしっかりしたものであり，日本

において愛用している。

　３　国内研修後半

　　⑴　２０１９年１１月２０日（水）

　　　資料整理・レポート作成

　　　　帰国後，各自が担当している議事録の作成，国外研修前に各自が設定した今回の

研修での課題発表のための資料作成を行った。

　　⑵　２０１９年１１月２１日（木）

　　　課題発表・統括質疑応答

　　　　研修参加者７人全員が，海外研修に行く前に設定した課題について，１人２０分

程度で課題発表を順次行い，質疑応答を行った。 

　　　　同じ研修に参加していても，各自の職業柄の違いもあると思われるが，感じ方は

違うということを認識した。

第４　所感

　　本研修でミャンマーとラオスを訪問したことで，文献だけでは分からない長期派遣専
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門家の活動を実際に見ることができ，また，現地のカウンターパートの方々と意見交換

等をする機会が設けられたことで，日本の法制度整備支援に対する考え方を肌で感じる

ことができた。

　　また，支援国に法制度整備支援をしていくためには，支援国と日本の社会的背景や法

制度の相違を認識した上で，自国の法制度についてしっかりと理解していなければなら

ないということも痛感した。

　　このようなすばらしい法制度整備支援を行っている国際協力部で，今回の研修で固い

絆で結ばれた研修参加者と再会し，共に法制度整備支援活動に関わっていける機会があ

れば幸いである。
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【講義・講演】

　２０１９年１１月から２０２０年１月までの間に，法務総合研究所国際協力部の教官等

が行った講義・講演は下記のとおりです。

記

１　慶応義塾大学における講義

　　日　時　２０１９年１１月７日（木）

　　場　所　慶応義塾大学

　　対　象　慶應義塾大学法学部生，大学院生

　　テーマ　法整備支援概論

　　担　当　国際協力部長　森永太郎

２　大阪大学における講義

　⑴　日　時　２０１９年１１月２１日（木）

　　　場　所　大阪大学法科大学院

　　　対　象　大阪大学法科大学院生

　　　テーマ　リーガル・プロフェッションの最先端～検事の職務と国際協力

　　　担　当　国際協力部教官　伊藤浩之

　⑵　日　時　２０１９年１１月２２日（金）

　　　場　所　大阪大学

　　　対　象　大阪大学法学部生，大学院生

　　　テーマ　法と開発～法務省による法整備支援 - アジア諸国への支援とその魅力 -

　　　担　当　国際協力部教官　伊藤浩之

　⑶　日　時　２０２０年１月１０日（金）

　　　場　所　大阪大学

　　　対　象　大阪大学法学部生，大学院生

　　　テーマ　法と開発～裁判官出身として法整備支援に関わることについて

　　　担　当　国際協力部教官　鈴木一子

３　ＷＩＰＯ主催ワークショップにおける講義

　　日　時　２０１９年１２月３日（火）

　　場　所　都市センターホテル

　　対　象　東南アジア諸国の司法機関関係者等
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　　テーマ　日本における知的財産侵害事件に係る刑事手続

　　担　当　国際協力部教官　村田邦行

４　信州大学における講義

　　日　時　２０１９年１２月１８日（水）

　　場　所　信州大学

　　対　象　信州大学経法学部生

　　テーマ　現代法務～法務省による法整備支援 - アジア諸国への支援とその魅力 -

　　担　当　国際協力部教官　伊藤浩之
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【研修等実施履歴】

　２０１９年１１月から２０２０年１月までの間に，当部等が実施した研修等は下記のと

おりです。

　研修の詳細等についてお知りになりたい方は，当部まで御連絡ください。

記

１　研修

　⑴　２０１９年度国際協力人材育成研修

　　　日　時　２０１９年１１月１０日（日）から同月２１日（木）まで

　　　場　所　国際法務総合センターほか

　　　テーマ　法制度整備支援活動に携わる人材の育成

　　　担　当　国際協力部教官　小島麻友子，国際専門官　今村佳織

　⑵　第３回バングラデシュ本邦研修

　　　日　時　２０１９年１１月２４日（日）から同年１２月７日（土）まで

　　　場　所　法務省赤れんが棟，ＪＩＣＡ東京ほか

　　　テーマ　調停制度

　　　担　当　国際協力部教官　高梨未央，下道良太，国際専門官　本間基之

　⑶　ラオス法の支配発展促進プロジェクト第４回本邦研修

　　　日　時　２０１９年１２月１日（日）から同月１４日（土）まで

　　　場　所　法務省赤れんが棟，ＪＩＣＡ横浜ほか

　　　テーマ　教育・研修改善

　　　担　当　国際協力部教官　氷室隼人，前田佳行，鈴木一子，国際専門官　執行優里

　⑷　第２回カンボジア民法・民事訴訟法運用改善支援研修

　　　日　時　２０２０年１月２６日（日）から同年２月１日（土）まで

　　　場　所　法務省赤れんが棟，ＪＩＣＡ東京ほか

　　　テーマ　不動産登記法

　　　担　当　国際協力部教官　小島麻友子，大西宏道，国際専門官　執行優里

　⑸　インドネシア法整備支援第１３回本邦研修

　　　日　時　２０２０年１月２６日（日）から同年２月８日（土）まで

　　　場　所　法務省赤れんが棟，ＪＩＣＡ東京ほか

　　　テーマ　著作権法
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　　　担　当　国際協力部教官　下道良太，国際専門官　今村佳織

　⑹　第１回スリランカ本邦研修

　　　日　時　２０２０年１月２６日（日）から同年２月８日（土）まで

　　　場　所　法務省赤れんが棟，ＪＩＣＡ東京ほか

　　　テーマ　刑事司法実務改善（刑事訴訟の遅延解消に向けて）

　　　担　当　国際協力部教官　高梨未央，国際専門官　吉田有里

２　共同研究

　⑴　令和元年度ミャンマー土地登録法制共同研究

　　　日　時　２０１９年１１月２４日（日）から同月３０日（土）まで

　　　場　所　国際法務総合センター，法務省赤れんが棟ほか

　　　テーマ　土地登録法制

　　　担　当　国際協力部教官　村田邦行，大西宏道，国際専門官　吉田有里

　⑵　令和元年度東ティモール共同法制研究

　　　日　時　２０１９年１２月１０日（火）から同月１９日（木）まで

　　　場　所　国際法務総合センターほか

　　　テーマ　分類処遇，改善更生のための効果的な処遇方策等

　　　担　当　国際連合研修協力部教官　山本麻奈，国際専門官　嵐文子

３　その他

　⑴　第２４回日中民商事法セミナー

　　　日　時　２０１９年１１月７日（木）

　　　場　所　法務省地下１階大会議室

　　　テーマ　外商投資法，デジタル時代のスマートシティ建設

　　　担　当　国際協力部教官　氷室隼人，国際専門官　豊田安史

　⑵　司法修習（選択型実務修習）

　　　日　時　２０１９年１１月１１日（月）から同月１５日（金）まで

　　　場　所　国際法務総合センターほか

　　　担　当　国際協力部教官　前田佳行，国際専門官　豊田安史
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【活動予定】

　２０２０年４月から同年６月までの間に，当部が行う予定の研修等は，下記のとおりで

す。

　聴講等を御希望される方は，事前に当部まで御連絡ください。なお，研修内容や研修場

所のスペースの関係で御希望に添えない場合がございますので，あらかじめ御了承くださ

い。

記

１　共同研究

　　第２１回日韓パートナーシップ共同研究（日本セッション）

　　日　時　２０２０年６月９日（火）から同月１９日（金）まで（予定）

　　場　所　国際法務総合センターほか（予定）

　　テーマ　不動産登記，商業法人登記，戸籍及び民事執行の制度上及び実務上の諸問題

　　担　当　国際協力部教官　大西宏道

２　シンポジウム

　　法整備支援へのいざない

　　日　時　２０２０年６月下旬

　　場　所　国際法務総合センターほか（予定）

　　担　当　国際協力部教官　村田邦行
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法整備支援活動年表

（法務総合研究所が把握しているものを中心に）

2020年1月31日現在

法整備支援活動年表
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年度 ベトナム

1991 ・ベトナム司法大臣が日本法務大臣に支援要請

1992

1993 ・森嶌昭夫名古屋大学教授(当時)が文化交流プロジェクトで訪越し，日本民法紹介

1994 ・法務省でベトナム司法省に本邦研修開始(1996年まで年１回)

1995 ・1995.８～2001.３「市場経済化支援開発政策調査」(通称：石川プロジェクト)実施

1996 ・法整備支援フェーズ１開始(1996年12月～1999年11月）
・長期専門家１名(弁護士)派遣

1997 ・法整備支援フェーズ１継続
　　本邦研修(年２回へ)
　　現地セミナー開始(年４回)

1998 ・前年と同様

1999 ・日越民商事法セミナー開催
・法整備支援フェーズ２開始(1999年12月～2002年11月)
　　ベトナム民法改正共同研究
　　法令鳥瞰図作成
　　人材育成
・対象機関に最高人民裁判所，最高人民検察院が加わる
・長期専門家１名(業務調整員)派遣

2000 ・法整備支援フェーズ２継続
     本邦研修(年４回)
     現地セミナー(年８回)
   ※ 以後，2002年まで同様
・長期専門家３名(裁判官出身者含む検事２名，弁護士１名)派遣
・民法改正共同研究会開始

2001 ・法整備支援フェーズ２継続
・長期専門家２名(検事，弁護士各１名)派遣
・法整備支援フェーズ２を2003年３月まで延長

2002 ・前年と同様
・JICAが，ベトナム元司法大臣を招へい
・長期専門家１名(裁判官出身検事)派遣

2003 ・法整備支援フェーズ３開始
  (2003年７月～2006年６月）
    民法改正共同研究会継続
    民事訴訟法共同研究会開始
    法曹養成共同研究会開始（法務省，最高裁，日弁連）
    判決書・判例整備共同研究会開始（法務省，最高裁，日弁連）
・破産法改正支援セミナー実施
・長期専門家１名(検事)派遣
・現地セミナーを開催(民法，民訴法，法曹養成）
・法総研・JICAがベトナム司法大臣一行を招へい
・本邦研修実施(法曹養成）

2004 ・法整備支援フェーズ３継続
・ベトナム国家大学日本法講座開講
・長期専門家４名(裁判官出身者含む検事２名，弁護士１名，業務調整員１名)派遣
・現地セミナーを開催（民法，民訴法，法曹養成，判決書・判例）
・民事訴訟法成立(６月15日）
・改正破産法成立(６月15日）
・本邦研修実施(１月，２月）（法曹養成，民法改正共同研究）

2005 ・法整備支援フェーズ３継続
・長期専門家１名（裁判官出身検事）派遣
・ベトナム国家大学日本法講座継続
・現地セミナーを開催（判決書・判例，判決執行法，法曹養成）
・改正民法成立(６月14日）
・本邦研修実施(９月，２月）（判決書標準化，法曹養成）
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年度 ベトナム

2006 ・法整備支援フェーズ３を2007年３月まで延長
・長期専門家１名（業務調整員）派遣
・ベトナム国家大学日本法講座継続
・現地セミナーを開催（判決書・判例）
・日越司法制度研修及び共同研究実施(10月，判決書・判例，最高人民裁判所から４名招へい）

2007 ・法･司法制度改革支援プロジェクト開始(2007年４月～2011年３月）
・民法共同研究会開始
・裁判実務改善研究会開始
・長期専門家４名（裁判官出身者含む検事２名，弁護士１名，業務調整員１名）派遣
・ベトナム国家大学日本法講座継続
・ハノイ法科大学に日本法教育研究センターを設立（名古屋大学）
・現地セミナーを開催（９月，国賠法）
・本邦研修実施(11月，国賠法起草）

2008 ・法･司法制度改革支援プロジェクト継続
・民法共同研究会，裁判実務改善研究会継続
・長期専門家４名（裁判官出身者含む検事２名，弁護士１名，業務調整員１名）継続
・ベトナム国家大学日本法講座継続
・本邦研修実施(６月:犯罪学研究，８月:裁判実務の改善及び判例情報等の提供のための方策，３月:刑訴法改正）
・民事判決執行法成立(11月14日）

2009 ・法･司法制度改革支援プロジェクト継続
・民法共同研究会，裁判実務改善研究会継続
・長期専門家４名（裁判官出身者含む検事２名，弁護士１名，業務調整員１名）継続
・ベトナム国家大学日本法講座継続
・本邦研修実施(８月:不動産登記法・担保取引登録法起草，10月:日弁連の組織，活動，12月:改正刑事訴訟法起草，民事判決執行法運
用指導，２月:行政訴訟法起草）
・国家賠償法成立（６月）
・現地セミナーを開催（行政訴訟法，弁護士連合会の組織・運営方法等）

2010 ・法･司法制度改革支援プロジェクト継続
・JICA調査団派遣（終了時評価・詳細計画策定調査）
・民法共同研究会，裁判実務改善研究会継続
・長期専門家４名（裁判官出身者含む検事２名，弁護士１名，業務調整員１名）継続
・ベトナム国家大学日本法講座継続
・日越司法制度共同研究 （６月）
・現地セミナーを開催（８月）
・司法省次官招へい（10月）
・本邦研修実施(９月:弁護士職務基本規程・単位会の役割等，11月:戸籍法起草，12月:改正刑事訴訟法起草，1月:改正民事訴訟法起草）
・行政訴訟法成立(11月)
・改正民事訴訟法成立（３月）

2011 ・法・司法制度改革支援プロジェクトフェーズ２開始（2011年４月～2015年３月）
・民法共同研究会，裁判実務改善研究会継続
・長期専門家４名（裁判官出身者含む検事２名，弁護士１名，業務調整員１名）継続
・ベトナム国家大学日本法講座継続
・日越司法制度共同研究実施（６月）
・本邦研修実施（２月:弁護士会の組織・弁護士の能力強化及び弁護士過疎対策，２月:民法改正，３月:裁判所組織法改正）

2012 ・法・司法制度改革支援プロジェクトフェーズ２継続
・民法共同研究会，裁判実務改善研究会継続
・長期専門家４名（裁判官出身者含む検事２名，弁護士１名，業務調整員１名）継続
・ベトナム国家大学日本法講座継続
・日越司法制度共同研究実施（６月）
・本邦研修実施（２月:刑事司法における弁護人の権利の確立，２月:民法改正，３月:裁判所組織法改正）

2013 ・法・司法制度改革支援プロジェクトフェーズ２継続
・民法共同研究会，裁判実務改善研究会継続
・長期専門家４名（裁判官出身者含む検事２名，弁護士１名，業務調整員１名）継続
・ベトナム国家大学日本法講座継続
・日越司法制度共同研究実施（８月，最高人民検察院長官招へいも同時に実施）
・本邦研修実施（10月:破産法，地方弁護士会及び地方の弁護士事務所の組織・運営・弁護士自治，３月:民法改正～国際私法分野の改正
について）
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年度 ベトナム

2014 ・法・司法制度改革支援プロジェクトフェーズ２継続（2011年４月～2015年３月）
・民法共同研究会，裁判実務改善研究会継続
・長期専門家４名（裁判官出身者含む検事２名，弁護士，業務調整員各１名）継続
・日越司法制度共同研究実施（６月：刑法改正，７月：検察官養成）
・本邦研修実施（12月:検察官養成，３月：民法改正）
・現地セミナーを開催（簡易手続，上訴制度，刑訴法改正等）
・JICA調査団派遣（８月：終了時評価，９月：詳細計画策定プレ調査，11月：詳細計画策定調査，12月：第三次詳細計画策定調査，１月：
JCC）
・刑法改正支援現地ワークショップ（９月，１１月，２月）

2015 ・2020年を目標とする法･司法改革支援プロジェクト開始(2015年４月～2020年３月）
・民法共同研究会，裁判実務改善研究会継続
・長期専門家１名（検事）を増員し５名に（10月；裁判官出身者含む検事３名，弁護士，業務調整員各１名）
・日越司法制度共同研究実施（６月：刑事政策研究等）
・本邦研修実施（９月：法令の整合性，11月：法令の整合性，12月：検察官養成）
・JICA調査団派遣（10月：JCC）

2016 ・2020年を目標とする法･司法改革支援プロジェクト継続
・長期専門家５名（裁判官出身者含む検事３名，弁護士，業務調整員各１名）継続
・JICA調査団派遣（４月：JCC，11月：財産登録法）
・本邦研修実施（７月：法令の整合性，検察官養成，９月：財産登録法，11月：裁判官養成）
・現地調査実施（11月：財産登録法）
・現地セミナー(２月：財産登録法等）

2017 ・2020年を目標とする法･司法改革支援プロジェクト継続
・長期専門家５名（裁判官出身者含む検事３名，弁護士，業務調整員各１名）継続
・現地調査実施（４月：財産登録法）
・本邦研修実施（５月：判例制度等，７月：財産登録法，11月：民事執行制度・登記制度）
・JICA調査団派遣（１月：中間レビュー）
・現地セミナー(９月：判例制度，10月：家庭裁判所）

2018 ・2020年を目標とする法･司法改革支援プロジェクト継続
・長期専門家５名（裁判官出身者含む検事３名，弁護士，業務調整員各１名）継続
・本邦研修実施（６月：和解・調停，10月：法令の整合性）
・JICA調査団派遣（５月，１月：JCC）
・現地セミナー(12月：調停人養成，２月：家裁調査官養成）

2019 ・2020年を目標とする法･司法改革支援プロジェクト継続
・長期専門家の派遣継続
・本邦研修実施（10月：三者共同活動，２月：法令の整合性に関わる基礎理論と実務）
・JICA調査団派遣（４月：JCC，９月）
・現地セミナー(８月：争訟原則における検察官の尋問技術）
・ワークショップ（８月：裁判官による司法面接的手法の導入）
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年度 カンボジア

1993

1994 ・日弁連が「カンボジア司法制度の現状と課題」セミナーを開催

1995

1996 ・法務省・最高裁・日弁連合同で本邦研修開始(年１回)

1997 ・上記本邦研修継続

1998 ・上記本邦研修継続
・JICAカンボジア事務所へ調査のため派遣
・民法・民事訴訟法起草支援を合意

1999 ・JICA法制度整備プロジェクトフェーズ１開始（1999年３月～2003年３月）
・カンボジア司法省に長期専門家２名（うち１名は弁護士)を派遣
・上記起草支援のため，作業部会が日本，現地でワークショップを相当数開催

2000 ・JICA法制度整備プロジェクトフェーズ１継続
・本邦研修も作業部会との協議を中心とする起草支援の内容で実施　(年２回)
・日弁連が司法調査団を派遣
・日弁連がカンボジア王国弁護士会と友好協定締結
・日弁連がカンボジア王国弁護士会を対象にセミナーを開催

2001 ・JICA法制度整備プロジェクトフェーズ１継続
・日弁連がカンボジア王国弁護士会司法支援プロジェクト(JICA小規模開発パートナー事業)を開始
・日弁連が弁護士継続教育セミナー(第１回～第４回)を開催
(なお，これは，カナダ弁護士会(３回開催)，リヨン弁護士会(１回開催)との共同プロジェクトであり，計８回開催)

2002 ・JICA法制度整備プロジェクトフェーズ１継続（2003年３月まで）
・民法典及び民事訴訟法典起草記念セミナーを開催（フン･セン首相が演説）
・民法・民事訴訟法起草作業完了
・日弁連がカンボジア王国弁護士会司法支援プロジェクト(JICA開発パートナー事業)開始(３年間)
・本邦研修を実施(起草支援，立法化支援）

2003 ・本邦研修実施(立法化支援）
・JICA調査団派遣
・民法，民事訴訟法作業部会継続
・日弁連がJICA開発パートナー事業を継続
・司法官職養成校にJICA短期専門家を派遣(検事)

2004 ・JICA法制度整備プロジェクトフェーズ２開始(2004年4月～2007年４月)
    立法化支援
    附属法令整備
・民法，民事訴訟法作業部会継続
・カ司法省へ長期専門家２名(うち１名は弁護士)を派遣
・日弁連JICA開発ﾊﾟｰﾄﾅｰ事業を継続
・法曹養成に関するCP研修実施
・司法官職養成校にJICA短期専門家を派遣(検事)
・本邦研修実施(２月)(民法・民訴法)

2005 ・JICA法制度整備プロジェクトフェーズ２継続
    立法化支援
    附属法令整備
・民法，民事訴訟法作業部会継続
・カ司法省へ長期専門家２名(うち１名は弁護士)を派遣
・現地セミナーを開催（模擬裁判）
・本邦研修実施(２月)
  　(民法・民訴法)
・法曹養成研究会発足
・JICA裁判官・検察官養成校民事教育改善プロジェクト開始(2008年３月まで)
・裁判官・検察官養成校に長期専門家２名を派遣　(うち１名は検事)
・本邦研修実施(10月)(法曹養成)
・日弁連の弁護士会司法支援プロジェクト(JICA開発パートナー事業)が終了
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年度 カンボジア

2006 ・JICA法制度整備プロジェクトフェーズ２継続（2007年4月まで）
　　立法化支援
　　附属法令整備
・民法，民事訴訟法作業部会継続
・カ司法省へ長期専門家２名派遣継続
・民事訴訟法成立（６月）・公布（７月）
・短期専門家派遣（８月）
・現地セミナーを開催（８月：民法特別講義，３月：民訴法）
・遠隔セミナーを開催（12月）
・法総研，（財）国際民商事法センターがカンボジア司法大臣一行を招へい
・JICA法制度整備プロジェクトフェーズ２延長決定　（2008年４月まで）
・JICA裁判官・検察官養成校民事教育改善プロジェクト継続
・法曹養成研究会継続
・裁判官・検察官養成校に長期専門家２名派遣継続
・現地セミナーを開催（８月）（判決書セミナー）
・JICA-Netセミナーを開催(４月,12月)
・本邦研修実施(２月)(法曹養成)

2007 ・JICA法制度整備プロジェクトフェーズ２継続
　　立法化支援
　　附属法令支援
・民法，民事訴訟法作業部会継続
・カ司法省へ長期専門家１名（弁護士）を追加派遣，合計３名
・民事訴訟法適用（７月）
・民法成立（11月）・公布（12月）
・遠隔セミナーを開催（８月：民訴法）
・現地セミナーを開催（１月：民訴法）
・JICA調査団派遣
・JICA裁判官・検察官養成校民事教育改善プロジェクト継続
・法曹養成研究会継続
・裁判官・検察官養成校に長期専門家２名派遣継続
・JICA-Netセミナーを開催（５月，９月）
・本邦研修実施（７月，法曹養成，民訴法）
・現地セミナーを開催（11月：民法，12月：民事模擬裁判）
・JICA調査団派遣
・JICA弁護士会司法支援プロジェクト開始（６月）

2008 ・JICA法制度整備プロジェクトフェーズ３開始（2008年４月～2012年３月）
 　附属法令起草支援
・民法，民事訴訟法作業部会継続
・カ司法省へ長期専門家３名派遣継続
・遠隔セミナーを開催（12月：民訴法関係）
・現地セミナーを開催（12月：民法）
・本邦研修実施（２月：不動産登記法）
・JICA調査団派遣
・JICA裁判官・検察官養成校民事教育改善プロジェクトフェーズ２開始（2008年４月～2012年３月）
・法曹養成アドバイザリー・グループ開始
・裁判官・検察官養成校へ長期専門家２名派遣継続
・JICA-Netセミナーを開催（９月）
・本邦研修実施（10月，３月）
・現地セミナーを開催（12月，２月）
・JICA弁護士会司法支援プロジェクト継続

2009 ・JICA法制度整備プロジェクトフェーズ３継続
　　附属法令起草支援
・民法，民事訴訟法作業部会継続
・カ司法省への長期専門家３名派遣継続
・現地セミナーを開催（12月：民訴法関係）
・JICA裁判官・検察官養成校民事教育改善プロジェクトフェーズ２継続
・法曹養成アドバイザリー・グループ継続
・裁判官・検察官養成校への長期専門家２名派遣継続
・JICA-Netセミナーを開催（５月）
・本邦研修実施（10月，11月）
・現地セミナーを開催（６月，８月，12月）
・JICA弁護士会司法支援プロジェクト継続
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年度 カンボジア

2010 ・JICA法制度整備プロジェクトフェーズ３継続
　　附属法令起草支援
・民法，民事訴訟法作業部会継続
・カ司法省への長期専門家３名の派遣継続
・JICA-Netセミナー開催（12月：法人登記）
・本邦研修実施（２月：不動産登記）
・JICA裁判官・検察官養成校民事教育改善プロジェクトフェーズ２継続
・法曹養成アドバイザリー・グループ継続
・裁判官・検察官養成校への長期専門家２名派遣継続，新たに１名（裁判官出身）を派遣
・JICA-Netセミナーを開催（５月：民事訴訟法）
・現地セミナー開催（９月：民法）
・本邦研修実施（10月：法曹養成）
・現地セミナー開催（３月：民法）
・JICA弁護士会司法支援プロジェクト終了（５月）
・法総研が現地調査実施（５月：ニーズ調査）

2011 ・JICA法制度整備プロジェクトフェーズ３継続（2012年３月まで）
　　附属法令起草支援
・民法，民事訴訟法作業部会継続
・司法省への長期専門家３名派遣継続
・民法適用法公布（６月）
・現地セミナー開催（８月，９月，11月：民法）
・JICA調査団派遣（９月：終了時評価）
・民法適用，同記念式典（12月）
・現地セミナー開催（12月：民法普及）
・本邦研修実施予定（２月：法人登記）
・JICA裁判官・検察官養成校民事教育改善プロジェクトフェーズ２継続（2012年3月まで）
・法曹養成アドバイザリー・グループ継続
・裁判官・検察官養成校への長期専門家３名派遣継続
・本邦研修実施（６月，10月：法曹養成）
・JICA調査団派遣（９月：終了時評価）
・現地セミナー開催（１月：民法）
・JICA調査団派遣（10月：次期案件詳細計画策定）

2012 ・JICA民法・民事訴訟法普及プロジェクト開始（2012年４月～2017年3月）
　　不動産登記共同省令起草支援
　　司法省，王立司法学院，弁護士会，王立法律経済大学を対象とした人材育成支援
・民法，民事訴訟法作業部会継続
・長期専門家４名（裁判官出身者含む検事・弁護士等）派遣
・現地セミナー開催（９月，12月：不動産登記）
・現地セミナー開催（２月：親族相続法）
・本邦研修実施（２月：人材育成）
・JICA調査団派遣（11月：JCC参加）

2013 ・JICA民法・民事訴訟法普及プロジェクト継続
　　ただし，法令起草支援の分野は終了（～３月）
　　司法省，王立司法学院，弁護士会，王立法律経済大学を対象とした人材育成支援は継続
・民法，民事訴訟法作業部会継続
・長期専門家３名派遣継続，１名は派遣終了
・現地セミナー（９月，12月：民事訴訟法　３月：民法）
・本邦研修（10月，２月：人材育成）
・JICA調査団派遣（９月：運営指導調査，12月：JCC）

2014 ・JICA民法・民事訴訟法普及プロジェクト継続
　　司法省，王立司法学院，弁護士会，王立法律経済大学を対象とした人材育成
・民法，民事訴訟法作業部会継続
・本邦研修実施（６月，10月，２月）
・長期専門家１名（検事）派遣，１名派遣終了（９月）
・JICA調査団派遣（８月：中間レビュー，１2月：JCC）
・現地セミナー開催（12月：判決公開，３月：不動産登記共同省令）

2015 ・JICA民法・民事訴訟法普及プロジェクト継続
　司法省，王立司法学院，弁護士会，王立法律経済大学を対象とした人材育成
・民法，民事訴訟法作業部会継続
・長期専門家３名は派遣継続（裁判官・弁護士各１名は，３月で派遣終了）
・本邦研修実施（９月，３月）
・JICA調査団派遣（12月：JCC及び次期プロジェクト協議）
・現地セミナー開催（７月：不動産登記共同省令，１月：民事保全）
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年度 カンボジア

2016 ・JICA民法・民事訴訟法普及プロジェクト継続（2017年３月まで）
　　司法省，王立司法学院，弁護士会，王立法律経済大学を対象とした人材育成
・民法，民事訴訟法作業部会継続
・長期専門家２名（検事，弁護士）は派遣継続（弁護士１名は９月で派遣終了，検事１名は３月で派遣終了），１名（弁護士）新規派遣
・本邦研修実施（10月）
・JICA調査団派遣（８月：終了時評価，９月：次期プロジェクト詳細計画策定調査，１月：JCC）
・短期専門家１名派遣（10～３月）
・現地セミナー開催（８月：民事実務上の諸問題-訴状の不備等，１月：民事実務上の諸問題-再審等，２月：民事実務上の諸問題-強制執
行等）

2017 ・JICA民法・民事訴訟法運用改善プロジェクト開始（2017年４月～2022年３月）
・民法作業部会終了（～８月)，民事訴訟法作業部会継続
・長期専門家３名（裁判官出身者を含む検事２名，弁護士１名）の派遣継続
・現地セミナー（８月：実務上の諸問題）
・日弁連・BAKC・ICDセミナー（１月：遺産分割，３月：離婚等）
・RULE・ICDセミナー(３月：離婚)

2018 ・JICA民法・民事訴訟法運用改善プロジェクト継続
・民事訴訟法作業部会継続，不動産登記法アドバイザリーグループ会合（12月）
・長期専門家３名（裁判官出身者を含む検事２名，弁護士１名）の派遣継続
・日弁連・BAKC・ICDセミナー（８月：不動産強制執行，３月：民事保全）
・JICA調査団派遣（１月：JCC参加等）
・本邦研修（２月）
・不動産登記法ワークショップ（２月）

2019 ・JICA民法・民事訴訟法運用改善プロジェクト継続
・民事訴訟法作業部会会合(９月)，不動産登記法アドバイザリーグループ会合（12月）
・長期専門家の派遣継続
・日弁連・BAKC・ICDセミナー（３月：民事訴訟）
・JICA調査団派遣（１月：JCC参加等）
・本邦研修（１月：不動産登記法）
・不動産登記法セミナー（10月）
・執行官法セミナー(１月)
・王立司法学院と法務総合研究所との間で協力覚書（MOC）締結（１月）
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年度 ラオス

1995

1996 ･ラオス司法大臣が来日し，支援要請

1997

1998 ・名古屋大学及び法務総合研究所が受託機関となり本邦研修を開始
・現地セミナー・調査（12月），本邦研修（２月）を実施

1999 ・本邦研修（11月），現地セミナー（２月）を実施

2000 ・前年と同様
・現地で司法制度調査を実施(約３か月)
・現地セミナー（６月），本邦研修（11月）を実施
・JICAプロジェクト形成調査団派遣（12月）
・日弁連が司法調査団を派遣（４月）

2001 ・司法アドバイザー型の短期専門家を派遣(合計８か月間)
・本邦研修（10月・３月）
・現地セミナー（２回）

2002 ・長期専門家１名を派遣(検事)
・現地セミナー（４回）
・本邦研修（10月・３月）

2003 ・JICAプロジェクト開始（2005年５月まで予定）
   法令データベース作成
   法令集出版支援
   教科書及び辞書作成支援
   検察マニュアル作成支援
   講師養成
・長期専門家１名を派遣(検事)
・本邦研修（11月・2月）

2004 ・JICAプロジェクト継続
・長期専門家２名を派遣（検事・弁護士）
・本邦研修(年２回)
・現地セミナー

2005 ・JICAプロジェクト継続
・長期専門家２名を派遣（検事・弁護士）
・本邦研修(２回)
・現地セミナー(民法教科書，判決書マニュアル，検察マニュアル）
・検察マニュアル及び判決書マニュアル完成

2006 ・JICAプロジェクトを2007年５月まで延長
・現地にて普及セミナー実施
　（判決書マニュアル，検察マニュアル，民商法教科書）
・本邦研修(11月)
　(プロジェクト総括と成果物普及・新司法改革マスタープランの内容）

2007 ・2007年５月末プロジェクト延長期間終了
・フォローアップ
　　現地各CPによる普及ワークショップ，JICA現地事務所でモニタリング（５～12月）

2008 ・法整備支援シミュレーションワークショップを名古屋大学と共同で３回実施（９月・11月・12月）
・現地調査（１月）

2009 ・法整備支援シミュレーションワークショップを名古屋大学と共同で４回実施
    （５月・６月・11月・２月）
・現地調査（５月・９月・３月）
・現地セミナー（９月）

2010 ・法総研による現地調査を実施（７月・８月：司法制度）
・JICA-Ｎetセミナーを実施（５月・７月・10月・12月：民法）
・法律人材育成強化プロジェクト開始（2010年７月～2014年７月）
・長期専門家３名（検事，弁護士，業務調整員各１名）を派遣（７月）
・国内アドバイザリーグループを設置（民法，民事訴訟法，刑事訴訟法）
・現地セミナー（２月）
・本邦研修実施（３月：民法）
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年度 ラオス

2011 ・法律人材育成強化プロジェクト継続
・長期専門家３名（検事，弁護士，業務調整員各１名）継続
・JICA-Netセミナー開催（６月：刑事訴訟法，７月：民法・民事訴訟法）
・現地セミナー実施（８月：民法，９月：民事訴訟法，３月：刑事訴訟法）
・本邦研修実施（10月：刑事訴訟法，１月：民事訴訟法）
・JICAによる各CP（司法省，最高裁，最高検，ラオス国立大学）副大臣級招へい

2012 ・法律人材育成強化プロジェクト継続
・長期専門家３名（検事，弁護士，業務調整員各１名）継続
・JICA-Netセミナー開催（10月：刑事訴訟法）
・現地セミナー実施（６月・８月・３月：民法，２月：刑事訴訟法，民事訴訟法）
・本邦研修実施（10月：刑事訴訟法，11月：民事訴訟法，２月，３月：民法）
・JICA調査団派遣（７月：中間評価）　※民法典起草支援をプロジェクトに追加

2013 ・法律人材育成強化プロジェクト継続
・長期専門家（検事）1名増員し４名に（検事２名，弁護士，業務調整員各１名）
・JICA-Netセミナー開催（４月・７月・1１月・３月：刑事訴訟法，５月・７月・10月・11月・12月・１月：民法）
・現地セミナー実施（８月・11月：民法，12月：刑事訴訟法等，３月：民事訴訟法）
・本邦研修実施（７月：刑事訴訟法，10月：民事訴訟法，２月・３月：民法）
・JICA調査団派遣（５月：運営指導調査，２月：終了時評価，３月：詳細計画策定調査）

2014 ・法律人材育成強化プロジェクト継続（７月まで）
・長期専門家４名に（検事２名，弁護士，業務調整員各１名）
・JICA-Netセミナー開催（４月・５月・６月：民法）
・法律人材育成強化プロジェクト・フェーズ２開始（2014年７月～2018年７月）
・10月までは長期専門家３名（検事，弁護士，業務調整員各1名），10月から１名（弁護士）増員
・JICA-Netセミナー開催（７月・９月・10月・１月・２月・３月：民法）
・現地セミナー実施（７月：法曹人材育成，８月：民法，３月：刑事訴訟法等）
・本邦研修実施（11月・２月：民法）
・JICA調査団派遣（10月：第１回JCC参加等）

2015 ・法律人材育成強化プロジェクト・フェーズ２継続
・長期専門家４名（検事１名，弁護士２名，業務調整員1名）継続
・JICA-Netセミナー開催（４月：民法）
・本邦研修実施（９月：法曹人材育成，11月：刑事訴訟法等，12月：民事経済法）
・司法大臣招へい（８月）
・現地セミナー実施（３月：法曹人材育成，２月：刑事訴訟法等）

2016 ・法律人材育成強化プロジェクト・フェーズ２継続
・長期専門家４名（検事１名，弁護士２名，業務調整員１名）継続
・JICA調査団派遣（５月：第１回JCC参加）
・本邦研修実施（９月：民事経済法，11月：刑事訴訟法等，２月：法曹人材育成）
・JICA調査団派遣（11月：第２回JCC参加）
・現地セミナー実施（12月：法曹人材育成，２月：刑事訴訟法，３月：民事経済）

2017 ・法律人材育成強化プロジェクト・フェーズ２継続
・長期専門家４名（検事２名，弁護士２名（６月に弁護士の長期専門家１名が交代，10月に１名が離任。），業務調整員１名）
・JICA調査団派遣（５月：JCC，11月：第１回詳細計画策定調査，１月：第２回詳細計画策定調査）
・本邦研修（８月：民事経済，12月：教育研修改善，３月：民法）
・現地セミナー実施（６月：教育研修改善，８月：民法，２月：刑事法）
・国会法務委員会アドバイザー等招へい（３月）

2018 ・法律人材育成強化プロジェクト・フェーズ２継続（７月まで）
・法の支配発展促進プロジェクト開始（７月～）
・長期専門家４名（検事１名，弁護士２名，業務調整員１名）派遣継続
・JICA調査団派遣（７月：JCC）
・現地セミナー実施（６月，11月：教育研修改善，８月：民法）
・現地調査及び現地セミナー実施（８月：立法手続，不動産登録法制）
・本邦研修（12月：教育研修改善，３月：民法）
・新民法典がラオス国会で承認（12月）
・法務総合研究所とラオス司法省国立司法研修所との間で法・司法分野における協力覚書（MOC）締結（12月）

2019 ・法の支配発展促進プロジェクト継続
・長期専門家の派遣継続
・本邦研修（５月：刑事法，12月：教育研修改善，３月：民法典）
・現地調査実施（５月～７月）
・日越ラ刑事ローフォーラム（９月）
・法総研と司法省国立司法研修所との刑法典共同セミナー実施（10月）
・首相府共同セミナー（１月）
・現地セミナー（８月：民法典，１月：民事判決書，２月：民事系合同，刑事法）
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年度 インドネシア

1997

1998 ・経済法研修

1999

2000 ・日本貿易振興会(JETRO)等がインドネシア独占禁止法研究会を開催
・JETRO等がAPEC経済法制度シンポジウムを開催

2001 ・JICA調査団派遣（２月）

2002 ・本邦研修(７月)
・現地セミナー(年１回)
・JETRO等がAPEC経済法制度シンポジウムを開催
・JICA調査団派遣
・外務省・JICAがイ最高裁長官を招へい

2003 ・本邦研修(６月)
・企画調査員として長期専門家派遣(弁護士)
・日本・インドネシアADR比較研究セミナー(本邦研修・10月)

2004 ・本邦研修(６月)
・インドネシア競争政策・規制緩和研修プロジェクト開始（公正取引委員会，2006年７月まで）
・企画調査員１名を派遣

2005 ・本邦研修(12月)
・アチェに対するADR現地セミナー（JICA・日弁連）

2006 ・アチェに対するADR遠隔セミナー（全５回）（JICA・日弁連）
・本邦研修(７月)
・JICA調査団派遣，M/M締結（９月）
・JICA和解・調停制度強化支援プロジェクト開始，長期専門家（弁護士）を派遣（３月）

2007 ・アドバイザリー・グループ会合（６月・７月・９月・12月・２月）
・現地セミナー（８月・３月）
・本邦研修(10月)

2008 ・アドバイザリー・グループ会合（５月・６月・９月・12月・３月）
・第２回本邦研修(７月)
・インドネシア改正最高裁判所規則PERMA2008年1号（裁判所が行う和解・調停手続に関する規則）が施行（７月）
・現地セミナー（11月）
・JICAインドネシア「和解・調停制度強化支援プロジェクト」終了時評価調査団を派遣（11月）

2009 ・アドバイザリー・グループ会合（６月・８月・10月・12月）
・現地調査（９月）
・JICA国別研修「法廷と連携した和解・調停実施」（11月）
・インドネシア最高裁判所との今後の協力の在り方に関する協議会（３月）

2010 ・現地調査（８月）
・第１回裁判官人材育成強化支援研修（本邦研修・11月）
・最高裁副長官等招へい（12月）
・JICA知財支援プロジェクトに法総研も協力

2011 ・和解・調停制度普及及び司法の実情に関する現地調査（８月）
・インドネシア裁判官人材育成強化共同研究（11月）

2012 ・現地調査（８月）
・第２回インドネシア裁判官人材育成強化共同研究（11月）

2013 ・現地調査（５月）
・JICA法・司法分野に関する情報収集・確認調査（11月）
・第３回インドネシア裁判官人材育成強化共同研究（２月）

2014 ・現地調査（４月）
・JICA知財支援プロジェクト終了時評価調査等（10月）
・インドネシア最高裁判所・少額訴訟制度研究（12月）
・JICA調査団派遣（２月・３月）
・第４回インドネシア裁判官人材育成強化共同研究（２月）
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年度 インドネシア

2015 ・JICAとインドネシア最高裁判所（７月）及び同法務人権省（８月）との間で，「ビジネス環境改善のための知的財産権保護・法的整合性向上プ
ロジェクト」に関する実施合意文書締結
・JICA調査団派遣（８月・10月・12月）
・JICA「ビジネス環境改善のための知的財産権保護・法的整合性向上プロジェクト」開始（2015年12月～2020年12月）
・長期専門家２名（検事２名，うち１名は裁判官出身）を派遣（２月）
・現地調査（３月）

2016 ・「ビジネス環境改善のための知的財産権保護・法的整合性向上プロジェクト」継続
・長期専門家２名（検事２名，うち１名は裁判官出身）継続
・現地調査（４月～５月）
・法務大臣等現地訪問，日本・インドネシア間の司法・法務分野における協力関係増進記念式典（５月）
・共同研究（５月：法務人権省法規総局）
・最高裁判所支援アドバイザリーグループ会合（６月・10月・２月）
・本邦研修（７月：３機関合同，10月：最高裁判所・法務人権省法規総局，２月：法務人権省法規総局）
・JICA調査団派遣（６月・８月：国際シンポジウム出席等，９月：第１回JCC参加等）
・現地セミナー（３月）

2017 ・「ビジネス環境改善のための知的財産権保護・法的整合性向上プロジェクト」継続
・長期専門家２名（検事２名，うち１名は裁判官出身。10月に裁判官出身の長期専門家が交代。）継続
・JICA調査団派遣（４月・５月：第２回JCC参加等，８月）
・法務大臣等現地訪問（９月）
・本邦研修（７月・11月：法務人権省法規総局，２月：最高裁判所）
・現地セミナー（６月・１月）
・最高裁判所支援アドバイザリーグループ会合（11月）

2018 ・「ビジネス環境改善のための知的財産権保護・法的整合性向上プロジェクト」継続
・長期専門家２名（検事２名，うち１名は裁判官出身。）継続
・JICA調査団派遣（５月：第３回JCC参加等，８月：国際シンポジウム参加等，11月）
・本邦研修（10月・２月：法務人権省法規総局，１月：最高裁判所）
・現地セミナー（７月・１月）
・最高裁判所支援アドバイザリーグループ会合（12月）

2019 ・「ビジネス環境改善のための知的財産権保護・法的整合性向上プロジェクト」継続
・長期専門家の派遣継続
・JICA調査団派遣（６月：第４回JCC参加，６月・1月：現地セミナー等）
・本邦研修（７月・１月：最高裁判所，９月・３月：法務人権省法規総局）
・現地セミナー（６月・１月）
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年度 モンゴル

1993

1994 ・森嶌昭夫教授がJICA短期専門家として，モンゴルに対し，民法改正につき助言

1995

1996 ・日本司法書士会連合会による登記制度に関するモンゴル支援

1997

1998 ・モンゴル不動産登記庁の登記官に対し，登記セミナーを開催(JICA短期専門家は司法書士他）

1999 ・前年と同様(モンゴル)

2000

2001 ・モンゴル法整備支援事前調査
・法総研が日本・モンゴル司法制度比較セミナー(本邦研修)を実施
・日本司法書士会連合会による登記制度に関するモンゴル支援

2002 ・名古屋大学がモンゴルに対する本邦研修を実施

2003 ・モンゴルへ専門家派遣(名古屋大学・弁護士)

2004 ・モンゴル法務内務省へ弁護士１名を長期派遣
・名古屋大学が国際シンポジウムを開催(モンゴル)

2005 ・名古屋大学が国際シンポジウムを開催(モンゴル)
・モンゴルの土地法制に関する法社会学的研究プロジェクト開始（名古屋大学）

2006 ・弁護士会強化計画プロジェクト開始（2006年９月～2008年11月）
・長期専門家（弁護士）１名を派遣（日弁連）
・モンゴル国立大学に日本法教育研究センターを設立（名古屋大学）

2007 ・弁護士会強化計画プロジェクト継続

2008 ・弁護士会強化計画プロジェクト終了（～11月）

2009 ・調停制度強化プロジェクト詳細計画策定調査団派遣
・名古屋大学日本法教育研究センター（モンゴル）３周年記念行事開催

2010 ・調停制度強化プロジェクト開始（2010年５月～2012年11月）
・長期専門家（弁護士）１名を派遣（日弁連）

2011 ・調停制度強化プロジェクト継続

2012 ・調停制度強化プロジェクト終了（～11月）
・調停制度強化プロジェクトフェーズ２詳細計画策定調査団派遣

2013 ・調停制度強化プロジェクトフェーズ２開始（2013年１月～2015年７月）
・長期専門家（弁護士）１名を派遣（日弁連）
・短期専門家２名を派遣

2014 ・調停制度強化プロジェクトフェーズ２継続

2015 ・調停制度強化プロジェクトフェーズ２終了（～12月）
・長期専門家（弁護士）派遣終了（～12月）

2016 ・現地調査実施（３月）

2017 ・現地調査実施（９月）

2018 ・現地調査実施（８月）
・共同研究実施（８月：商取引法関連）

2019 ・現地調査実施（６月・ ９月）
・共同研究実施（10月：商取引法関連第２回）

188

ICD82G-21.indd   188 2020/02/25   15:46:05



年度 中央アジア

1999

2000 [ウズベキスタン]
・名古屋大学がウズベキスタン３大学と学術交流協定
・ウズベキスタンで内閣法制局が現地セミナー開催

2001 [ウズベキスタン]
・JICA調査団派遣

2002 [ウズベキスタン]
・本邦研修実施
・名古屋大学が中央アジア３か国から法律家を招いてシンポジウム開催
・タシケント法科大学に専門家１名派遣(名古屋大学)
・JICA調査団派遣
・現地シンポジウム開催(名古屋大学）
・現地調査実施(日弁連）
・現地セミナー開催(法総研・名古屋大学）

2003 [ウズベキスタン]
・JICA調査団派遣
・現地調査，現地シンポジウム開催(名古屋大学）
・専門家１名派遣(北海学園大学)
・本邦研修実施
・法務省・名古屋大学がウズベキスタン司法大臣を招へいし，名古屋大学でシンポジウム開催
・専門家２名(法務省・早稲田大学）を派遣し，本邦研修のフォローアップセミナー開催

2004 ・JICA調査団派遣
 　M/M締結(倒産法注釈書支援）
・本邦研修を実施(倒産法注釈書）
・民商法典起草支援を継続(名古屋大学）
・ウズベキスタン司法省に専門家１名派遣(三重大学)
・最高経済裁判所副長官招聘(法務省）
・現地シンポジウム開催(名古屋大学）
・現地フォローアップセミナー開催(法務省)

2005 [ウズベキスタン]
・本邦研修実施（５月・11月） 　(倒産法注釈書）
・短期専門家派遣（８月・３月）　（法務省，大阪大学等）
・倒産法注釈書プロジェクト開始（法務省，2007年９月まで）
・企業活動の発展のための民事法令及び行政法令の改善プロジェクト開始（司法省-名古屋大学)(11月～2008年10月まで）
　（中小企業振興，担保法制改革，法令データベース）
・長期専門家１名派遣(名古屋大学)
・タシケント法科大学に日本法教育研究センター設立（名古屋大学）
・現地シンポジウム開催(名古屋大学）
[その他]
・中央アジア諸国の憲法裁判所の比較研究プロジェクト開始（名古屋大学）

2006 [ウズベキスタン]
・倒産法注釈書プロジェクト継続（法務省，2007年９月まで）
・倒産法注釈書プロジェクト，長期専門家１名（弁護士）派遣（法務省，2007年９月まで）
・本邦研修（５月・８月・９月・11月）（倒産法注釈書）
・短期専門家派遣（６月・２月)　（法務省，弁護士）
・倒産法注釈書（ロシア語版）発刊　（３月）
・長期専門家１名追加派遣（名古屋大学）

2007 [ウズベキスタン]
・現地にて注釈書発刊プレゼンテーション実施（６月）
・現地にて注釈書普及セミナー開催（７月・12月）
・注釈書活用促進に向けたワークショップ開催（９月）
・注釈書（日本語版及びウズベク語版）発刊（９月）
・倒産法注釈書プロジェクト終了（９月）
・注釈書（英語版）発刊（３月）
[その他]
・「中央アジア比較法制研究セミナー」コース運営委員会設置

2008 [ウズベキスタン]
・「企業活動の発展のための民事法令および行政法令の改善プロジェクト」終了（名古屋大学） （12月）
[その他]
・中央アジア比較法制研究セミナー実施(カザフスタン，キルギス，タジキスタン，ウズベキスタン)
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年度 中央アジア

2009 [ウズベキスタン]
・企業活動の発展のための民事法令および行政法令の改善プロジェクト（フェーズ２）協力準備調査団派遣（11月）
[その他]
・中央アジア比較法制研究セミナー実施(カザフスタン，キルギス，タジキスタン，ウズベキスタン)

2010 ［ウズベキスタン］
・民間セクター活性化のための行政手続改善プロジェクト開始（名古屋大学）（４月～2012年４月まで）
［その他］
・中央アジア比較法制研究セミナー実施(カザフスタン，キルギス，タジキスタン，ウズベキスタン)（12月）

2011 ［ウズベキスタン］
・民間セクター活性化のための行政手続改善プロジェクト継続（司法省-名古屋大学）
［その他］
・中央アジア比較法制研究セミナー実施(カザフスタン，キルギス，タジキスタン，ウズベキスタン)（12月）

2012 ［ウズベキスタン］
・民間セクター活性化のための行政手続改善プロジェクト終了（名古屋大学）（５月）
［その他］
・中央アジア地域法制比較研究セミナー実施(カザフスタン，キルギス，ウズベキスタン，タジキスタン)（11月）

2013 ・中央アジア地域法制比較研究セミナー実施(カザフスタン，キルギス，タジキスタン，ウズベキスタン)（11月）

2017 ［ウズベキスタン］
・ウズベキスタン行政法（行政手続法，行政訴訟法）セミナー開催（３月）

2018 ［ウズベキスタン］
・ウズベキスタン行政法現地セミナー実施（９月・２月）
・ウズベキスタン行政法共同研究（招へい）実施（３月）

2019 ［ウズベキスタン］
・ウズベキスタン最高検察庁アカデミーと法務総合研究所との間で協力覚書（MOC）締結（７月）
・ウズベキスタン行政法現地セミナー実施（７月）
・ウズベキスタン行政法共同研究（招へい）実施（３月）
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年度 中国

1995

1996 ・ICCLCが日中民商事法セミナー開始(年１回)

1997 ・ICCLCが日中民商事法セミナー開催

1998 ・ICCLCが日中民商事法セミナー開催

1999 ・ICCLCが日中民商事法セミナー開催

2000 ・ICCLCが日中民商事法セミナー開催

2001 ・ICCLCが日中民商事法セミナー開催

2002 ・法総研・ICCLCが日中民商事法セミナー開催

2003 ・法総研・ICCLC・JETROが日中民商事法セミナー開催

2004 ・経済産業省等が中国に対する法整備支援(経済法)を開始
・法総研・ICCLCが日中民商事法セミナーを開催
・法総研・ICCLCが日中知的財産法制度講演会を開催(東京，大阪）

2005 ・法総研・ICCLC・JETROが日中民商事法セミナーを開催

2006 ・法総研・ICCLCが日中民商事法セミナーを開催

2007 ・JICA調査団派遣（６月）
・JICA中国民事訴訟法・仲裁法改善プロジェクトR/D　締結（11月）
・本邦研修実施（11月）
・国内研究会を設置（11月）
・現地セミナーを実施（３月）
・法総研・ICCLC・JETROが日中民商事法セミナーを開催

2008 ・JICAが弁護士を長期専門家として派遣(２年間)
・本邦研修実施(５月・11月)
・法総研・ICCLCが日中民商事法セミナーを開催

2009 ・中国現地セミナー開催（５月・７月・３月）
・中国国際私法，国際民事訴訟法講演会（清華大学副教授招へい）
・本邦研修実施（11月）
・権利侵害責任法成立（12月）
・法総研・ICCLC・JETROが日中民商事法セミナーを開催

2010 ・中国民事訴訟法・仲裁法改善プロジェクト終了時評価（５月）
・国別研修　「民事訴訟法及び民事関連法」（７月）
・国別研修　中国「司法人材育成研修」（７月）
・中国民事訴訟法・仲裁法改善プロジェクト本邦研修（10月）
・渉外民事関係法律適用法成立（10月）
・中国行政訴訟法現地セミナー（11月）
・長期専門家派遣(弁護士）
・法総研・ICCLCが日中民商事法セミナー（３月)

2011 ・本邦研修実施（11月：司法人材育成)
・現地セミナー開催（11月：民事訴訟法)
・本邦研修実施（１月：民事訴訟法及び民事関連法)
・石川民商事法センターが金沢セミナーを開催（３月）
・法総研・ICCLC・JETROが日中民商事法セミナーを開催(10月)

2012 ・現地セミナー開催（６月：相続法）
・国別研修「行政訴訟法及び行政関連法」開始(７月）
・本邦研修実施（７月：「行政訴訟法及び行政関連法」，１月：「民事訴訟法及び民事関連法（消費者権益保護法）」）
・中国民事訴訟法改正（８月）
・法総研・ICCLCが日中民商事法セミナーを開催(10月)

2013 ・本邦研修実施（５月：「民事訴訟法及び民事関連法（消費者権益保護法）」，10月：「同（著作権法）」）
・現地セミナー開催（８月：相続法）
・国別研修「民事訴訟法及び民事関連法」終了（10月）
・消費者権益保護法改正（10月）
・法総研・ICCLC・JETROが日中民商事法セミナーを開催（12月）
・JICA調査団（12月：詳細計画策定調査）

2014 ・市場経済の健全な発展と民生の保障のための法制度整備プロジェクト開始（2014年６月～2017年６月）
・長期専門家（弁護士）１名を派遣（日弁連）
・JICA調査団（５月：第１回JCC）
・本邦研修（10月：立法法，11月：行政訴訟法・行政関連法（教育法・食品安全法），１月：インターネット安全法）
・法総研・ICCLCが日中民商事法セミナーを開催（１月）
・JICA調査団（２月：第２回JCC）
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年度 中国

2015 ・市場経済の健全な発展と民生の保障のための法制度整備プロジェクト継続
・長期専門家１名（弁護士：日弁連派遣）継続
・本邦研修（10月及び11月：犯罪被害者権利保障立法，１月：業界協会 商会法，労災保険法）
・JICA調査団（10月：JCC)
・法総研・ICCLCが日中民商事法セミナーを開催（２月）

2016 ・市場経済の健全な発展と民生の保障のための法制度整備プロジェクト継続
・長期専門家１名（弁護士：日弁連派遣）継続
・JICA調査団（４月：JCC)
・本邦研修（９月：特許法，９月：民法，11月：行政手続法）
・法総研・ICCLCが日中民商事法セミナーを開催（11月）

2017 ・市場経済の健全な発展と民生の保障のための法制度整備プロジェクト継続（2020年６月まで期間延長）
・JICA調査団派遣（６月，JCC）
・現地セミナー実施（11月：民法）

2018 ・市場経済の健全な発展と民生の保障のための法制度整備プロジェクト継続
・長期専門家１名（弁護士：日弁連派遣）継続
・JCC開催（５月）
・本邦研修（４月：民法，９月：専利法）
・現地セミナー（１月：民法）
・法総研，ICCLC，日中経済協会が日中民商事法セミナーを開催（７月：東京，１１月：北京）

2019 ・市場経済の健全な発展と民生の保障のための法制度整備プロジェクト継続
・長期専門家の派遣継続
・本邦研修（５月：民法，11月：専利法）
・現地セミナー（９月：民法）
・法総研，ICCLC，日中経済協会が日中民商事法セミナーを開催（11月：東京）
・JCC開催（１月）
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年度 ネパール

2007

2008 ・刑事法比較研究現地セミナー（２回）

2009

2010 ・本邦研修「刑事司法制度及び刑事手続にかかる比較研究」実施(７月)
・法整備支援アドバイザー長期専門家派遣(弁護士)（7月）
・本邦研修「民法及び関連法セミナー」実施(８月)
・現地調査実施（２月）

2011 ・「日本・ネパール捜査訴追実務比較共同研究」実施（９月）
・現地調査実施（11月）

2012 ・「日本・ネパール刑事司法共同研究」実施（７月）
・法整備支援アドバイザー長期専門家派遣継続(弁護士)（７月）
・本邦研修実施（「民法解説書作成」８月，「事件管理」９月)
・現地調査実施（11月）

2013 ・法整備支援アドバイザー長期専門家派遣継続（弁護士）（７月）
・｢日本・ネパール司法制度比較共同研究｣実施(８月)
・法整備支援アドバイザー長期専門家派遣（弁護士）（９月）
・「ネパール迅速かつ公平な紛争解決のための裁判所能力強化プロジェクト」開始（2013年９月～2018年３月）
・同プロジェクト長期専門家派遣（弁護士）（９月）
・同プロジェクト第1回本邦研修実施（12月）
・現地調査実施（３月）

2014 ・「ネパール迅速かつ公平な紛争解決のための裁判所能力強化プロジェクト」継続
・JICA調査団派遣（６月：運営指導調査）
・「日本・ネパール司法制度比較共同研究｣実施（９月）
・同プロジェクト第２・３回本邦研修実施（９月「調停」，12月「事件管理」）
・現地調査実施（11月・２月）

2015 ・「ネパール迅速かつ公平な紛争解決のための裁判所能力強化プロジェクト」継続
・同プロジェクト長期派遣専門家任期満了（弁護士），新規派遣（弁護士）（９月）
・法整備支援アドバイザー長期専門家任期満了（弁護士），新規派遣（弁護士）（９月）
・現地セミナー実施（10月）
・同プロジェクト第４回本邦研修（12月）
・現地調査実施（12月，２月）
・「日本・ネパール司法制度比較共同研究｣実施（３月）

2016 ・「ネパール迅速かつ公平な紛争解決のための裁判所能力強化プロジェクト」継続
・「ネパール民法の制定，普及及び施行支援のための招聘」実施（４月）
・同プロジェクト第５・６回本邦研修実施（７月・11月）
・JICA調査団派遣（９月：終了時評価）
・現地調査実施（12月）
・「日本・ネパール司法制度比較共同研究｣実施（３月）

2017 ・現地調査実施（11月）
・裁判所能力強化プロジェクト・ラップアップセミナー（２月）
・「日本・ネパール司法制度比較共同研究」実施（３月）
・ 「ネパール迅速かつ公平な紛争解決のための裁判所能力強化プロジェクト」終了（３月）

2018 ・現地セミナー，ワークショップ（改正刑事訴訟法，５月・８月）
・現地セミナー（改正民法，８月）
・現地調査（12月）
・「日本・ネパール司法制度比較共同研究｣実施（３月）

2019 ・現地セミナー（契約法，不法行為，国際私法，公判前整理手続，８月）
・現地セミナー（物権法，不法行為，国際私法，12月）
・現地大学での民事模擬裁判（12月）
・Nepal Law Societyとのセミナー（物権法，不法行為，12月）
・現地調査（11月）
・「日本・ネパール司法制度比較共同研究｣実施（２月）
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年度 東ティモール

2008

2009 ・法案作成能力向上研修実施（７月）

2010 ・法案作成能力向上研修（フェーズ２）実施（８月）
・現地調査及び現地セミナー実施（３月：逃亡犯罪人引渡法，仲裁法）

2011 ・現地調査及び現地セミナー実施（３月：麻薬取締法，法案起草作業）

2012 ・法制共同研究実施（９月：薬物犯罪取締法，調停・仲裁法）
・現地セミナー及び現地調査実施（12月：薬物犯罪取締法，調停・仲裁法）

2013 ・東ティモール法制度アドバイザー（2013年４月～2014年３月）（活動内容～法案起草能力向上）
・現地調査及び現地セミナー実施（６月：調停法）
・現地調査及び現地セミナー実施（９月：調停法）
・JICA－Netセミナー実施（12月：調停法）
・現地調査及び現地セミナー実施（３月：調停法）

2014 ・現地調査実施（７月）
・共同法制研究実施（12月：少年法，国際法）
・現地調査及び現地セミナー実施（３月：少年法）

2015 ・共同法制研究実施（７月：調停法，婚姻・家族法）
・現地調査及び現地セミナー実施（12月：調停法）
・共同法制研究実施（３月：調停法，国籍法）

2016 ・現地調査実施（８月）
・共同法制研究実施（２月：市民登録法，婚姻・家族法）
・現地調査及び現地セミナー実施（３月：少年法）

2017 ・現地調査実施（８月）
・現地調査及び現地セミナー実施（11月：不動産登記法）
・共同法制研究実施（１月：土地関連法）
・現地調査実施（３月）

2018 ・現地調査及び現地セミナー実施（８月：不動産登記法）
・現地調査及び現地セミナー実施（11月：矯正関係）
・共同法制研究実施（12月：不動産登記法）
・現地セミナー実施（３月：司法制度）

2019 ・現地調査及び現地セミナー実施（７月：不動産登記法，司法制度）
・現地調査実施（11月：不動産登記法）
・共同法制研究実施（２月：不動産登記法，司法制度）
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年度 ミャンマー

2011

2012 ・日ミャンマー法制度比較共同研究実施（７月）－元ヤンゴン大学法学部長・元連邦最高裁判所研究国際関係部長を招へい（法総研）
・財務省財務総合政策研究所がミャンマー中央銀行との間で資本市場育成支援に関する覚書を締結（８月）
・現地セミナー開催（８月，JICA・UAGO：「公開会社の法制度及び企業統治の改革」）
・日ミャンマー司法制度比較共同研究実施（11月）－連邦最高裁判所長官ら５名の現役裁判官を招へい（法総研・慶應義塾大学）
・現地セミナー開催（12月，JICA・UAGO：「国営企業の民営化にかかる法的側面」）
・連邦法務総裁府及び連邦最高裁判所と協議を実施（２月，法総研・JICA）

2013 ・現地セミナー開催（４月，JICA・UAGO「商事仲裁」）
・日ミャンマー法制度比較共同研究実施（６月）－連邦法務長官及び連邦議会（下院）法案委員会委員長ら6名を招へい（法総研・JICA・
ICCLC）
・現地小規模セミナー実施（７月，法総研・JICA：UAGO・SC対象「知財法，法曹養成」）
・財務省財務総合政策研究所の支援によりミャンマー証券取引法成立（７月）
・JICAと連邦法務長官府・連邦最高裁判所との間で「ミャンマー法整備支援プロジェクト」に関する実施合意文書締結（８月２２日）
・現地小規模セミナー実施（９月，法総研・JICA：UAGO・SC対象「知財法，倒産法，法曹養成」）
・現地調査実施（10月，法総研・JICA，刑務所・少年院等を訪問し，矯正局と協議）
・現地小規模セミナー実施（11月，法総研・JICA・特許庁，UAGO・SC対象「知財法」）
・「ミャンマー法整備支援プロジェクト」開始（11月20日～，３年間）
・JICA長期専門家（弁護士）派遣(１月）
・現地小規模セミナー実施（２月以降，複数回。長期専門家：UAGO・SC対象「会社法」）
・現地小規模セミナー実施（２月，長期専門家：UAGO・SC対象「著作権法」）
・現地調査，小規模セミナー実施（３月，法総研：UAGO・SC対象「刑事手続における電磁的記録の取扱い」，「知的財産事件の捜査方法」）

2014 ・ミャンマー法整備支援プロジェクト継続
・現地小規模セミナー実施（４月，長期専門家：UAGO・SC対象「民事手続における電磁的証拠の取扱に関するセミナー」）
・現地小規模セミナー実施（４月～５月，法総研：UAGO・SC対象「日本の司法制度等について」）
・JICA長期専門家（業務調整）派遣（５月）
・JICA長期専門家（検事）派遣（５月）
・現地小規模セミナー実施（５月，日本取引所：UAGO・SC対象「証券市場，資本市場の概要等」）
・第１回本邦研修（５月　「日本の法・司法制度，機関の紹介」）
・ワーキンググループ活動実施（６月以降，随時開催）
・第１回合同調整委員会（７月）
・現地セミナー実施（７月，JICA・特許庁：UAGO・SC対象「知財法」）
・現地セミナー実施（８月，JICA：UAGO・SC対象「仲裁法」
・会社法アドバイザリーグループ開催（10月）
・第２回本邦研修（11月　「人材育成」）
・第２回合同調整委員会（２月）
・第３回本邦研修（３月　「立法過程の効率化」）

2015 ・ミャンマー法整備支援プロジェクト継続
・現地セミナー実施（SC対象「事実認定」）
・第４回本邦研修（６月　「会社法」）
・中間評価，第３回合同調整委員会（７月）
・第５回本邦研修（１１月「研修手法，知財関係」）
・現地セミナー実施（１１月「知財裁判制度」）
・現地セミナー実施（２月「知財裁判制度」　日弁連　知財ネット等と共催）
・第６回本邦研修（２月SC，UAGO，MOST，警察，税関対象　「知財裁判制度」）
・第４回合同調整委員会（３月）

2016 ・ミャンマー法整備支援プロジェクト継続（延長～2018.５）
・小規模セミナー実施（５月　「知財裁判制度」　知財ネット等と共催）
・第７回本邦研修（６月，SC，UAGO，DICA，国会議員対象「倒産法」）
・現地セミナー実施（７月　SC対象　「和解，調停を含む紛争解決制度）
・現地セミナー実施（８月　SC対象，これまでのインプットを踏まえた「知財裁判制度」の政策文書作りを開始）
・運営指導調査（10月　JICA　次期プロジェクト協議）
・小規模セミナー実施（11月　「倒産法」）
・第８回本邦研修実施（11月　SC，UAGO，労働省，国会議員「和解，調停を含む紛争解決制度」）
・JICA長期専門家（検事）交代（12月）
・現地セミナー実施（２月「知財裁判制度」　）
・第９回本邦研修（２月，SC，UAGO，中央銀行，MOPF，会計検査院対象　「倒産法」）
・第５回合同調整委員会（３月）
・現地セミナー実施（３月「調停制度」）

2017 ・ミャンマー法整備支援プロジェクト継続
・JICA長期専門家（弁護士）交代（５月）
・現地調査実施（６月「不動産法制」）
・第10回本邦研修（６月，SC，UAGO，MOPF，MOI対象「法案起草及び司法修習制度等」）
・共同法制研究実施（８月，「不動産法制」）
・現地セミナー実施（10月，SC対象「新任裁判官用知的財産法教材の作成」）
・第11回本邦研修（10月，SC，UAGO，MOE対象「知的財産制度」）
・現地調査実施（２月「不動産法制」）
・現地セミナー実施（２月，SC，UAGO，MOE，警察，税関「知的財産制度」）
・第12回本邦研修（３月，SC，UAGO，警察対象「新しいタイプの証拠」）
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年度 ミャンマー

2018 ・第13回本邦研修（７月，SC，UAGO「効率的な紛争解決」
・現地セミナー実施（８月，知的財産裁判制度）
・現地セミナー実施（９月，調停制度）
・現地調査及び現地セミナー実施（９月「土地登録法制」）
・第14回本邦研修（11月，法曹の人材育成・研修制度改善）
・現地セミナー実施（12月，知的財産裁判制度）
・現地セミナー実施（１月，裁判官向けビジネス法令テキスト）
・共同法制研究実施（1月，「土地登録法制」）
・現地調査及び現地セミナー実施（２月「土地登録法制」）

2019 ・現地セミナー実施（６月，知的財産裁判制度）
・第16回本邦研修（７月，SC，UAGO「立法過程」）
・現地調査及び現地セミナー実施（9月「土地登録法制」）
・現地セミナー実施（10月，知的財産裁判制度）
・第17回本邦研修（10月，SC，UAGO「調停制度」）
・共同法制研究実施（11月，「土地登録法制」）
・現地セミナー実施（12月，裁判官向けビジネス法令テキスト）
・現地セミナー実施（12月，知的財産裁判制度）
・第18回本邦研修（３月，SC，UAGO「知的財産裁判制度」）
・長期専門家の派遣継続

196

ICD82G-21.indd   196 2020/02/25   15:46:05



バングラデシュ

2015 ・現地調査実施（６月，12月）
・共同研究実施（３月）

2016 ・共同研究・法律司法国会担当大臣招へい実施（10月）

2017 ・第１回本邦研修実施（12月：ADR等）

2018 ・現地セミナー実施（7月：調停人養成）
・第２回本邦研修実施（11月：ADR等）

2019 ・現地セミナー実施（７月：調停人養成）
・第３回本邦研修実施（11月～12月：ADR，事件管理等）
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年度 その他

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 ・名古屋大学が「法整備支援戦略の研究」全体会議を開催
・法整備支援連絡会開催(第10回)
・法総研・ICCLC・JETRO共催による第６回国際民商事法シンポジウム「アジア株主代表訴訟シンポジウム」開催
・法総研・ICCLC・石川国際民商事法センター・北國新聞社共催による「金沢セミナー」開催（３月）
・日韓パートナーシップ研修実施(第10回)

・法整備支援連絡会開催(第９回)
・国際民商事法（地域別）研修を実施(カンボジア，ラオス，ミャンマー，ベトナム)
・法総研・ICCLCが「アジア株主代表訴訟セミナー」を開催
・石川国際民商事法センター「金沢セミナー」開催(２月）
・日韓パートナーシップ研修実施(第９回)

・法総研に国際協力部新設，同部が大阪へ移転
・ADB会議(フィリピン)出張
・法整備支援連絡会開催(第３回)
・世界銀行主催の第２回法整備支援世界会議開催
・法総研・ICCLC共催による国際民商事法シンポジウム（第３回）「ADRシンポジウム」開催
・マルチ研修継続(参加国は前年と同様）
・日韓パートナーシップ研修実施(第３回)

・日本貿易振興会アジア経済研究所(IDE-JETRO)が国際ワークショップ「アジアにおける法・開発・経済社会変化」を開催
・法整備支援連絡会開催(第４回)
・アジア知的財産権法制シンポジウム開催
・マルチ研修継続(カンボジア，中国，カザフスタン，ラオス，モンゴル， ミャンマー，タイ）
・法総研がADBと共催でフィリピン研修開催
・日韓パートナーシップ研修実施(第４回)

・法総研・ICCLCが日韓知的財産権訴訟講演会開催(東京，大阪)
・法整備支援連絡会開催(第５回)
・名古屋大学が「アジア法整備支援」全体会議を開催
・法総研・ICCLC・JETRO共催による国際民商事法シンポジウム（第４回）「知的財産権シンポジウム」開催
・国際民商事法（地域別）研修を実施(カンボジア，ラオス，ベトナム）
・法令外国語訳・実施推進検討会議開始
・イランからJICAに対して法整備支援要請
・日韓パートナーシップ研修実施(第５回)

・名古屋大学が「アジア法整備支援」全体会議を開催
・法整備支援連絡会開催(第６回)
・国際民商事法（地域別）研修を実施(カンボジア，ラオス，ミャンマー，ベトナム)
・名古屋大学がイランに対する法整備支援(本邦研修)を開始
・日韓パートナーシップ研修実施(第６回)

・名古屋大学が「アジア法整備支援」全体会議を開催
・法整備支援連絡会開催(第７回)
・国際民商事法（地域別）研修を実施(カンボジア，ラオス，ミャンマー，ベトナム)
・法総研・ICCLC・JETRO共催による第５回国際民商事法シンポジウム「国際会社法シンポジウム」開催
・日韓パートナーシップ研修実施(第７回)

・名古屋大学が「法整備支援戦略の研究」全体会議を開催
・法整備支援連絡会開催(第８回)
・国際民商事法（地域別）研修を実施(カンボジア，ラオス，ミャンマー，ベトナム)
・日韓パートナーシップ研修実施(第８回)

・財団法人国際民商事法センター(ICCLC)設立
・ICCLCが国際民商事法シンポジウムを２回開催
・法総研で多数国間(マルチ)研修を開始(モンゴル，ミャンマー，ベトナム)

・国際民商事法シンポジウム(倒産法制)開催（法総研，ICCLC，アジア太平洋比較法制研究会）
・マルチ研修継続(カンボジア，中国，ラオス，モンゴル，ミャンマー，ベトナム）

・国際民商事法シンポジウム（第２回）(企業倒産・担保法制)開催
・マルチ研修継続(参加国は前年と同様）

・マルチ研修継続(参加国は前年と同様）
・日韓パートナーシップ研修実施(登記制度比較研究を中心)

・法整備支援連絡会開催(第１回，第２回)
・世界銀行主催の法整備支援世界会議開催
・マルチ研修継続(参加国は前年と同様）
・法総研がADBと共催でマルチ研修開催
・日韓パートナーシップ研修実施(第２回)
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年度 その他

2009 ・名古屋大学が「法整備支援戦略の研究」全体会議を開催
・法整備支援連絡会開催(第11回)
・法総研・ICCLC・JICA共催による「『私たちの法整備支援～ともに考えよう！法の世界の国際協力』シンポジウム」を開催
・法総研・ICCLC・石川国際民商事法センター・北國新聞社共催による「金沢セミナー」開催（３月）
・日韓パートナーシップ研修実施(第11回)

2010 ・法務省インターンシップ実施(８月）
・法総研・ICCLC共催による「アジア監査制度セミナー」開催（８月）
・法総研・ICCLC・名古屋大学共催による「サマーシンポ『私たちの法制度整備支援2010』」を開催（９月）
・法整備支援連絡会開催(第12 回)
・霞が関法科大学院インターンシップ実施(３月)
・法総研・ICCLC・石川国際民商事法センター・北國新聞社共催による「金沢セミナー」開催（３月）
・日韓パートナーシップ研修実施(第12回)
・日韓支援協力検討ミニシンポジウム開催（３月）

2011 ・法務省インターンシップ実施(８月）
・法総研・ICCLC・名古屋大学・慶應大学・神戸大学・ITP共催による「サマーシンポ『私たちの法整備支援2011』」開催（９月）
・法総研・ICCLC共催による第７回国際民商事法シンポジウム「アジア監査制度シンポジウム」開催（９月）
・法整備支援連絡会開催(第13 回)
・霞が関法科大学院インターンシップ実施予定(３月)
・法総研・ICCLC・石川国際民商事法センター・北國新聞社共催による「金沢セミナー」開催（３月）
・法総研による「日韓法整備支援協力ミニシンポ」開催（３月）

2012 ・法務省インターンシップ実施(９月）
・法総研・ICCLC・名古屋大学・慶應大学・神戸大学等共催による「私たちのシンポ『アジアの国の司法アクセス』」開催（11月）
・法整備支援連絡会開催(第14回)
・霞が関法科大学院インターンシップ実施(２月)
・法総研・ICCLC・石川国際民商事法センター・北國新聞社共催による「金沢セミナー」開催（３月）
・日韓パートナーシップ研修実施(第13回)（６月，10月）

2013 ・法総研・ICCLC・名古屋大学・慶應大学等共催による「連携企画『アジアのための国際協力in法分野』」開催（11月）
・法整備支援連絡会開催（第15回）
・霞が関法科大学院インターンシップ実施(２月)
・法総研・ICCLC・石川国際民商事法センター・北國新聞社共催による「金沢セミナー」開催（３月）
・日韓パートナーシップ共同研究実施(第14回)（６月，11月）

2014 ・法総研・ICCLC共催による第８回国際民商事法シンポジウム「会社情報提供制度シンポジウム」開催（９月）
・法総研・ICCLC・名古屋大学・慶應大学等共催による「連携企画『アジアのための国際協力in法分野2014』」開催（11月）
・法整備支援連絡会開催（第16回）（１月）
・法総研・ICCLC・石川国際民商事法センター・北國新聞社共催による「金沢セミナー」開催（３月）
・日韓パートナーシップ共同研究実施(第15回)（６月，10月）

2015 ・法総研・ICCLC・名古屋大学・慶應大学等共催による「連携企画『アジアのための国際協力in法分野2015』」開催（５月，８月，11月）
・法整備支援連絡会開催（第17回）（１月）
・法総研・ICCLC・石川国際民商事法センター・北國新聞社共催による「金沢セミナー」開催（３月）
・日韓パートナーシップ共同研究実施(第16回)（９月，10月）

2016 ・法総研・ICCLC・名古屋大学・慶應大学等共催による「連携企画『アジアのための国際協力in法分野』」開催（６月，８月，12月）
・法整備支援連絡会開催（第18回）（１月）
・日韓パートナーシップ共同研究実施(第17回)（６月，10月）
・第69期司法修習生選択型司法修習実施（９月）

2017 ・法総研・ICCLC・名古屋大学・慶應大学等共催による「連携企画『アジアのための国際協力in法分野』」開催（６月，８月，12月）
・法総研・ICCLC・石川国際民商事法センター・北國新聞社共催による「金沢セミナー」開催（６月）
・日韓パートナーシップ共同研究実施(第18回)（６月，11月）
・霞ヶ関インターンシップ，第70期司法修習生選択型司法修習実施（８月）
・法総研・ICCLC主催による第９回国際民商事法シンポジウム「東南アジア４か国におけるコーポレート・ガバナンス～ ベトナム カンボジア ミャ
ンマー インドネシア ～」開催（９月）
・法総研・ICCLC主催による「日韓司法協力・不動産登記特別講演セミナー」開催（11月）
・法務省・最高裁・知財高裁・特許庁・日弁連・弁護士知財ネットの共催による「国際知財司法シンポジウム2017」を３日間にわたり開催（10
月～11月）
・法整備支援連絡会開催（第19回）（１月）
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年度 その他

2018 ・法総研・ICCLC・名古屋大学・慶應大学等共催による「連携企画『アジアのための国際協力in法分野』」開催（６月，８月，12月）
・日韓パートナーシップ共同研究実施(第19回)（６月，10月）
・法総研・ICCLC・石川国際民商事法センター・北國新聞社共催による「金沢セミナー」開催（７月）
・霞ヶ関インターンシップ実施（８月）
・法務省・最高裁・知財高裁・特許庁・日弁連・弁護士知財ネットの共催による「国際知財司法シンポジウム」開催（11月）
・法整備支援連絡会開催（第20回）（２月）

2019 ・法総研・ICCLC・名古屋大学・慶應大学等共催による「連携企画『アジアのための国際協力in法分野』」開催（６月，８月，12月）
・日韓パートナーシップ共同研究実施(第20回)（６月，10月）
・日韓パートナーシップ共同研究第20回記念国際学術大会開催（６月）
・スリランカ現地調査，現地セミナー（８月，１月）
・法総研・ICCLC・石川国際民商事法センター・北國新聞社共催による「金沢セミナー」開催（８月）
・霞ヶ関インターンシップ実施（８月）
・法務省・最高裁・知財高裁・特許庁・日弁連・弁護士知財ネットの共催による「国際知財司法シンポジウム」開催（９月）
・スリランカ本邦研修（１月～２月，刑事司法改善）
・第72期司法修習生選択型実務修習実施（11月）
・法整備支援連絡会開催（第21回）（２月）
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首席国際専門官の業務について

総務企画部国際事務部門　首席国際専門官　

藤　田　勇　志

１　はじめに

　　平成２９年１０月，法務省は東京都昭島市に国際法務総合センターを設立し，そこに，

法務総合研究所（法総研）の国際協力部（ＩＣＤ），国際連合研修協力部（国連アジア

極東犯罪防止研修所：アジ研），それと，それぞれの事務部門（国際研修事務部門と国

際協力事務部門）を移転させました。

　　２つあった事務部門は，平成３１年４月，１つに組織統合され，国際事務部門という

名称になり，首席国際専門官の下，庶務，経理，企画，研修第一及び研修第二の５つの

担当に分かれ，担当ごとに統括国際専門官が，その下に主任国際専門官，国際専門官等

が配置されています。国際事務部門の職員数は約２５名で，職員の出身官署は，検察庁，

法務局，矯正施設（刑務所，少年院等），保護観察所，出入国在留管理庁と多岐にわた

ります（私たちは，数年間，法総研の職員として勤務した後，法務本省や出身官署など

へ異動になります。）。

　　庶務担当と経理担当の業務は，総務・人事・会計（予算）関係の事務です。

　　企画担当の業務は，主に，国会関係や関係省庁・関係部署からの照会案件を一手に引

き受けて対応する渉外事務と広報関係事務です。

　　研修第一担当の業務はアジ研の，研修第二担当の業務はＩＣＤの，各研修・研究・調

査に関する支援事務を行っています。研修第二担当の業務内容については，これまで，

多くの統括国際専門官，主任国際専門官，国際専門官が「ＩＣＤ　ＮＥＷＳ」に寄稿し

ていますので，御覧いただければと思います。

　　首席国際専門官は，事務部門の組織統合により，それまでアジ研に配置されていた首

席国際研修専門官がアジ研及びＩＣＤ両方の事務を総括する立場となり，国際事務部門

の全専門官を指揮・監督することになりました。

　　私は，事務部門の組織統合後，初代の首席国際専門官を命ぜられたわけですが，事務

部門の全ての業務に精通しているわけではないので，指揮・監督というより，各統括国

際専門官を通じて業務状況を把握し，必要な対応をお願いしているに過ぎません。

　　ただ，個人的には，公務員としての三十数年のキャリアのうち３分の２以上は国際関

係部署で勤務しており，法務省の官房秘書課国際室（現官房国際課）や刑事局国際課（現

刑事局国際刑事管理官室），アジ研等での勤務のほか，外務省へ出向しロサンゼルスで

領事業務をしていたこともあるので，国際分野に限りますが，老兵故の知識と経験によ

る助言程度はしています。

　　それでは，若干のエピソードを加えながら，私の仕事を紹介します。

専門官の眼
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２　首席国際専門官の一日

　⑴　業務内容

　　　首席国際専門官の業務は，主に国際事務部門における業務全体の進行管理と職員の

人事管理です。そのため，私が直接ＩＣＤの研修業務に従事することはほとんどなく，

基本的には，研修第二担当の職員がＩＣＤ教官とともに研修行事を実施・運営してい

ます。せっかくの機会なのでＩＣＤの研修業務にも携わりたいとは思うものの，もう，

頭や体が付いていきません。そのため，私の関与は，ＩＣＤ研修参加者の発着の際の

出迎え・見送りと，交流行事への参加程度です。

　⑵　午前

　　　首席国際専門官の一日は，パソコンの立ち上げと，メールやメッセージの確認から

始まります。コーヒーをすすりながら，１５分程度で新規メール等にざっと目を通し

た後，ＩＣＤ部長とのミーティングに入ります。ミーティングは，原則毎朝，１０分

ないし３０分程度，副部長と各統括国際専門官とともに行います。当日の業務確認や

各種情報共有をし，業務上・人事管理上の問題や懸念事項の報告や意見交換をします。

ただ，ＩＣＤ部長は，自ら国内外に出張する機会が非常に多く，１週間程度顔を合わ

せず，ミーティングができないこともままあります。

　　　その後，案件に応じ，所管の統括国際専門官と話をして，仕事上の情報共有や業務

進捗状況を確認します。

　　　自分の机に戻ると概ね１１時くらいになっていて，パソコンに向かって大事なメー

ル等を読み返したり，必要な連絡を取り合ったり，電子決裁や決裁箱に積まれている

文書決裁をします。そうこうしているうちに，もうお昼です。

　⑶　昼休み

　　　昼食は，ほぼ毎日，研修施設内の食堂でいわゆる社食をいただきます。研修期間中

は，なるべく海外研修参加者と話をするようにしており，無料で駅前留学ならぬ社内

留学ができてしまいます。アジア諸国の方が多いので癖のある英語に苦労しますが，

ノンネイティブも多いためお互いゆっくり話しながらコミュニケーションを図ってい

ます。ちなみに，食堂では，宗教により豚肉や牛肉を食べられない人，ベジタリアン

の人，アレルギーがある人などに対応してくれる業者が，毎日おいしい食事を提供し

てくれます。

　⑷　午後

　　　昼食から戻ると，また，パソコンに向かい，資料を作成したり，メール等で情報交

換したり，各種決裁をします。今は，パソコン上で会議や打合せをすることが多いの

ですが，アナログ的会議・打合せを必要とする案件もあり，昭島の庁舎内だけでなく，

時には千代田区の霞が関まで出張します。

　　　その他，時間があれば，研修講義に出ることもありますし，職員や研修参加者とコ

ミュニケーションを図ったり，雑務をしていると，あっという間に定時の午後６時１

５分です。
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　⑸　夜

　　　時には残業をすることもありますが，働き方改革を実践するため，率先して定時に

退庁し，職員や研修参加者や友人と飲みに行ったり，自宅で家族と一緒に夕食を取っ

たり，趣味の時間にあてたりします。

　　　ある日，帰り際に，ベトナムの研修参加者から「ジャパニーズ・セントーに行きた

い。」と言われ，近くの銭湯にお連れしたことがあります。銭湯の入り方はネットで

勉強したようです。私が，子供の頃の習慣をもとに「日本のカスタムでは，風呂上が

りに牛乳を飲むんだ。」と言ったら，本当に体験してくれたので驚きました。外国の

方に日本の文化や習慣に触れていただいて，うれしく思いましたが，私はビールを飲

んでいたので心苦しく思ったのと，今時，風呂上がりの牛乳を日本の習慣と言って良

かったのかどうか，少し悩んでいます。

　⑹　宿直

　　　昭島の国際研修施設には研修参加者用（シングル５５室）と海外客員教授用（スー

ペリア５室）の宿泊施設が併設されていて，ＩＣＤやアジ研の研修期間中は，数名な

いし数十名の研修参加者等が数日ないし５・６数週間宿泊するため，２４時間体制の

委託警備のほかに職員による宿直業務を行っています。

　　　宿直業務は，午後６時１５分から翌朝８時３０分まで，宿直室において，ＩＣＤ教

官又は首席・統括・主任国際専門官のうち 1名が当番制で従事し，研修参加者の生活

指導や急病対応にあたります。時々，慣れない日本での生活，特に気候・食事・寝床

の違いで体調不良になる者や文化・習慣の違いにより誤解が生じたりすることがある

ので，親身になって話を聞いて対応します。

　　　宿直業務の日は，食堂で研修参加者と一緒に夕食を取ることができるのですが，研

修参加者は昼間よりもリラックスしているようで，自分の国・地域の話だけでなく家

族や趣味などプライベートについて話をすることもあります。夕食後，研修参加者か

ら是非家族に会って欲しいと言われ，スカイプで家族の携帯とつないでご挨拶をしま

した。携帯越しでも声だけでなく映像で会話できれば，家族に会えない寂しさも緩和

されることと思います。研修参加者から聞く様々な話はとても新鮮で飽くことがない

ばかりか，どんどん想像が膨らみ，いつかその国や地域を訪れて，再会したいと思う

ことが多々あります。

　　　私にとって，宿直業務は，未知の世界を知る良い機会になっているので，とても楽

しみなのです。

　⑺　その他の業務

　　　特に，今年４月下旬までの仕事として，京都コングレス（第１４回国連犯罪防止刑

事司法会議）の準備・実施業務があります。コングレスは，国連が５年に１度開催す

る刑事司法分野における最大の会議で，今回は我が国がホスト国となり４月２０日か

ら２７日まで京都国際会館で行われます。開催期間中，ＩＣＤは，講演会形式やパネ

ルディスカッション形式のアンシラリー・ミーティング（付属会議）と呼ばれるイベ
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ントを実施するほか，広報ブースを設置し，期間を通してＩＣＤの業務に関する展示

などを行います。また，アジ研も深く関与することから，国際事務部門が法総研にお

ける後方支援業務の中心的な役割を担っており，各担当に業務を振り分け準備を進め

るとともに，私は，その総括的な立場で進行を管理しています。

　　　皆様，是非，京都コングレスにお越しください。

３　おわりに

　　少しだけＩＣＤのある東京都昭島市について触れたいと思います。

　　昭島市は，東京都心から西に約３５キロ離れたいわゆる多摩地区にありますが，意外

にも，地図上は，東京都のほぼ中央に位置しています。面積は約１７万平方キロメート

ル，人口は約１１万人，地下水が豊富で昭島市の水道水は深層地下水を利用していてと

てもおいしいのです。

　　比較的小さな昭島市ですが，おいしい水（水道水に深層地下水を１００％使用してい

る。）やＩＣＤのほか，世界に誇れるものがあります。その１つが鯨です。昭島市は鯨

の街と呼ばれており，公園の名称が「鯨運動公園」，商店街の名称が「くじらロード」，

お祭りの名称が「くじら祭り」だったり，マンホールの蓋が鯨の絵柄になっていて，鯨

にまつわるものがいっぱいあります。なぜかと言うと，約２００万年前，昭島は海だっ

たようで，その頃に生息していた鯨の化石が地中からほぼ完全な形で発見され，研究が

進められたところ，一昨年，何とその鯨が新種であることがわかり，「アキシマクジラ」

と命名され，学会で発表されたのです。

　　そのような新たな進展があった時期にＩＣＤが新たに昭島市内に移転してきたのも何

かの縁を感じます。

　　ＩＣＤのある昭島市は前述のとおり東京都のほぼ中央に位置していますが，東京の中

心ということは，もう，「世界の中心」と言ってもいいと（勝手に）思っていまして，

私たちは，世界の中心で国際愛を叫び続けているのです。これをセカチュー昭島版と（こ

れも勝手に）言っています。

　　ＩＣＤは，これからも，多くの人と手をつなぎ，国際協力を推進していく所存です。

　　最後になりましたが，ＪＩＣＡ，ＩＣＣＬＣを始め，国内外の関係機関，大学関係者

の皆様方に深く感謝申し上げるとともに，引き続き，ご支援とご協力を賜りますようお

願い致します。
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各国プロジェクトオフィスから

ミャンマーミャンマー

カンボジアカンボジア

ラオス ベトナム

インドネシアインドネシア

　新年明けましておめでとうございます。
　昨年１２月２５日付けで，本プロジェクトのチーフアドバイザーと
してハノイに着任いたしました，横幕孝介と申します。どうぞよろし
くお願いいたします。
　検事出身で，２０１３年から２０１６年にかけてＩＣＤ教官を務め，
その後，２０１８年まで，ＪＩＣＡ長期専門家としてインドネシアに
赴任しておりました。もっとも，当時は，ベトナムとはほとんど縁が
なく，この度，新しいご縁をいただけたことに改めて感謝しておりま
す。
　２０２０年は，ベトナムにとって，ＡＳＥＡＮの議長国や国連安保

理事会の非常任理事国を務めるなど，国際社会において益々重要な役割を果たすことが期待される年であ
るとともに，同国内においても，司法改革を始めとする様々な改革に対する大きな節目の年に当たります。
また，法整備支援の文脈においても，これまでの約２５年間にわたる日本の支援を総括するとともに，今
後の支援の在り方を考えていくための重要な局面を迎える年になると思われます。このようなタイミング
でこの国に赴任する機会をいただき，大変光栄であると同時に，その重い責任に身が引き締まる思いです。
　ベトナムの法整備支援プロジェクトは，長い歴史の積み重ねの上に存続しており，その分だけ，日越双
方の多くの関係者の方々の熱い想いと，温かい御協力に支えられてきたプロジェクトであると痛感してお
ります。それだけに，この地での法整備支援の活動が両国に及ぼす影響も，決して小さくないものである
と感じています。一つ一つの地道な活動を通じて，ベトナムと日本の関係がより一層深く緊密なものとな
るよう，少しでも貢献できれば幸いです。精いっぱい職務に励む所存ですので，御指導御鞭撻のほど，ど
うぞよろしくお願いいたします。

� （ベトナム長期派遣専門家　横幕孝介）

　明けましておめでとうございます。
　本年もどうぞよろしくお願いいたします。
　カンボジアでは，正月が１年間に３回あります。一つ目は，皆さま
ご存知の西暦による正月，二つ目は中国暦の中華正月，そして，三つ
目がカンボジアの正月であるクメール正月です。この中で，カンボジ
ア人が最も盛大にお祝いするのがクメール正月であり，今年は４月
１３日（月）から１６日（木）までが祝日となります。昨年のクメー
ル正月にはシェムリアップに行ったのですが，ここ最近はタイの水か
け祭り（ソンクラーン）のように，カンボジア人も，１メートルくら
いある大きな水鉄砲やバケツで盛大に水をかけ合っています。私も大

きな水鉄砲を買って参加し、シェムリアップのパブストリートで全身ずぶ濡れになりました。その一方で，
西暦の正月はそこまで盛り上がるものではなく，１月１日は毎年祝日となりますが，カンボジアの省庁は
翌日から通常業務であり，私も１月２日から出勤しました。
　現在，司法省長官と２０２０年度の年間活動計画について協議しているところ，２０２０年も数多くの
セミナーやワークショップを開催する予定です。５年間の期間の当プロジェクトは，昨年９月に折り返し
地点を迎えました。活動を更に活性化させていきたいと思っています。
　今後ともご指導ご鞭撻のほど，どうぞよろしくお願いいたします。

� （カンボジア長期派遣専門家　福岡文恵）
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　当プロジェクトは，２０１８年７月に，「プロジェクトの成果（現
プロジェクトのみならず以前のプロジェクトも含む）をより多くの人
や機関に共有する」ことを大きな活動目標，５年間（６０か月間）を
活動期間として開始しました。最初に，各ＳＷＧで上記目標達成のた
めに適切な活動内容を検討し，ＪＣＣ及びＭＣにも相談して活動内容
を決め，それぞれ活動を開始させました。プロジェクト期間の３分の
１（２０か月間）が経過した現在は，各ＳＷＧが成果達成に向けて活
動を精力的に進めております。しかし，当プロジェクトは，プロジェ
クト開始時にラオス側とも認識を共有したように，プロジェクトの成

果を多くの人や機関に共有する（広める）ためには，各ＳＷＧが活動を連携して行うことも重要であると
考えております。当プロジェクトは，このような考えの下，本年２月に，民事系ＳＷＧ合同による民事事
実認定に関するセミナー，刑事系ＳＷＧ合同による刑法典セミナーを実施しました。
　その一方で，当プロジェクトは，プロジェクト開始時には明確に認識しておりませんでしたが，このよ
うな「成果の広がり」を考えるに当たり，これを最大化するためには，各ＳＷＧが単に活動を連携するだ
けでは足りず，各ＳＷＧ活動の中心となる「核」を意識することが重要であると考えるようになりました。
そして，当プロジェクトは，関係機関の皆様と協議を進めた結果，その核を「ラオス法学（ラオス法理論）
を理解した人材の育成」と整理し，そのために未だ存在していないと考えられる「ラオス法学（ラオス法
理論）」を確立する必要があるとの認識をもつに至りました。当プロジェクトは，このような認識の下，
主に教育研修改善ＳＷＧが中心となる予定ですが，今後，「ラオス法学の確立」も視野に入れた活動をす
ることを決めました。そして２０１９年１２月に実施された教育研修改善ＳＷＧの本邦研修では，上記活
動（ラオス法学の確立）を意識した講義や対談なども開催していただきました（詳細は，本誌記事参照）。
ラオス法学の確立とは，「ラオス社会において法はどのような意味をもつか」，「ラオスの在るべき『法』
とは何か」を考えることであり，その理解には非常に時間がかかるものと推測しております。しかし，当
プロジェクトは，「核」がしっかりしないままに成果を広げようとすることは，その効果を薄めることに
なる（プロジェクトの成果を適切かつ効率的に広めることができない）と考え，核である「ラオス法学を
理解した人材育成」の大前提となる「ラオス法学の確立」に関する活動も，これまでラオスにおいて２０
年間継続してきた活動と同様にじっくりと取り組んでいければと考えております。
　当職の任期は２０２０年３月末までです。現在取り組んでいる活動をすべて任期中に終わらせることは
できませんが，最後まで精一杯業務に取り組み，次の方に引き継ぐことができればと考えております。

� （ラオス長期派遣専門家　伊藤　淳）

　仏教には，「不殺生戒」「不偸盗戒」「不邪淫戒」「不妄語戒」「不飲
酒戒」という５つの戒律があります。「ミャンマーには熱心な仏教徒
が多い」と繰り返し言われることからすると，ミャンマーの人々の多
くは，これらを全て守って生活をしている…と思いきや，ミャンマー
では意外とお酒を飲む人を見かけます。特に，夜のサータウッサイン
（居酒屋）は，ミャンマービールやウィスキーを嗜むお客さんであふ
れています（ほとんど男性ですが）。
　そこで，熱心な仏教徒であるとともに愛飲家である通訳のウィンさ
んに，仏教信仰と飲酒の関係について聞いてみたところ，「私がお酒を

飲むときは，深酒して寝てしまいます。寝てしまう以上，他の４つの戒律に反する行動はとれません。結果，
４つの戒律を守れるので，大丈夫です。」とのこと。一体何が大丈夫なのかよく分かりませんが，ウィン
さんにはいつもお世話になっているので，私としては，「『不飲酒戒』は，飲酒の影響によりその他の４つ
の戒律を破ってしまうことを防止する手段としての規定である。したがって，飲酒後直ちに睡眠する態様
での飲酒は，当該戒律に実質的に反するものではない」と解釈した上でそっとしておくことにしています。
　もっとも，こうしたある意味「自由な」雰囲気は，ミャンマーの変化の徴憑として位置づけられるよう
に思います。軍政下の頃は，飲酒をする人は今ほど多くはなく，しかも，国営の居酒屋の中のカーテンで
遮られた場所で隠れるように飲酒をしていたという話もあるそうですが，上で触れたとおり，現在の状況
は大きく変わっています。少々強引ですが，飲酒の習慣が時代の流れに応じて変化したように，法律・法
制度も，時代の流れに応じて変化させるというマインドを醸成することが我々の役割の一つであることを
改めて想起し，引き続き活動を進めて参りたいと思います。

� （ミャンマー長期派遣専門家　髙木晶大）
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　インドネシアでは，１１月から３月にかけてが雨季です。
　必ずしも毎日雨が降るわけではないのですが，１１月中のある日，
昼食のためにオフィスを離れている間に土砂降りの雨となり，１００ｍ
程離れたオフィスタワーまでタクシーで戻る羽目になりました。とは
いえ，タクシーの初乗り料金は６５００ルピア（日本円で５０円程度）
で，タクシーに気軽に乗れるのはこの国の良いところの一つです。
　また，年明け１月１日は大雨が続き，ジャカルタの一部地域で洪水
になったという報道に接しました。
　雨が降ると車の交通量が増えて渋滞がひどくなるほか，乾季に比べ

雨季は平日の夕方にタクシーが捕まりにくいようで，普段タクシーで通勤する身にとっては辛い時期です
が，雨にめげずに活動を続けていきたいと思います。

� （インドネシア長期派遣専門家　細井直彰）
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－編　集　後　記－

　天皇の代替わりという記念すべき年に，法務総合研究所で迎えることができたこと，心
より御礼申し上げます。
　さて，早速ですが，本号に掲載された記事を改めまして御紹介したいと思います。

　巻頭言では，酒井邦彦弁護士より「襷をつなぐ－僕が考え，やってきたことと，これか
ら－」と題して御寄稿いただきました。先生がこれまで携わってこられた法整備支援につ
いて，各国の実情や今後の展望を含めて御紹介いただいております。先生は記事の中で「法
整備支援は，『法の支配』の実現という，果てしなく遠いゴールを目指す駅伝のようで，
それをみんなで襷をつないで進んでいくようなものだと思います。」と述べられておりま
す。アジ研やＩＣＤで専門官を経験した者として，駅伝レースの単なる観客ではなく，せ
めて，給水所のボランティアぐらいにはなることができるよう，今後も自身の役割を肝に
銘じて業務に携わっていきたいと思いました。

　「外国法制・実務」では，カンボジア，ラオス及び中国における法制度・実務等につい
て，ＪＩＣＡ長期派遣専門家等から御寄稿いただいており，中でも，ベトナムからは，Ｊ
ＩＣＡプロジェクトオフィスがその設立準備段階から支援を行ったベトナム弁護士連合会
についての論考を御紹介いただいております。いずれも各国の法制の実情等を知る貴重な
記事となっております。

　「活動報告」では，昨年１０月から１２月の間に当部が実施した，国際研修・共同研究
のうち，代表的なものを幾つか御紹介いただいており，特に，「国際人材育成研修」では，
研修参加者から感想文を御寄稿いただいております。さらには，国外での活動の一つとし
て，ネパール現地セミナーについても御紹介いただいております。毎回，国際研修・共同
研究，現地セミナー等を実施する際は，日程調整に大変な労を要しておりますところ，本
件セミナーが年末の時期に開催されていることからも，その実情をうかがい知ることがで
きると思います。

　「専門官の眼」では，藤田勇志首席国際専門官から，「首席国際専門官の業務について」
と題した文章を御寄稿いただきました。二十年以上の長きにわたり，国際分野で活躍して
こられた氏の国際分野に対する熱い思いと，研修参加者に対するホスピタリティが表現さ
れており，専門官として学ぶべきところが多いと感じました。

　最後になりましたが，ご多忙の中，御寄稿くださいました執筆者の皆様に厚く御礼申し
上げます。
　関係者の皆様におかれましては，今後とも更なる御協力を賜りますよう，何卒よろしく
お願い申し上げます。

統括国際専門官　豊田　安史
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巻頭言
    1	 襷をつなぐ－僕が考え，やってきたことと，これから－� 弁護士　酒井　邦彦
外国法制・実務

    9	 ［ベトナム］ベトナム弁護士連合会１０年間の発展の軌跡� ベトナム弁護士連合会弁護士　チャン・トゥイ・ズン

� （翻訳監修等：ＪＩＣＡ長期派遣専門家　枝川 充志）

  29	 ［カンボジア］カンボジアにおける建設法の内容と今後の課題� カンボジア王立法経大学非常勤　チア・シュウマイ

  40	 ［ラオス］ラオスの法学教育と法曹養成研修の現状と課題～ラオス法学の誕生を目指して～�

ＪＩＣＡ長期派遣専門家　伊藤　　淳

  52	 ［中国］中国民法総則の制定について（５）� ＪＩＣＡ長期派遣専門家　白出　博之

活動報告
【海外出張】

  96	 ［ネパール］ネパール出張　～ワークショップ及び民事模擬裁判～� 国際協力部教官　下道　良太

【国際研修・共同研究】

105	 ［ベトナム］第１１回ベトナム弁護士連合会本邦研修の概要� ＪＩＣＡ長期派遣専門家　枝川　充志

111	 ［ミャンマー］第１７回ミャンマー法整備支援研修（調停制度）� 国際協力部教官　村田　邦行

122	 ［ラオス］第４回ラオス法整備支援研修（教育・研修改善）� 国際協力部教官　氷室　隼人

【国際協力人材育成研修】

131	 ２０１９年度国際協力人材育成研修� 国際協力部教官　小島麻友子

137	 ２０１９年度国際協力人材育成研修に参加して� 法務省民事局登記情報第２係長　金久保拓郎

141	 ２０１９年度国際協力人材育成研修に参加して� 東京法務局訟務部訟務官　岡崎　華里

147	 ２０１９年度国際協力人材育成研修に参加して� 横浜地方検察庁検事　山内　賢志

152	 ２０１９年度国際協力人材育成研修に参加して� 福岡地方検察庁検事　伊藤みずき

158	 ２０１９年度国際協力人材育成研修に参加して� 盛岡地方検察庁一関支部検事　及川　裕美

164	 ２０１９年度国際協力人材育成研修に参加して� 大阪地方検察庁検察事務官　瀧谷明日香

【講義・講演】

171	 � 統括国際専門官　豊田　安史

【研修等実施履歴】

173	 � 統括国際専門官　豊田　安史

【活動予定】

175	 � 統括国際専門官　豊田　安史

法整備支援活動年表
176	 � 国際専門官　遠藤　裕貴

専門官の眼
201	 � 首席国際専門官　藤田　勇志

各国プロジェクトオフィスから
205� ベトナム長期派遣専門家　横幕　孝介

� カンボジア長期派遣専門家　福岡　文恵

� ラオス長期派遣専門家　伊藤　　淳

	 � ミャンマー長期派遣専門家　髙木　晶大

� インドネシア長期派遣専門家　細井　直彰

編集後記
208	 � 統括国際専門官　豊田　安史
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